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平成３１年第１回五ヶ瀬町議会定例会会議録 

 

（初  日） 

平成３１年 ３月 １日 

 

○ 会議に付した事件 

日程第 １． 

日程第 ２． 

日程第 ３． 

日程第 ４． 

日程第 ５． 

 

日程第 ６． 
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日程第 ８． 

 

日程第 ９． 

 

日程第１０． 

 

日程第１１． 

 

日程第１２． 

 

日程第１３． 

 

日程第１４． 

 

日程第１５． 

 

日程第１６． 

 

日程第１７． 

 

日程第１８． 

 

日程第１９． 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

諸般の報告 

行政報告 

議案第１号          

五ヶ瀬町情報公開条例の一部改正について 

議案第２号     

五ヶ瀬町個人情報保護条例の一部改正について 

議案第３号 

五ヶ瀬町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

議案第４号 

公の施設に関する条例の一部改正について 

議案第５号 

五ヶ瀬町使用料及び手数料徴収条例の一部改正について 

議案第６号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

議案第７号 

平成３０年度五ヶ瀬町一般会計補正予算（第４号）について 

議案第８号 

平成３０年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

議案第９号 

平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

議案第１０号 

平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）について 

議案第１１号 

平成３０年度五ヶ瀬町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

議案第１２号 

平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

議案第１３号 

平成３１年度五ヶ瀬町一般会計予算について 

議案第１４号 

平成３１年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計予算について 

議案第１５号 
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日程第２０． 

 

日程第２１． 

 

日程第２２． 

 

日程第２３． 
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平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計予算について 

議案第１６号 

平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計予算について 

議案第１７号 

平成３１年度五ヶ瀬町介護保険特別会計予算について 

議案第１８号 

平成３１年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第１９号 

平成３１年度五ヶ瀬町奨学金特別会計予算について 

議案第２０号 

向坂山森林公園の指定管理者の指定について 

議案第２１号 

Ｇパーク宿泊施設の指定管理者の指定について 

議案第２２号 

林産物等販売施設の指定管理者の指定について 

議案第２３号 

五ヶ瀬の里キャンプ村の指定管理者の指定について 

議案第２４号 

五ヶ瀬ワイナリーの指定管理者の指定について 

議案第２５号 

ふれあい茶屋の指定管理者の指定について 

議案第２６号 

五ヶ瀬ふれあいの里の指定管理者の指定について 

議案第２７号 

五ヶ瀬町福祉センターの指定管理者の指定について 

議案第２８号 

夕日の里交流拠点施設の指定管理者の指定について 

議案第２９号 

五ヶ瀬町共生型福祉施設の指定管理者の指定について 

議案第３０号 

上ノ原地区多目的交流施設の指定管理者の指定について 

議案第３１号 

町道の認定及び廃止について 

議案第３２号 

定住自立圏形成協定の一部変更について 
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○ 出席議員（８名） 

１ 番 甲斐 政國 議員    ２ 番 佐藤 成志 議員 

３ 番 綾  健一 議員    ４ 番 秋本 良一 議員 

６ 番 白瀧 徹哉 議員    ７ 番 甲斐 松男 議員     

８ 番 甲斐 啓裕 議員    ９ 番 小笠まゆみ 議員 

 

○ 欠席議員（なし）     

 

○ 地方自治法第１２１条の規定により、事件説明のため出席を求められたものは、次のとおり

である。 

五ヶ瀬町長  原田 俊平 

教 育 長  猪野 貴一 

監 査 委 員  菊池 孝男 

 

○ 町長の委任を受けて説明のために出席したものは、次のとおりである。 

副 町 長  宮崎 信雄    農 林 課 長  齊家  晃 

総 務 課 長  戸髙 勝洋    建 設 課 長  田原 昭生 

企 画 課 長  小迫 幸弘    会 計 室 長  北島 隆二 

町 民 課 長  垣内 広好    教 育 次 長  甲斐津世志 

福 祉 課 長  武内 秀元    病院事務長  廣本 憲史 

 

○ 職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局長  奥村 和平
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午後１時58分開会 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同礼。御着席ください。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいまから平成３１年第１回五ヶ瀬町議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 御報告します。本定例会において、タブレット端末の議場内使用を許可します。これに伴い、

タブレット端末操作の補助として議会事務局、西川書記の入場を許可します。 

 次に、本日の会議に事前に申請許可を受けたものに限り、取材及び場内写真撮影を許可します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（小笠まゆみ君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、３番、綾健一議員、４番、

秋本良一議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から１８日までの１８日間にしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１８日までの１８日

間に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、議会活動報告を行います。 

 平成３０年第４回定例会後の議会活動については、お手元に配付しております報告書のとおり

ですが、２の行政視察、研修の状況の主なものについて報告いたします。 

 ２の行政視察、研修の状況では、昨年１２月定例会で設置しました新庁舎建設調査検討特別委

員会において、議場の多目的活用事例を研究テーマとし、１月１８日に熊本県南小国町庁舎、３

１日に小林市庁舎を視察しました。 

 南小国町では専用の議場を設けずに、多目的ホールを議会開催時に利用することとし、議席や

執行部席は折り畳める可動式となっています。多目的ホールの利用は年間１５７件ほどあるとの
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ことでした。地元産の木材を多用した平屋の庁舎も内部は回遊式となっていましたが、執務室や

収納スペースの狭さ、動線に問題があるとのことでした。執行部も同行しておられますので、新

庁舎建設の検討に生かされますことを切望いたします。 

 ３の議長公務の状況では、西臼杵郡３町議会で、２月６日に熊本県の九州農政局へ有害鳥獣被

害防止対策について、翌日７日には福岡の九州地方整備局へ九州中央道の整備促進について要望

活動を行いました。 

 その後、熊本県の大津町議会を訪問し、「議会災害時対応基本計画」について、その策定経緯

と運用状況について視察を行いました。大津町議会では平成２８年４月の熊本地震の発災時に、

議会機能が十分に発揮できない事態に陥ったため、その教訓を生かし、平成２９年９月に議会災

害時対応基本計画策定に至っております。災害が発生したときの議会の業務継続計画、いわゆる

ＢＣＰ計画の重要性を強く認識したところであります。 

 本町議会におきましても、２月８日の議会全員協議会において報告し、策定へ向けた検討を進

めることを確認いたしました。 

 以上、議会活動報告といたします。 

 次に、例月現金出納検査の結果につきましては、お手元に配付しております報告書の写しのと

おりであります。 

 次に、平成３０年１２月１０日付、受理番号第８号、宮崎県保健医協会会長小池弘幸氏から提

出のあった、「後期高齢者の窓口負担の見直しにあたり、国への意見書提出を求める要望書」に

ついては、お手元に配付しております写しのとおりであります。 

本件については、文教福祉常任委員会に付託します。 

 次に、平成３０年１２月２５日付、受理番号第１０号、長峰地区水道組合代表渡邊廣美氏から

提出のあった「長峰地区町水道整備について」の要望書は、お手元に配付しております写しのと

おりであります。 

 本件については、総務農林常任委員会に付託します。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第４、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許可します。町長。 

○町長（原田 俊平君）  平成３１年第１回五ヶ瀬町議会定例開会に当たりまして、昨年１２月定

例会以降の行政経過について御報告を申し上げます。 

 まず、新庁舎建設事業について、昨年１１月末に新庁舎建設に係る基本計画（案）につきまし
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て、議会へ報告させていただきましたが、その後、１２月２６日に新庁舎建設検討委員会を開催

し、基本計画（案）について御承認をいただき、基本計画を公表させていただいたところでござ

います。 

 現在、この基本計画に掲げております新庁舎建設に向けた方針や考え方に基づき、基本設計を

進めているところでございます。基本設計におきましては、役場管理職による新庁舎建設プロジ

ェクト会議において、事務室や会議室等の各種室配置等の検討を重ねておりますが、町民の皆様

からの御意見は、新庁舎建設検討委員会で役場各課からの意見はワーキング会議を開催し、新庁

舎へどのように反映できるかも含めて検討してまいります。 

 今後さらに、各会議を開催しながら、基本設計、実施設計へと進めてまいりますが、設計に当

たっては、基本計画の内容を十分に踏まえつつ、機能的で利便性の高い庁舎、そして災害に強い

庁舎建設を目指してまいります。 

 次に、旧鞍岡中学校跡地活用についてであります。 

 平成３０年８月に跡地活用を考える会の皆さんに、旧鞍岡中学校については、複合型交流施設

として活用することを改めてお伝えし、その後、活用検討の体制づくりを行いました。 

 まず、今年度、鞍岡未来づくり協議会が農林水産省の事業で、ワークショップ等による地域計

画策定事業に取り組まれていますが、これを住民の皆さんの意見を聞く場として位置づけ、地域

の課題抽出や活用の意見出しを行っていただきました。 

 そして、地域から出された意見をもとに、活用を検討する機関として、平成３０年１０月、鞍

岡中学校跡地利用検討委員会を設置しました。委員は、鞍岡地区の公民館長さんや町議会議員の

皆様、教育委員、民生委員など公的な団体の代表や委員等で構成されております。 

 さらに、役場内に町の方向性や検討委員会での協議事項について協議を行う検討会を設置しま

した。副町長を座長とし、企画課を事務局、教育委員会、福祉課の職員で構成されております。

今年度、鞍岡地区未来会議を４回、鞍岡中学校跡地利用検討委員会が２回、役場庁舎内の検討会

を３回、視察研修を２回行っておりますが、方向性や進め方の検討、確認を行った段階でありま

して、具体的な活用の検討までは、現在至っておりません。 

 町の今後の方針としまして、鞍岡地区公民館の機能移転と、福祉拠点として部分的に活用して

いくこととしましたので、来年度以降、施設を活用しながら具体的な全体活用の検討を進めてま

いります。 

 次に、五ヶ瀬町史続編編さん業務についてであります。 

 昨年１２月議会におきまして、五ヶ瀬町史続編の編さんの基本方針、並びに五ヶ瀬町史続編の

編さん体制について御報告をいたしましたが、その後の計画について御報告をいたします。 

 現在、１１月に組織しました町史編さん委員会におきまして、文化や風習など、五ヶ瀬町史の
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内容の見直し作業を行っております。見直しを行う中で、修正や加筆すべき事項につきましては、

３月上旬をめどに報告書を作成し、執筆を行うに当たっての資料といたします。 

 また、委託業者であります株式会社ぎょうせいにおいては、広報五ヶ瀬や五ヶ瀬町総合計画、

町勢要覧等の資料をもとに、年表の作成や目次案の構成作業を行っております。この年表や目次

構成案に沿って、ことし５月をめどに役場が保管する資料を初めとします各種資料の収集を行う

こととしております。これらの資料の調査、分析を行いながら、平成３２年１月ごろから、現行

の執筆作業を行っていくことになります。 

 このように、平成３３年度中の完成を目指し、写真や資料等を盛り込んだ町民の皆様に興味を

持っていただけるような町史にしていきたいと考えております。 

 最後に、本定例会に提案いたしました案件について申し上げます。 

 条例の一部改正が６件、平成３０年度一般会計及び特別会計補正予算が６件、平成３１年度一

般会計予算及び特別会計予算が７件、公の施設の指定管理者の指定が１１件、町道の認定及び廃

止が１件、定住自立圏形成協定の一部変更が１件、あわせて３２件となります。慎重なる審議を

いただき、議決を賜りますようお願いを申し上げまして、行政報告といたします。どうかよろし

くお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで、行政報告は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１号 

日程第６．議案第２号 

日程第７．議案第３号 

日程第８．議案第４号 

日程第９．議案第５号 

日程第１０．議案第６号 

○議長（小笠まゆみ君）  次にお諮りします。日程第５、議案第１号五ヶ瀬町情報公開条例の一部

改正についてから、日程第１０、議案第６号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につい

てまでの６件は、これを一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、日程第５、議案第１号から、日程第

１０、議案第６号までの６件は、これを一括議題とすることに決定しました。 

 本６件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第１号五ヶ瀬町情報公開条例の一部改正について、提案理由の御説

明を申し上げます。 
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 本件は、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律改正に基づき、平成２９年条例第２３

号で改正した実施機関非識別加工情報の提供に関する規定について、全国的にその提供が進んで

いないことから、当分の間、同規定の適用しない旨を附則に加えるものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２号五ヶ瀬町個人情報保護条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本件は、議案第１号同様、行政機関に保有する個人情報保護に関する法律改正に基づき、平成

２９年条例第２４号で改正した実施機関非識別加工情報の提供に関する規定について、当分の間、

同規定の適用しない旨を附則に加えるものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第３号五ヶ瀬町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本件は、国が進める働き方改革における民間労働法制の改正を踏まえ、一般職の職員の超過勤

務命令を行うことができる上限を人事院が勧告したことにより、本町においても特別な場合を除

いて、１カ月について４５時間かつ１年について３６０時間を上限と定めるべく条例を改正する

ものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第４号公の施設に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本件は、平成３１年４月１日から、その他の教育施設として管理していたへき地教員住宅のう

ち、銀世界住宅を一般住宅へと移管するために、本条例別表第１に行政財産として加え、付表に

おいて教育関係の公の施設に関する条例、別表第２号を改正するものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第５号五ヶ瀬町使用料及び手数料徴収条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

 本件は、公の施設について平成３１年４月１日から、新たに指定管理者を指定することを鑑み、

各施設からの使用料について整理するものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第６号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 今回の改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律、及び同法施行令の一

部を改正する政令が、同年４月１日より施行されることに伴い、必要な改正を行うものです。 

 本改正は、低い利率での貸付、及び保証人の有無の判断を市町村の政策判断に基づき規定でき

るとする、法令等の改正に基づき行うものであり、その内容につきましては、利用者が被災者で
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あることを考慮し、貸付利率を３％から無利子にするものであります。 

 また、貸付の際に、保証人を有することにつきましては、債権回収を適切に執行する観点から、

従前のままであります。 

 あわせまして、償還方法に月賦償還を加えることとしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの６件について、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第７号 

日程第１２．議案第８号 

日程第１３．議案第９号 

日程第１４．議案第１０号 

日程第１５．議案第１１号 

日程第１６．議案第１２号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第１１、議案第７号平成３０年度五ヶ瀬町一

般会計補正予算（第４号）についてから、日程第１６、議案第１２号平成３０年度五ヶ瀬町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてまでの６件は、これを一括議題としたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、日程第１１、議案第７号から、日程

第１６、議案第１２号までの６件は、これを一括議題とすることに決定しました。 

 本６件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第７号平成３０年度五ヶ瀬町一般会計補正予算（第４号）について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の補正は、年度末を控え、各事務事業がほぼ確定しつつあることによる予算の調製と森林

交流館改修工事、国民健康保険病院繰出金、社会資本整備総合交付金事業の増額が主なものであ

ります。 

 歳入歳出予算の総額からそれぞれ４,６００万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４
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２億４,１５０万円とするものです。 

 それでは、１ページ、第１表、歳入歳出予算補正の歳入の主なものについて御説明いたします。 

 国庫支出金は、総務費国庫補助金、土木費国庫補助金等の増、民生費国庫補助金、教育費国庫

補助金の減額であります。 

 県支出金は、民生費県負担金、同県補助金、衛生費県補助金、農林水産業費県補助金の減、土

木費県補助金、災害復旧費県補助金が増となります。 

 繰入金は、ふるさとづくり基金繰入金を減額します。 

 町債では、総務債、土木債を増額し、農林水産業債、教育債、災害復旧費債を減額します。 

 次に、２ページ、歳出の主なものについて説明いたします。 

 総務費では、森林交流館改修に伴う地域振興費の工事請負費が増額となります。 

 民生費は、介護保険特別会計繰出金、老人保護措置費、児童手当等の減額です。 

 衛生費は、国民健康保険病院の繰出金の増が主なものです。 

 農林水産業費では、事業量等の確定により減額となります。 

 土木費は、道路新設改良費の増額です。 

 教育費は、事業量等の確定により減額となります。 

 災害復旧費の減は、各種事業等の確定に伴うものです。 

 次に、４ページの第２表、繰越明許費をごらんください。 

 これは、防災行政無線伝達システム実施設計委託業務、農林水産業費の各事業、社会資本総合

整備交付金事業等の土木費各事業、及び災害復旧費のうち、平成３０年度内に事業の完了が見込

めないものにつきまして、平成３１年度に繰り越す予定の事業明細であります。 

 次に、５ページの第３表、債務負担行為補正は、農業近代化資金利子補給事業の追加、及び五

ヶ瀬町史続編編さん委託業務事業の変更です。 

 次に、６ページ、第４表、地方債補正をごらんください。 

 それぞれの事業費に対応した地方債借り入れ予定額を調整したものであります。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第８号平成３０年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額にそれぞれ６７０万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９,０６

４万４,０００円とするものです。 

 まず、１ページの歳入につきましては、各種工事金額の減額に伴い、簡易水道債を減額するも

のです。 

 次に２ページの歳出ですが、工事請負費の五ヶ瀬中学校配水管布設工事の不用額、県営中山間
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地域総合整備事業の進捗に伴い、今年度執行予定であった大石地区水道施設場内整備工事金額を

それぞれ減額するのが主なものです。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第９号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ２,８６２万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ６億３,６７７万１,０００円とするものです。 

 予算書１ページの歳入について御説明いたします。 

 県支出金は、国民健康保険保険給付費等交付金のうち、保険給付費の増額に伴う普通調整交付

金の増額及び国民健康保険病院事業会計への繰出金の減額に伴う特別調整交付金の減額です。 

 次に２ページの歳出について御説明いたします。 

 保険給付費は、療養給付費、療養費、高額療養費について、増額しております。 

 諸支出金につきましては、直営診療施設勘定繰出金の減額であります。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１０号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の減額、並びに資本的収入及び支出の減額を行うものです。 

 １ページ、予算第３条に定めました収益的収入の病院事業収益の医業収益を２,４３６万１,

０００円減額し、医業収益の総額を４億４,４３９万６,０００円とし、医業外収益の町負担金を

１,５００万円増額し、国保勘定繰入金を１万５,０００円減額し、医業外収益の総額を１億３,

３０６万２,０００円とするものです。 

 支出は、２ページ、病院事業費用の医業費用のうち、給与費を９２６万１,０００円減額、材

料費を１５１万５,０００円減額、経費を１４０万円増額し、医業費用の総額を５億６,７７２万

８,０００円とするものです。 

 ３ページ、予算第４条に定めました資本的収入は、４００万６,０００円減額し、総額を５８

５万円とするもので、内訳は、繰入金のうち、国保事業勘定繰入金を減額するものです。 

 支出は、４ページ、資本的支出の建設改良費のうち、機械及び備品購入費を５００万円減額し、

建設改良費の総額を２,６７９万３,０００円にするものです。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１１号平成３０年度五ヶ瀬町介護保険特別会計補正予算（第４号）について、提案理由

の御説明を申し上げます。 

 このたびの補正は、保険給付費の減額が主なものです。 
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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ３,１４２万２,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ４億９,５４７万５,０００円とするものです。 

 １ページの歳入から、御説明いたします。 

 保険料は、介護保険料の見込み額に応じ増額しております。 

 国庫支出金は、介護給付費負担金の減額が主なものです。 

 支払基金交付金については、介護給付費に係る交付金の減額であります。 

 県支出金につきましても、介護給付費に係る交付金の減額が主なものであります。 

 繰入金は、介護給付費及び地域支援事業費について、一般会計繰入金の減額が主なものです。 

 繰越金につきましては、前年度繰越金を全額計上しております。 

 次に２ページの歳出について、御説明いたします。 

 総務費は、事務費の減額です。 

 保険給付費につきましては、給付費が抑えられたことによる減額です。 

 地域支援事業費については、不用額についての減額が主なものです。 

 諸支出金については、介護保険料の余剰金として見込まれる額について基金積立金への計上が

主なものです。 

 予備費につきましては、財源組みかえによるものです。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１２号平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、提

案理由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から、それぞれ４３万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ５,７９４万２,０００円とするものです。 

 １ページの歳入から御説明いたします。 

 繰入金は、特定健診受託事業に係る事務費を一般管理費に充てるため、一般会計からの繰入金

を減額しております。 

 次に、２ページの歳出について御説明いたします。 

 予備費につきましては、繰入金の減額に伴い、減額調整しております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの６件について、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ
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ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１３号 

日程第１８．議案第１４号 

日程第１９．議案第１５号 

日程第２０．議案第１６号 

日程第２１．議案第１７号 

日程第２２．議案第１８号 

日程第２３．議案第１９号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第１７、議案第１３号平成３１年度五ヶ瀬町

一般会計予算についてから、日程第２３、議案第１９号平成３１年度五ヶ瀬町奨学金特別会計予

算についてまでの７件は、これを一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、日程第１７、議案第１３号から、日

程第２３、議案第１９号までの７件は、これを一括議題とすることに決定しました。 

 本７件について、町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（原田 俊平君）  議案第１３号平成３１年度五ヶ瀬町一般会計予算について、提案理由の

御説明を申し上げます。 

 国の平成３１年度の地方財政対策においては、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、人づ

くり革命の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に対応するために必要な経費を計上すると

ともに、国の取り組みと基調を合わせた歳出改革、交付団体を初め、地方が安定的な財政を行う

ために必要となる一般財源総額について、地方財政の運営上、支障が生じないよう適切な補填措

置を講じることとされました。 

 このような状況のもとで、本町でも昨年末より平成３１年度の予算編成作業を進めてまいりま

した。この結果、歳入歳出の予算総額をそれぞれ４６億５,９００万円、前年比２９.６７％の増

となりました。 

 まず、歳入について主なものといたしまして、町税は町民税、固定資産税等の増により、２.

３９％増の３億１１７万６,０００円、地方譲与税は、地方揮発油譲与税、森林環境譲与税等の

増により、５３.８４％の増の６,０００万１,０００円、地方交付税は、昨年度より５,０００万

円増額し、１８億５,０００万円計上いたしました。 

 国庫支出金は、災害復旧費国庫負担金等の減により７.５９％減の２億５,１６７万７,０００

円を計上。 
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 県支出金については、保険基盤安定負担金、農林水産業費県補助金、災害復旧費県補助金等の

減により、１１.３４％減の４億４,５３０万１,０００円を計上しました。 

 繰入金は、財政調整基金を昨年度より８,０００万円増額し、２億８,０００万円、公共施設等

整備基金を１億４,０００万円計上し、１１２.２５％増の４億４,４７９万９,０００円を計上し

ました。 

 町債は、総務債、教育債等増額し、３３６.９７％増の９億２,２００万円を計上しております。 

 次に、歳出、性質別予算について、人件費は４.９１％増の８億４,８６２万４,０００円とな

り、物件費は１２.７８％増の６億５,０１４万４,０００円、維持補修費は２０.２４％増の２,

３００万１,０００円を計上しました。 

 扶助費は、３.９８％減の２億１,８４５万円、補助費等は、６.６４％増の６億９,１４９万７,

０００円、普通建設事業が１６５.２２％増の１５億３,５６７万３,０００円を計上しました。 

 災害復旧費は、６０.０２％減の３,１２２万円を計上しました。 

 公債費は、６.６９％減の３億６,３３５万６,０００円を計上しました。 

 繰出金は、特別会計等の繰り出しが主で、６.７１％増の２億３８３万４,０００円を計上しま

した。 

 次に、歳出について、主なものといたしまして、総務費では、デジタル防災行政無線整備事業、

新庁舎建設事業及び森林交流館改修工事、地方創生事業等に予算額は、前年比１３５.６６％増

の１３億２,３３５万円を計上しました。 

 民生費は、各種福祉給付事業、福祉センター空調機器整備等により、前年比４.９％増の７億

６,２９９万５,０００円を計上しました。 

 衛生費では、引き続き町民の健康維持増進の取り組みを強化するため、前年比７.６７％増の

２億９,３９１万円を計上しました。 

 農林水産業費は、各生産組合等の支援事業、有害鳥獣被害対策関係事業、基盤整備事業等引き

続き取り組んでまいります。 

 予算額は、林業振興費、林道費の減により、前年比０.７２％減の６億３,７２８万１,０００

円を計上しました。 

 商工費は、商工業者の支援として融資制度への補助、観光協会育成等の補助事業、及び森林公

園事業等で、前年比０.０１％増の１億４,６９３万５,０００円を計上しました。 

 土木費は、道路新設改良単独事業、及び社会資本総合整備総合交付金事業による町道橋梁新設

改良事業等で、前年比１２.３８％増の３億１,５１４万７,０００円を計上しました。 

 消防費は、広域消防本部負担金、消防団関係、防火水槽有害化事業等で、前年比１.９５％減

の１億７３８万２,０００円を計上しました。 
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 教育費では、Ｇ─パーク陸上競技場トラック改修事業、小中学校施設管理、非常勤臨時講師雇

用賃金等で、前年比８９.２９％増の５億７,２３３万６,０００円を計上しました。 

 災害復旧は、初期対応分３,１２２万円を計上いたしました。 

 公債費は、前年比６.６９％減の３億６,３３５万６,０００円を計上しました。 

 諸支出金は、五ヶ瀬町応援基金、森林環境譲与税基金を計上し、前年比９１.００％増の３,

８２０万円となりました。 

 予備費は、昨年同様５００万円を計上しました。 

 以上、主な概要につきまして御説明を申し上げましたが、本町は、今後一層効率的な行財政運

営に努め、将来にわたって財政運営の健全性が確保できる行財政改革を着実に実施していかなけ

ればなりません。また、第５次総合計画の重点戦略の実現に向け、事業の選択と集中、優先順位

の格付け、限られた財源の重点的、効率的な配分を図る施策が求められます。議員各位におかれ

ましては、これまで以上の指導、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 予算の詳細につきましては、委員会におきまして、担当課長から説明をさせます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１４号平成３１年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計予算について、提案理由の御説明を

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億６９９万６,０００円とするものです。 

 まず、１ページの歳入につきましては、給水工事負担金、町営簡易水道の水道使用料、組合営

簡易水道の水質検査手数料、一般会計繰入金及び町債を計上しております。 

 次に、２ページの歳出につきましては、簡易水道費として、町営簡易水道の維持管理に必要な

電気料、修繕料、水質検査手数料、施設保安管理に係る委託料、町管理水道施設の配水施設整備

等に係る工事請負費を計上しております。 

 また、公債費として償還金及び利子を計上いたしております。 

 詳細につきましては、委員会において担当課長が御説明いたします。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１５号平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計予算について、提案理由の御説明を

申し上げます。 

 国民健康保険は、国民皆保険制度の中核として重要な役割を担い、地域医療の確保と住民の健

康管理、保持増進に努めております。 

 平成３０年度からは、国保制度改革により都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村では、

資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保険事業等を引き続き担っております。 

 今後も、被保険者の方々が安心し、良質で、かつ効果的な医療を享受できるために、安定した
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事業運営を目指してまいります。 

 平成３１年度当初予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億９,７８４万７,０００円としま

す。 

 まず、歳入につきましては、主なものといたしまして、国民健康保険税が１億２,６９１万円、

県からの交付金が３億８,４８６万円、一般会計からの繰入金が５,６０５万７,０００円、基金

繰入金が１,０００万円となっております。 

 歳出につきましては、主なものといたしまして、総務費が１,８２９万６,０００円、保険給付

費が４億１,９６９万６,０００円、県に納める国民健康保険事業費納付金が１億３,５３４万６,

０００円、特定健診などの保険事業費が９２３万８,０００円となっております。 

 なお、詳細につきましては、委員会におきまして担当課長が説明いたします。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１６号平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計予算について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

 平成３０年度の診療報酬と介護報酬の改定は、医療・介護ともに、最もニーズが高まると予想

される２０２５年の医療体制に向けた道筋を示す同時改定となり、地域包括ケアシステムの構築

と医療機能の分化・強化連携の推進が重点課題となりました。 

 また、県が策定しました地域医療構想では、病院が地域における担うべき役割や持つべき病床

機能、再編・ネットワーク化の取り組み等について、各医療施設ごとに今後の方針を明確化し、

協議・調整することが求められております。 

 このような中、当病院も町立の病院として、今後、より一層進む人口減少、超少子高齢化に向

け、町民に必要な医療、そのニーズに合わせた医療体制の構築を図っていくことが必要であると

考えております。 

 医師の確保につきましては、厳しい状況ではありますが、常勤医師並びに非常勤医師の確保、

現在の診療体制を継続するため、各大学病院並びに宮崎県等の関係機関にお願いするとともに、

卒後臨床研修医や医学生等の研修受け入れを行い、将来の地域医療を担う医師の養成に貢献した

いと考えております。 

 さらに、その他の医療従事者につきましても、適正確保に努め、職員の資質向上と、ひいては

医療機関としての全体的な質の向上に努めてまいります。そして、住民の命を守り、住民が安心

して暮らしていけるような病院運営に努めてまいる所存でございます。 

 それでは、予算案について、御説明をいたします。 

 ２ページ、収益的収入及び支出につきましては、収益的収入が、病院事業収益５億８,５４０

万６,０００円で、内訳は、医業収益５億１,７３２万９,０００円、医業外収益６,８０７万７,
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０００円となっております。 

 支出は、病院事業費用が５億８,４４０万６,０００円で、内訳は医業費用５億７,６２９万７,

０００円、医業外費用７６０万８,０００円、特別損失５０万１,０００円となっており、予備費

を１００万円とし、支出合計金額５億８,５４０万６,０００円といたします。 

 ３ページ、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入が９６万１,０００円、内訳は、

繰入金となっております。 

 資本的支出は、５,４０１万６,０００円、内訳は、企業債償還金が５,１１３万円、建設改良

費が２８８万５,０００円、公有財産購入費が１,０００円となっております。なお、収支の不足

分５,３０５万５,０００円につきましては、当該年度の損益勘定留保資金で補填するものであり

ます。 

 病院事業の予算案につきまして御説明を申し上げましたが、予算案の細部につきましては、委

員会において事務長が説明を申し上げます。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１７号平成３１年度五ヶ瀬町介護保険特別会計予算について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

 平成３１年度は、３カ年の計画である第７期介護保険事業計画の２年目となります。今後も人

口減少が見込まれ、高齢者人口も減少する予測ですが、高齢化率は確実に上昇することから、自

立支援、重度化防止に向けた取り組み、医療・介護の連携の維持等、保険者の機能の強化が求め

られます。 

 また、住民同士の助け合いの互助の視点、そして自助の視点を含めた地域包括ケアシステムの

構築を引き続き推進していく必要があります。 

 保健事業勘定の平成３１年度当初予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億９,７７８万９,

０００円とします。 

 １ページの第１表、歳入歳出予算の歳入から御説明いたします。 

 保険料は、６５歳以上の第１号被保険者の保険料で、３年間の事業運営を見込んで決めており

ます。 

 基準保険料月額は、４,９８０円であります。国庫支出金は、保険給付費及び地域支援事業費

のうち、国が負担する負担金と高齢者数の割合や所得の市町村格差を調整するための国からの調

整交付金が主なものです。 

 支払基金交付金は、医療保険者が徴収した２号被保険者の保険料を支払基金が各保険者に配分

する交付金です。 

 県支出金は、保険給付費及び地域支援事業のうち、県が負担する負担金及び交付金です。 
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 繰入金は、保険給付費に係る町の負担金及び人件費、並びに事務費等一般会計繰入金で計上し

ております。 

 また、諸収入は、地域支援事業の利用者一部負担金を計上しております。 

 次に、２ページの歳出について御説明いたします。 

 総務費は、人件費等認定審査会費が主なものです。歳出総額の８５％を占める保険給付費は、

要介護認定者及び要支援認定者に係る在宅サービスや施設サービス、高額療養費等の費用であり

ます。 

 地域支援事業費は、地域包括支援センターの運営に係る費用、認知症対策等重点施策となる４

つの事業経費、介護予防、日常生活支援事業の費用等を計上しております。 

 諸支出金は、介護サービス事業勘定への繰出金が主なものです。 

 予備費につきましては、流動的な保険給付費への対応見込み、前年度並みの額を計上しており

ます。 

 続きまして、介護サービス事業勘定について説明いたします。 

 介護サービス事業勘定の平成３１年度当初予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６０万６,

０００円とします。 

 ２１ページの第１表、歳入歳出予算の歳入から御説明いたします。 

 サービス収入は、要支援認定を受けている被保険者について、介護予防プラン作成に対する介

護報酬です。 

 繰入金は、サービス収入で不足する分を保健事業勘定から繰り入れるものです。 

 次に、２２ページの歳出について御説明いたします。 

 総務費は、地域包括支援センターの指定介護予防支援事業に係る事務費を計上しております。 

 サービス事業費は、介護予防プラン作成の一部を居宅介護支援事業所に委託する経費です。 

 予備費につきましては、サービス事業費の流動的な対応を見込み、計上しております。 

 詳細につきましては、委員会におきまして担当課長が御説明をいたします。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第１８号平成３１年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計予算について、提案理由の御説明

を申し上げます。 

 後期高齢者の医療を支える後期高齢者医療制度につきましては、全国的な高齢化に伴い毎年事

業費が増加の一途をたどっております。そのような中、平成３１年度も医療費適正化事業や徴収

対策を実施し、健全な事業運営を目指してまいります。 

 平成３１年度当初予算は、歳入歳出の総額をそれぞれ６,０１０万７,０００円とします。 

 まず、歳入につきましては、主なものといたしまして、後期高齢者保険料が３,３７１万９,
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０００円、一般会計からの繰入金が２,３５６万円、諸収入のうち特定健康診査受託事業収入が

２５６万５,０００円となっております。 

 歳出につきましては、主なものといたしまして、総務費が４３万４,０００円、後期高齢者医

療広域連合納付金が５,６８４万５,０００円、保険事業費が２５６万５,０００円となっており

ます。 

 なお、詳細につきましては、委員会におきまして、担当課長が御説明いたします。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 議案第１９号五ヶ瀬町奨学金特別会計予算について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 五ヶ瀬町奨学金特別会計につきましては、佐伯勝元氏からの寄附金を佐伯勝元教育基金として

積み立て、その基金の一部を奨学金として制度化し、あわせて特別会計を設置するものです。 

 平成３１年度の当初予算では、歳入歳出の総額を４８０万円とさせていただきました。 

 まず、歳入については、繰入金４８０万円を計上しました。これは、佐伯勝元教育基金から一

度一般会計に繰り入れ、一般会計から特別会計へ繰り入れを行うものです。 

 次に歳出では、貸付金費として、平成３０年度採択分に３００万円と平成３１年度採択分１８

０万円を計上しました。 

 詳細については、委員会において担当課長が御説明を申し上げます。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの７件について、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第２０号 

日程第２５．議案第２１号 

日程第２６．議案第２２号 

日程第２７．議案第２３号 

日程第２８．議案第２４号 

日程第２９．議案第２５号 

日程第３０．議案第２６号 

日程第３１．議案第２７号 
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日程第３２．議案第２８号 

日程第３３．議案第２９号 

日程第３４．議案第３０号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第２４、議案第２０号向坂山森林公園の指定

管理者の指定についてから、日程第３４、議案第３０号上ノ原地区多目的交流施設の指定管理者

の指定についてまでの１１件は、これを一括議題としたいと思います。これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、日程第２４、議案第２０号から、日

程第３４、議案第３０号までの１１件は、これを一括議題とすることに決定しました。 

 本１１件について、町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（原田 俊平君）  議案第２０号向坂山森林公園の指定管理者の指定について、提案理由の

御説明を申し上げます。 

 向坂山森林公園の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条の２第

３項の規定により、指定管理者を株式会社五ヶ瀬ハイランド代表取締役社長原田俊平に指定し、

当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２１号Ｇ─パーク宿泊施設の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

 Ｇ─パーク宿泊施設の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条の

２第３項の規定により、指定管理者を株式会社五ヶ瀬ハイランド代表取締役社長原田俊平に指定

し、当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもので

す。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２２号林産物等販売施設の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げま

す。 
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 林産物等販売施設の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条の２

第３項の規定により、指定管理者を特定非営利活動法人ごかせ観光協会理事長宮崎信雄に指定し、

当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２３号五ヶ瀬の里キャンプ村の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 五ヶ瀬の里キャンプ村の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条

の２第３項の規定により、指定管理者を特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校理事長杉田英治に指

定し、当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの

であります。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２４号五ヶ瀬ワイナリーの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

 五ヶ瀬ワイナリーの設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条の２

第３項の規定により、指定管理者を五ヶ瀬ワイナリー株式会社代表取締役社長原田俊平に指定し、

当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２５号ふれあい茶屋の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 ふれあい茶屋の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条の２第３

項の規定により、指定管理者を過疎地域活性化施設運営委員会会長川田稲穂に指定し、当該施設

の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定
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いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２６号五ヶ瀬ふれあいの里の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

 五ヶ瀬ふれあいの里設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条の２

第３項の規定により、五ヶ瀬ふれあいの里運営委員会会長和田裕子に指定し、当該施設の管理を

行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２７号五ヶ瀬町福祉センターの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 五ヶ瀬町福祉センターの設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条

の２第３項の規定により、指定管理者を社会福祉法人五ヶ瀬町社会福祉協議会会長原田俊平に指

定し、当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの

です。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条に規定しております指定管理者の指定の特例により公募によらない指定管理者の

候補者として選定いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第２８号夕日の里交流拠点施設の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 夕日の里交流拠点施設の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４条

の２第３項の規定により、指定管理者を五ヶ瀬ワイナリー株式会社代表取締役社長原田俊平に指

定し、当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの

です。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

以上で、説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 議案第２９号五ヶ瀬町共生型福祉施設の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し
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上げます。 

 五ヶ瀬町共生型福祉施設の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４４

条の２第３項の規定により、指定管理者を社会福祉法人五ヶ瀬町社会福祉協議会会長原田俊平に

指定し、当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規定により議会の議決を求めるも

のです。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条に規定しております指定管理者の指定の特例により公募によらない指定管理者の

候補者として選定いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 議案第３０号上ノ原地区多目的交流施設の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申

し上げます。 

 上ノ原地区多目的交流施設の設置目的を効果的に達成する必要があるため、地方自治法第２４

４条の２第３項の規定により、上ノ原地区多目的交流施設の指定管理者を五ヶ瀬ワイナリー株式

会社代表取締役社長原田俊平に指定し、当該施設の管理を行わせたいので、同条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものです。 

 なお、指定の手続につきましては、五ヶ瀬町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関す

る条例第５条（指定管理者の指定の特例）により公募によらない指定管理者の候補者として選定

いたしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの１１件につきまして、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．議案第３１号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３５、議案第３１号町道の認定及び廃止についてを議題と

します。 

 本件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第３１号町道の認定及び廃止について、提案理由の御説明を申し上

げます。 
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 町道の認定及び廃止につきましては、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、

議会の議決が必要であります。 

 今回提案いたします路線は、新規認定として原尾野線の１路線、認定済み路線の終点変更によ

る再認定として奈良津・小原井線の１路線、そして同一路線内に起終点が混在し、道路管理上整

理するほうがよいと指導を受けている路線の土生・上赤線、栗原・土生線で、一度廃止手続を行

い、新たに新規路線としてそれぞれ栗の谷線、栗原線、高岩線、椿畑線として認定を行うもので

あります。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの件につきまして、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３６．議案第３２号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３６、議案第３２号定住自立圏形成協定の一部変更につい

てを議題とします。 

 本件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第３２号定住自立圏形成協定の一部変更について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

 本案は、平成２２年１月に締結いたしました定住自立圏形成協定につきまして、今回、延岡市

との間において、福祉の取り組み、項目内に権利擁護支援団体の充実を追加することといたしま

したので、第５条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの件につきまして、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（小笠まゆみ君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 次回は、３月５日午前１０時から開会しますので、定刻までに御参集ください。御苦労様でし

た。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同礼。お疲れさまでした。 

午後３時15分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時57分開議 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同礼。御着席ください。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいまから本日の会議を開きます。 

 御報告します。本日の会議に事前に申請許可を受けた者に限り、取材及び場内写真撮影を許可

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３３号 

○議長（小笠まゆみ君）  日程第１、議案第３３号五ヶ瀬町森林環境譲与税基金条例の制定につい

てを議題とします。 

 本件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第３３号五ヶ瀬町森林環境譲与税基金条例の制定について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 本件は、平成３０年度税制改正において創設されました森林環境譲与税について、平成３１年

度より市町村に譲与が開始されることに伴い、基金条例を制定するものであります。 

 森林環境譲与税は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止、国土保全、水源涵養等のさまざ

まな機能が国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくため、その財源

として創設されたものであります。 

 森林環境譲与税の使途については、間伐や路網整備といった森林整備や、このための意向調査、

境界確定、さらには森林整備を行う人材育成や担い手の確保、木材利用の促進に充てなければな

らないとされており、該当事業に充当した残額につきましては、基金に積み立てを行うこととな

るため、今回、条例の制定について提案するものであります。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほどお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの件につきまして、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１３号 

日程第３．議案第１４号 

日程第４．議案第１５号 



- 32 - 

 

日程第５．議案第１６号 

日程第６．議案第１７号 

日程第７．議案第１８号 

日程第８．議案第１９号 

○議長（小笠まゆみ君）  お諮りします。日程第２、議案第１３号平成３１年度五ヶ瀬町一般会計

予算についてから日程第８、議案第１９号平成３１年度五ヶ瀬町奨学金特別会計予算についてま

での７件は、これを一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１３号から議案第１９号まで

の７件は、これを一括議題とします。 

 本７件については、去る３月１日、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質疑に

入ります。 

 質疑をされる場合は、議案名、ページを示して発言してください。質疑がありましたら、どう

ぞ。２番、佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  ２番、佐藤成志です。全体について伺います。 

 次年度予算は例年より約１２億ほど多い４６億５,９００万となっております。主に新庁舎の

建設であろうかと思いますが、昨年の一般質問において町長は、政策目標１０項目について、来

年度の実現化に向けて動こうと考えているということで答弁されております。 

 この全体的な予算の中にその１０項目についての具体的な政策があるのか、伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤議員にお尋ねします。今の御質問は議案の第１３号一般会計につい

てということでよろしいですか。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  はい、そうです。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 総括的な話なので、非常に答弁しづらいところなんですけど、当然この１０項目、私のまちづ

くりの目標についての施策は入っております。ただ、これがこうですよという回答は、ここでは

控えたいと思いますが、それぞれについて地域創生、それからまちづくり、当然防災・安全を含

めて総合的に勘案して施策を打っております。 

 ということで、また個別にこの部門という話であれば具体的な回答をいたしますが、この場で

は総合的なまちづくり施策として入れているという回答にさせていただきます。よろしくお願い

します。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。 
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○議員（２番 佐藤 成志君）  はい。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。１番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國でございます。 

 議案第１３号一般会計予算書、１２ページになります。地方譲与税の森林環境譲与税１,９０

０万円についてでございますけれども、これは全協でも総務課長のほうから説明がございました

し、ただいま町長のほうから基金条例のことで説明をいただいたところでございますけれども、

我が町として、この森林環境譲与税１,９００万で期待できること。事業関係もそうでしょうけ

れども、基金で積み立てるということでございますので、その積み立てた基金というものがどう

いった効果を期待されているのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  失礼しました。甲斐政國議員の森林環境譲与税についての質問にお

答えいたします。 

 森林環境譲与税は、町長の説明にありましたとおり、現在、町内の経営計画が策定されていな

い森林につきまして、これからをどうするかということが主目的な譲与税となっております。予

算の支出の部分に、ことし予算組みをさせていただいているんですけど、委託費として森林組合

のほうにその意向調査等を依頼いたしまして、それから、どのような手だてができるかというこ

とを、ことしから策定していく予定にしております。 

 で、この譲与税そのものは、これまでの既存の事業をそのまま使うということができませんの

で、これからその意向調査も含めて、１回基金に積み立てさせていただいて、それからしっかり

とした検討をさせていただきたいと考えておりますので、そういうことで、よろしくお願いいた

します。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  総務課長の説明の中で、基金として１,３２０万、それから、農

林課サイドに５８０万というような話を聞いておるわけなんですけれども、もう全体的に、ちょ

うど、これは同じ予算書の中で６９ページになりますが、林業振興費の中に委託料として、先ほ

ど農林課長が話された森林経営管理制度に係る意向調査委託料、森林組合に委託するということ

でございましたけれども、何か具体的に、先ほど町長が話された間伐とか、人材育成、作業道開

設、そういったものにも使うということですが、基金に積み立てとって、そういう意向調査だけ

に使うというような、そういうニュアンスにとれたんですけれども、でなくて、町がしっかりと

期待できる大きな効果というものがあらわれるのかどうかと、そういうものをどう考えていらっ

しゃるかというところでお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 
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○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 ただいま甲斐政國議員から、今回スタートします森林環境譲与税の取り組みについてというこ

とでの質問、農林課長のほうから答弁をさせていただきましたが、その森林環境税に伴います前

段の譲与税ということでありまして、今回は１,９００万ということですが、年々これはふえて

いくものだと考えております。 

 で、常々各町村会でもこの部分については国のほうに毎年要望をこれまでしながら、やっと実

現したところでございますが、本来の目的は、先ほどの森林環境を伴ういろんな環境整備も当然

でしょうが、やはり担い手対策が一番のポイントかなという話をしております。 

 その中で、例えば五ヶ瀬町で申しますと、森林組合の作業班のいろんな賃金に、その辺をもう

少し見直していってやはり上げていかないと、やはり担い手対策としては不十分じゃないかとい

う話も、それぞれの自治体の首長さんと話していまして、その辺を今後の環境整備に向けての一

つのポイントとして要望していこうやという話はしているところでございます。 

 ただ、現状では林野庁を含めて国からの制約事項も来ているようでございますので、その辺は

十分鑑みながら取り組んでいきたいと思っているところです。若干抽象的な表現になりましたが、

そういうことで考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。 

 町長も申されましたとおり、実際６月に閣議決定で正式な譲与税が決まるということの中で、

まだ正式にどれを使っていい、どれを使ったらいけないということがまだ示されていない中で、

一旦基金に入れて、それから使えるものにつきまして組み替えをしていこうという考えで、今回、

新年度予算にはそういう形で組み込みをさせていただいております。これは、改めてまた（山）

会議等もありまして、そういう会議等を通しまして予算の再配分といいますか、再組み立てをさ

せていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  １番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國でございます。 

 林業の振興にしっかりと期待をしたいというふうに思っております。 

 もう一点でございますが、同じく一般会計予算書の３５ページ、財産管理費のところで、公有

財産購入費として２,３００万円上がっておりますけれども、雲海広場の土地の購入費というこ

とでございますが、どういった目的で購入され、そしてまた、それがどのような効果が期待され

るのかというところで、お伺いしたいというふうに思います。 
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○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。 

 甲斐政國議員の公有財産購入費の御質問にお答えいたします。 

 雲海広場土地購入費でございますが、雲海広場につきましては、宮銀前の土地でございまして、

雲海酒造の所有の土地でございますが、現在は、庁舎建設に伴います職員駐車場として賃貸借契

約を交わしているところでございます。 

 庁舎建設につきましては、平成３３年度中ぐらいまでは現在の庁舎の敷地造成等もかかります

ので、当面、平成３３年度中までは職員駐車場として使いたいというふうに考えております。 

 それ以後の使用につきましては、一度、公有財産検討委員会等で検討していきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  これから検討ということですか。購入するのは、もう間違いない

ということなんでしょうけれども、現在は駐車場として使っている。まだ借地ということでしょ

うから、それはそれでいいんでしょうけれども。余り目的のないものを何で購入されるのかなと

いう気がしているんですが、何かそこ辺でいきさつなりがあればですけど、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 甲斐政國議員からの雲海広場土地購入費に充てるための公有財産購入費の御質問にお答えい

たします。 

 先ほど、総務課長が申しましたとおり、現在、庁舎建設に伴います駐車場用地として借り上げ、

で、今回買い取りをしたいということで考えております。 

 既に、あの土地については以前から保育所をあそこに建てたらとかいう構想もあった時点から、

いろんな視野を持って検討いたしていた対象地ではございます。 

 で、ちょうど赤谷中心街の最も中心となる土地でもありますし、いろんな用途が考えられると、

私自身は考えています。 

 そういった中で、一つ例を挙げると、公営住宅の用地としても一番いい場所だと思いますし、

例えばいろんな施設、公共施設的な施設用地としても十分可能できると。また、いろんな多目的

な広場的な利活用もできるというようないろんな利活用については、以前から構想を持っていま

して、ただ、なかなか相手側がおる話なので、切り出せない部分もございましたが、今回、庁舎

建設に伴い、当然駐車場用地も必要になるということから、一定レベル事前協議をさせていただ
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く中で、買い取り、公有財産購入という形に踏み切りたいと思った次第でございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  ただいま、町長のほうから、公営住宅の用地であるとか、公共施

設、それから多目的広場というふうなことでございましたけれども、中には、商店街の方々であ

そこを利用しようと考えていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなという気はしており

ますが、そこ辺との兼ね合いというのは大丈夫なんでしょうか。町が単独でぽんと買い上げて、

大丈夫なんでしょうか。そこ辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 再度、政國議員からの質問ですが、赤谷商店街については、当時のあそこの買い取りのことも

踏まえて、これは町有地じゃありませんので、個人的に町がその商店街のある特定の方とお話し

するということはできませんが、以前から、雲海酒造株式会社さんが買い取られた段階で、当然

その隣接する商店街の皆さんとは協議・調整はあっているものと考えております。 

 ただ、いろいろ課題が仮にあるとすれば、町有地としてなった時点以降も、そういう相手方の

交渉、また、先ほどありましたとおり商店街としての何か活用も十分できると思うんです。そう

いった部分での今後の利活用についても、公有地対策の検討委員会と商工会と一体となりながら、

知恵出しをすることになるのかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  隣接するそういう方々とは、町としては柔軟に対応していくとい

うことでよろしいんですね。トラブル等が起きないようにしなければならないと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。４番、議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。 

 一般会計の歳出の農業振興費でありますが、農林業振興まつりの開催の補助金に２５０万ほど

の計上されておるようでございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本議員、ページ数をお願いします。 

○議員（４番 秋本 良一君）  済みません、６３ページになります。 

 失礼しました。農林業振興まつりの開催の補助金が２５０万ほど予定してあります。この農林

業振興まつりにつきましては、昨年も行われたというふうに思っておりますが、この事業につい

ての実行委員会といいますか、どういった成果を求められているか、お尋ねしたいと思います。 
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○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。秋本良一議員の質問にお答えしたいと思います。 

 昨年１１月に農林業振興まつりを開催させていただいたところなんですけど、この振興まつり

につきましては、農家の方みずから楽しんでいただけるような祭りということで当初計画しまし

て、そういうことで進めてきたわけなんですけど、昨年は野菜生産組合の会長さんほか、畜産関

係の会長さん、生産者、副会長さんを初めとした方々を実行委員会ということでお願いいたしま

して開催させていただきました。 

 議員のほうも参加していただき、ありがとうございました。一応自負するわけじゃないんです

けど、成功のうちに終わったのではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 済みません、先に答弁させていただきます。 

 ただいま農林課長が申しましたとおり、若干やり方について一昨年、３０年度については、私

が２期目に入らせていただいて、農林業プロジェクトという形でぜひその農林業振興の取り組み

を加速したいという思いから、その一つで農林業振興まつりをやりたいという思いで予算化させ

ていただいて、承認いただきました。 

 で、実施については、ＪＡを含めて連携してやるということでしたので、取り組みについてそ

れぞれ担当課にはいろんな迷惑もかけた部分もありましたが、私も参加させていただいて生産者

といろんな話をする中でいろんな話もいただくし、課題もその場所で御指示いただくということ

で、非常にやはり有益な場だなと思ったことでございます。生産者もしくは農家の方々からも、

町長、来年もやるぞという声もたくさんいただきましたし、こういった会を通じて、やはり行政

が課題としては役場の職員もみんなたくさん出ようやという声かけを今後はさせていただきま

すけども、そういった形で、ざっくばらんに農家の人たちと意見交換する最適な場だなと思いま

したし、関係機関ともさらに綿密な取り組みができるということもありますので、今回、どうい

う連携でやるかは、まだ担当課が今から協議いただきますが、ぜひやらしていただきたいという

ことで、私の大きな１０項目の一つとして組ませていただいています。よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。 

 昨年の経験を踏まえながら、また内容等についても検討していくということだというふうにお

聞きいたしました。 

 やることに対しては悪いとは私も思っておりませんが、今、町長に答弁いただきましたように、
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そうしたコミュニケーションの場でもあるということで、非常にいいことだなというふうに思っ

ておりますが、ただ、進めていかれる中で、私が思うには、若者の意見というのがどこまで取り

入れられているのかなと。一番大事な第１次産業でもございますが、やはり将来を担っていく人

たちの意見というのも、そういったせっかくこの予算の中で使われていくのであれば、そうした

人たちの御意見も中に入れていただいて、むしろそういった方たちの考えを中心に進めていかれ

るようにお願いをしたいというふうに思っております。 

 それから、続きまして２点目でよろしいですか。ページ数、６９ページでございますが、林業

振興費の有害鳥獣捕獲指導員の設置が２０７万ほど予算がついております。これは単独予算だっ

たかと思いますが、今の現状のこの獣害の金額からしてもそうなんですけれども、予算を見ます

と多分１人分かなというふうに思うところでございますが、面積から、それから被害の大きさか

ら見ますと、当然ながらこれ一人では大変だろうというふうに思っております。実際に現場の方

からもいろんな声を聞いておりますが、大事なところにもう少し熱を入れるべきじゃないかなと。

これ捕獲員はせめて大字ごとに１人、１人、計３人、最低でもやっぱり町内には２人ほど必要で

はないかなというふうに思っておりますが、この件についてお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。秋本良一議員の質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃいますとおり、これまで１名の方で指導員として対応をしていただいていたと

ころなんですが、議員がおっしゃられますとおり、やはり年々被害もなかなか減っていかない中

で、人数をふやして対応していければ一番いいんですけど、一応捕獲班等もありますので、そう

いう方々と協議を重ねながら、そういう部分の有害鳥獣を減らしていくということで、協議をこ

れからさせていただきたいと考えております。 

 ことしは１名分しか予算をつけてありませんけど、これからの協議以降ということでお願いい

たしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。 

 本当に、近隣町村を見てもそうでありますけれども、この五ヶ瀬町は有害の駆除関係にしては、

なかなか熱が薄いんじゃないかなという気がしてなりません。今、山間部ほど被害額が大きくな

ってきておるのも事実でありますし、ぜひとも、許すならば最低でも町内で２人ほどの指導員を

お願いしていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。７番、甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  ７番、甲斐松男です。 
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 一般会計当初予算の議案第１３号、１０ページですけれども、歳入歳出予算事項別明細書の中

の農林水産業費ですけれども、原田町政、次なる思いの中の１番に、農業、林業、商工業を大き

く伸ばしたいとのお考えの中、一般会計予算の中で農林水産業費、マイナス予算として計上され

ていますが、農林業の現状を考えると、せめてプラス予算として計上されるべきではなかったか

と考えておりますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 甲斐松男議員からの農林水産業費全体の増減の話のことと思います。これは、しっかり精査し

て、何らその総枠を伸ばすというわけじゃなくて、ハード整備事業を含めて総体的な終了した事

業を含めて、必要な事業は全部計上しているところでございます。 

 そういった中で、４００万程度の減が出たということで、何らその農林水産業費を、できる限

り、先ほどの有害の話もそうでございますが、いろんな形で取り組むべきは取り組むというとこ

ろで精査した結果がこの結果ということであります。 

 特に全体で終了した事業もあるでしょう。また新たに取り組んだ事業もございます。そういっ

た結果がこのマイナス４６０万８,０００円ということでありますので、御理解願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  ７番、甲斐松男です。 

 私がなぜこの質問をしたかといいますと、２年前に種駒の助成を１円に、補正予算で承認して

上げましたけれども、昨年、０.１円から０.３円マイナス予算として計上されて、その予算は承

認したわけですけれども、ことしあたりは国・県あたりの予算づけもないのに、町単独ででも少

しでも上乗せが、もうそこは考えて、私たちから意見は言わなくてもそこに予算を計上されるべ

きではなかったかという考えを持っております。０.１円下げたとしても、ただ４００万くらい

の金だったと思いますけれども、その金をどっちに、どういうふうに配分されたかわかりません

けども、そういうところのシイタケ生産者を含めて全体的な農林業を応援するためには、やっぱ

りそういう上乗せの予算というのを町長として応援していただくべきではなかったかと私は考

えております。こういう問題も今から出てくると思いますけれども、やっぱり一番の基幹産業で

もありますので、しっかり応援していただければありがたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 
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 甲斐松男議員からの農林水産業費に関連して、シイタケの種駒助成についての上乗せの要望と

いうことでお聞きさせていただきました。 

 これは、それぞれの生産組合との担当課、我々も含めていろんな意見交換がある中で、必要な

事業についてはやはりしっかり原課で整理して、当初予算に要望が上がってくるものであります。 

 そういった中で、何ら好意的に上乗せが出てきているわけじゃなくて、その辺はしっかり我々

もコンセンサスをとりながら、農家の方々それから担当課としっかり協議しながら予算立てをす

るわけですので、そういった今、松男議員からあった部分については、現状も踏まえてちょっと

再精査しなきゃいかんと思ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。６番、白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  一般会計の当初予算書の４０ページになります。 

 五ヶ瀬町の移住・定住促進事業の補助金が３１５万計上されておりますが、この予算に対する

目的と、また、町長の思いをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。 

 ４０ページの一番上の五ヶ瀬町移住・定住促進事業でしょうか。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  そうです。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  中身としては、空き家の改修とか、住宅改修とか、移住のための施

策とか、中には同窓会の補助みたいなものを含めて、今回、移住・定住促進事業として組ませて

いただきました。 

 ほかのところでもあるんですけども、今回、他の自治体等を参考にしながら、今、五ヶ瀬町で

今後を考えることにおいて、移住とか、定住とか、また地域内での起業とか、いろんなことに必

要な支援をしていきたいなということで、ここのところに組ませていただいております。 

 また、中身の詳細については委員会のほうで御報告させていただきますが、目的としては、今

申し上げましたとおり、移住とか、定住とか、起業とか、いろんなことを支援していきたいなと

いうことで、来年度新たに組ませていただこうということで上げさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 ただいま企画課長から答弁をしましたが、五ヶ瀬町移住促進事業補助金については、今回やは

り五ヶ瀬町で、今、地方創生事業、まち・ひと・しごと総合戦略を進めて、平成３１年度までそ

れぞれ目標に向かって取り組みをやっていますが、先ほど言いました商店街の話とか、また、移
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住する人たちの立場になっての取り組みとか、先ほどありました同窓会の補助金も、そういった

小さな取り組みを、まず企画課長を中心にいろんな要望、施策、提案を今回上げていただきまし

た。 

 そういった中で、今までやった部分もありますが、やはりこれはやらないかんよねという話を

今回精査して、この部分を新たな取り組みとして予算計上させていただいているということで、

非常にいいことだなと思っております。 

 これを、じゃどれまで、どこだけ、補助金制度をつくったけども、活用できるかというのは、

我々のＰＲ次第だと思うんですけど、何かこれがやはり移住のほうにつながっていくと、地方創

生事業も次なる第２期目も動くと聞いていますので、その辺に反映できるのかなと思いつつ期待

しているところです。そういうことで御理解願いたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  先日、町民センターで講演会がございましたけれども、あれを聞

いて、非常にこの人口減少というのは自然減も含まれてやっぱり難しいのかという私たちの思い

もありましたけれども、これはやり方によっては、何とか地域のしっかりした方針が決まれば、

何とかそこに近づける数字まで出せるというふうに私たちも思ったところでありますので、ぜひ

目標を掲げていただいて、そこには必ず結果が出るようにしっかりと取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。１番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。 

 一般会計予算書、３９ページ、地域振興費の委託料になります。商品開発委託料１６２万、そ

れから世界農業遺産活用事業委託料２８１万５,０００円、人口減少対策事業委託料３００万と

いうことで上げてございますけれども、どのような形で事業を展開されて、期待できる効果につ

いてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。 

 ３９ページの委託料ですけども、まず、商品開発委託料ですけども、こちらにつきましては、

ふるさと納税対策として考えてございます。といいますと、ふるさと納税の話は去年からいろい

ろと議論させていただいておりまして、今、庁内の若手グループを中心に検討会をさせていただ

いて、このほど報告書をまとめましたので、それにつきましては、町長のほうにこの３月中には

報告を上げたいなと思っているんですが。 

 そういう議論をする中で、また他の市町村と比べまして特産品部分が非常に弱いという部分が
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ございまして、そこの部分を専門家に入っていただいて商品開発に取り組んでいきたいなという

ことで、まだ詳細はこれからでございますけれども、イメージとしてはそのようなことで、五ヶ

瀬の資源を見ていただきながら、こういったものができるんじゃないかということを研究してい

きたいということで、この商品開発委託料を考えています。 

 それから、世界農業遺産活用事業委託料ですが、こちらについては、今年度までずっと取り組

んでいるものがほぼほぼ含まれてございますが、例えば、農泊の推進事業でありますとか、農林

課のほうで所管していますブドウの栽培指導でありますとか、宮大連携事業というものに、こち

らのほうも農林課のほうと宮大農学部のほうで連携事業を行っております。 

 それから、直売所の販売強化ということで、特産センターのほうに委託を出したりということ

で、地方創生事業で世界農業遺産に取り組んでおるものを、こちらのほうでまとめて委託料とし

て上げているという内容でございます。 

 それから、人口減少対策事業委託料ですが、こちらにつきましては、先ほど白瀧議員からもご

ざいました、２月の１９日に報告会もさせていただきましたが、引き続き来年度について人口分

析のさらなる詳細部分、それから家計調査みたいなところも含めてやって、地域の実態を今後の

地方創生に生かせるようなものを分析したいというものを行いたいということでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  今、企画課長のほうから御説明いただきましたけれども、先ほど、

白瀧議員のほうからもありましたとおり、しっかりとした取り組みがなされていけば、我が町も

伸び代はあるというふうに思っておりますので、そこ辺を十分考慮して進めていただければとい

うふうに思います。 

 それから、申しわけありません、これは議案第１６号になります。国民健康保険病院特別会計、

３１ページになりますけれども、熊大の研修医負担金として１１１万円が計上されておりますけ

れども、この負担金で期待できる効果というものをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  病院事務長。 

○病院事務長（廣本 憲史君）  病院事務長です。 

 甲斐政國議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 熊大の研修医負担金ということで計上させていただいておりますが、毎年ではございませんけ

れども、研修医の受け入れを１カ月程度いらっしゃるんですけれども、その受け入れをするとい

うことを病院のほうでは考えておるんですが、現在のところ、研修医が来られるという予定は決

まっていない状況ではございます。 

 昨年度、１名来られておりますけれども、現在のところ決まっておりませんが、うちとしては
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受け入れをしたいという強い希望もございますので、計上させていただいているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  現在のところはまだ決まっていないということでございますけれ

ども、昨年、１名その研修を受け入れたということで、その方の五ヶ瀬の病院に対する、町に対

する思いとかいうものがあったんでしょうか。調査されたかどうか、そこについてお伺いしたい

と思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  病院事務長。 

○病院事務長（廣本 憲史君）  病院事務長です。 

 卒後の研修医ということでありまして、熊大のほうには、そういう機会がございますので、こ

ちらのほうから受け入れの希望は出すわけなんですが、昨年度来られた研修医の先生につきまし

ては、こちらに来ていただいて、まず場所の状況を見ていただいて地域医療に興味を持っていた

だけるような、今後のつながりもできるような感じで１カ月の診療をしていただいたと私たちも

受けとめているところです。 

 １カ月間で、短い期間でございますけれども、そのことによりその後も連絡がとれるというよ

うな状況にはございますので、将来、こちらに診療に来ていただけることを期待して、受け入れ

を行っている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  わかりました。医師不足が深刻化しておりますので、こういった

状況をしっかりつくっていただいて、五ヶ瀬の魅力なりを発信していただければというふうに思

います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。３番、綾健一議員。 

○議員（３番 綾  健一君）  ３番、綾健一です。 

 ページ数が３９ページ、失礼しました、７８ページです。 

○議長（小笠まゆみ君）  会計名をお願いします。一般会計でよろしいですか。 

○議員（３番 綾  健一君）  失礼しました。議案第１３号ですが、７８ページです。急傾斜地

崩壊対策事業で１７５万計上してあります。このことについてお伺いしたいんですが、今既に急

傾斜関係の工事をしてほしいという方々がたくさんおられまして、回覧板などに危険性のある地

域は書き出しなさいというような項目で、よく集落にも回ってきます。その上で、皆さん方も危
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険と思われる地域を持っておられますので申請をしていただくわけですが、地形的にも五ヶ瀬町

はかなり危険な箇所がありまして、多く存在すると思っております。 

 しかしながら、これを見ると、１７５万という少ない計上でありますので、今後どういった規

模でこの急傾斜の対策に臨まれるのか、町長の御意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  建設課長。 

○建設課長（田原 昭生君）  建設課長です。 

 綾健一議員の御質問にお答えします。 

 この１７５万というのは、また委員会のほうでも詳細に報告いたしますけど、急傾斜地崩壊対

策事業負担金となっています。ということは、これは県のほうでやっている事業に対する負担金

でありまして、今の内の口地区を防護策をやっておりまして、全体延長が１００メーターで、３

１年度につきましては３８メーターの事業になります。で、２６年度から着手しておりまして、

事業費自体は３,５００万になります。で、国が９５％の事業分ですから、町の負担が５％とい

うことの１７５万でありますので、事業費ベースでいくと３,５００万の事業ということになり

ます。 

 議員おっしゃられるように、非常にそういう箇所が町内で多く、いろいろ取り組みたいんです

けど、国の予算等の配分の状況もありますし、また、事業採択の要件等もありますので、こうい

った形でできるところからやっていくというような状況であります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  綾健一議員。 

○議員（３番 綾  健一君）  課長からの御説明で大筋は理解しておりますが、今後、やっぱり

この急傾斜というものがたくさんありますし、少しずつといったら大分時間のかかることでもあ

ります。こういったことは、やっぱり国、県に要望していかなくてはならんのかなと思っており

ますが、できる限り、やっぱり多くの箇所を工事できるように、町長も県などに行って要望活動

をしていただいて、予算組みをしてほしいなという気持ちでおります。よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長、発言はよろしいですか。町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 ただいま綾議員から河川費の中の急傾斜地の崩壊対策事業負担金ということで、県の事業の負

担金ということであります。 

 で、綾議員から出たのは、恐らくそれぞれの家屋の危険地の移転とか、防護とか、そういった

形の事業をもう少し拡充すべきじゃないかという意見かなと捉えさせていただきました。それぞ

れに事業はある部分もございますが、なかなか要件に満たさないというのもあると思います。 

 そういった中で、また今後そういった意見交換、また、どういったところがあるかも含めて、
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県、国に要望する事項として整理しつつ、他の町村のこういった中山間地域の状況も見ながら、

しっかり要望はしていかなきゃいかんと思っております。 

 また、委員会での各課の課長の説明で詳しい内容の説明をしますので、その折にまた御意見等

あったらしっかり出していただいて、それを反映できればと思っています。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  綾議員、よろしいですか。ほかにありませんか。ありませんか。１番、

甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。 

 これは一般会計の予算書でございます。８２ページになります。教育総務費の事務局費委託料、

学校施設長寿命化計画策定事務委託料というのが１,３８６万ということで、かなり高額が計上

されておりますけれども、この結果をもとにどういったものに活用されようとしているのか、そ

の辺についてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育次長。 

○教育次長（甲斐津世志君）  教育次長です。 

 甲斐政國議員の質問にお答えします。 

 この事業で対象になりますのは、もちろん学校、それと学校教員住宅、それと社会施設を上げ

ています。で、事業を委託しまして、その状況を把握し、町内にはかなり老朽化している学校住

宅、教員住宅、学校も老朽化していますが、これからの施設改修整備に指針として当てたいと考

えているところです。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  学校の施設、それから教員住宅、社会施設等、老朽化していると

ころが非常に多いわけでございますので、この調査をもとにしっかりと対策がとられればありが

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。ありませんか。６番、白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ６番、白瀧徹哉です。 

 一般会計当初予算書の３８ページ、１５番の地域振興費の報酬費、集落支援員報酬１９８万円

が計上されておりますが、この事業に求められるその目的といいますか、その根拠になるもの、

思いを、またお聞かせいただきたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。 
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 こちらにつきましては、１名、集落支援員を配置するという予定で予算組みをさせていただい

ております。具体的には、第８区のほうに集落支援員を配置しまして、地域の課題の掘り起こし、

それから助け合いといいますか、協働での課題解決の仕組みづくりを行っていただくという、総

論的にはそのようなことを考えてございます。 

 具体的には、当町において一番高齢化率の高いといいますか、非常に厳しい状況にある地区で

すので、そこを例にしていろんな今後の五ヶ瀬町の課題の解決に向かってもということで、いろ

いろ取り組みをしたりということでございます。 

 具体的には、わかりませんけれども、草刈りの問題とか、交通の問題とか、食事の問題とか、

いろいろなのがあると思いますが、そういったものにどう取り組んでいくかということを、集落

支援員を置いて取り組んでいくということでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ただいま企画課長のほうから御説明をいただいたところでありま

す。 

 １名を配置して、それぞれやっぱり町でなかなか解決ができない部分についても、地域を挙げ

ていろんな取り組みをしていただき、その問題解決に当たるということでありますが、非常に高

齢化が町内全域に広がりつつありまして、コミュニティバスの問題とか、いろいろ要望が上がっ

ておりますが、なかなか解決ができていない状況もありますので、ボランティアの方だけではな

かなか解決できない部分もありますので、ぜひそういった町内全域を見回していただいて、必要

があれば、この支援員を各学校区に１人ぐらいとか、できれば、いつでも動いていただけるよう

な方を配置していただけるような取り組みも、今後はしっかりとやっていただきたいというふう

に思います。 

 それについてまたお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。 

 基本的な考え方としては、その集落支援員が、例えば、行って草刈りをやるとか、そういった

ことは全く想定してございませんで、例えば、草刈りができない状況であるというものを把握し

ながら、地域の中でそのことができるような体制とか、例えば、よその支援をいただくような仕

組みをみんなで考えるという、いわゆるその中心になってそういう仕組みづくりとかを考えなけ

ればなかなか、その人が一人配置してすることでもないのでということで、まずは配置して、そ

れらの方向性で地域で議論できるような、地域のことはみんなで考えようやというような雰囲気

づくりを、まず８区のほうでやって、できないかということでございます。当面はそのような考
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えの中で動きたいなと思っております。集落の人たちが、誰か、集落支援員が来たから、何でも

任せようという考え方ではなく、白瀧議員もそうではないと思いますが、現時点で、そのような

方向をきちっとやりながら、頑張っていただきたいなということで、取り組みたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。ただいまの７件につきましては、総務農林常任委員会及び文教福祉常任委員会

に付託の上、審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、ただいまの７件につきましては、各

常任委員会に付託の上、審査することに決定しました。 

 各常任委員会の委員長は、３月１８日の本会議において審査の結果を報告願います。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小笠まゆみ君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 次回は、３月１２日午前１０時から開会しますので、定刻までに御参集ください。どうも御苦

労さまでした。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同礼。お疲れさまでした。 

午前10時56分散会 

────────────────────────────── 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日目 
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午前９時57分開議 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。御着席ください。 

○議長（小笠まゆみ君） ただいまから本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（小笠まゆみ君）  日程第１、一般質問を行います。 

 質問の順序は、通告順に発言を許します。 

 それでは初めに、４番、秋本良一議員、御登壇願います。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一でございます。通告に従い、一般質問を行います。 

質問事項、救急時の対応について。質問の要旨、五ヶ瀬町は、大字ごとに３地域で構成され、そ

れぞれが隣接町村、または県境に位置しております。救急業務は、2015 年 4 月に西臼杵広域行

政事務組合消防本部西臼杵消防署が設置され、救急業務を遂行しており、2019 年 4 月で 4 年目

となります。 

 消防本部がある町と本部から離れている町では、救急車到着の時間に大幅な差があり、人命は

もちろん、後遺症など処置時間の問題も考えられますが、対応についてお伺いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 秋本良一議員からの緊急時の対応について、私のほうから答弁をいたします。 

 西臼杵３町による西臼杵広域行政事務組合消防本部が、平成２７年４月に発足し、４年が経過

しようとしております。この消防本部につきましては、非常時消防から常備消防への移行という

ことで、私を含め当時の関係者はさまざまな議論を幾度となく重ね、さまざまな先進地視察等を

重ねる中で、今回が常備化に向けた最後の協議という覚悟で、何とか広域消防本部を立ち上げる

ことができたわけでございます。 

 これも、将来の西臼杵地域に住まれる郡民のためだと思い、それぞれに腹を割って真剣に議論

した結果でございます。 

 そして、その結果等につきましては、機会あるごとに、例えば五ヶ瀬町立病院地域懇談会等に

おいても、町民に説明をさせていただいているところであります。 

 御存じのとおり、平成２７年４月１日の西臼杵広域行政事務組合消防本部の運用開始に伴い、

これまで五ヶ瀬町国民健康保険病院から出動しておりました救急車が、高千穂町に設置されまし

た消防本部からの出動となり、町内のほとんどの地域が、それまでと比較し、救急車の到着まで

に時間を要することとなりました。このことにつきましては、先ほど述べましたとおり、消防本

部設置以前から想定されており、幾度となく高千穂町、日之影町と協議を重ねてまいった次第で
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ございます。 

 その結果、予想される救急件数に対する経費の問題が非常に大きな壁となり、日之影町、五ヶ

瀬町にそれぞれの分署もしくは出張所を置くなどの、西臼杵郡内全域の住民の皆様が納得のいく

答えは出ませんでしたが、近年の救急需要の高まり、事故や災害の複雑多様な観点から、常備消

防の必要性を訴え、１本部１署での開始に対して町民の皆様に御説明申し上げてきたところでご

ざいます。 

 消防本部運用開始後は、消防職員が常に出動に備えており、１１９番通報を受けるのも常に指

令台に着席している消防職員です。そのため、１１９番通報から出動までの時間は大幅に短縮さ

れております。 

 さらに、救急車には、常に救急救命士を含む救急の資格を有する職員が乗車して出動しており

ますので、救急車が現場に到着すると同時に適切な処置を開始することが可能となっております。 

 また、疾病者の状態によっては、現場到着時点もしくは通報段階から、脳卒中や心筋梗塞が疑

われる場合には、ドクターヘリの出動を要請して、それらに対応可能な病院への早期搬送も可能

となっております。 

 また、消防本部には、高規格救急車が３台配備してあり、五ヶ瀬町内で、町外への転院搬送中

の救急事案が発生しても、対応が可能となっております。 

 以上の点を考えますと、単に出動場所が遠くなったというデメリットだけではないと考えてお

ります。 

 今後の交通網の整備、救急需要の変化等を見続け、その時々で最も適した体制を構築していく

ための努力をしてまいりたいと思います。 

 特に消防、広域行政事務組合の議会等もありますので、それらの議員の立場で、また議員の皆

様にも意見を出していただくといいと思っております。 

 参考までに、平成２７年の常備消防運用開始から、五ヶ瀬町内の救急出動件数は、平成２７年

が６９件、平成２８年が８０件、平成２９年が７８件、そして昨年、平成３０年が９１件という

状況のようでございます。 

 私からは以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ４番、秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。 

 今、町長から御答弁いただきまして、そういった今までのきょうの答弁の内容につきましては、

あらかじめ私も大体そういう流れというのは存じ申し上げておりますが、なぜ私がここに来てこ

ういう質問をするかということでございます。 

 ３０年度、昨年の議会報告会を、毎年、町内、学校、小学校区において議会報告会を開催して
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おりまして、昨年が１０月の２２日から２６日まで４会場でやったわけでございます。その会場

の中でも、こういった意見が多く出ております。まず、荒踊の館でありますけれども、広域行政

事務組合の救急車の到着が遅いと、消防の救急体制、救急救命士が五ヶ瀬町に必要で、分署の考

えはないのかという質問も受けております。 

 同じく桑野内でございますが、広域消防本部から救急車が車での時間がかかり過ぎる、場合に

よっては間に合わない、分署を置くことはできないのか、以前は置くというお話があったという

ことまで出ております。 

 同じように、救急車の到着時間が遅いということ、それから、防災ヘリ、ドクターヘリポート

はどこになっているのかと、これは周知徹底すべきだろうというふうに思っております。 

 それから、鞍岡ですけども、救急車が到着するまで４０分から５０分かかる、現場に来てから

も状況を聞くなどして、すぐに出発されない、患者が心配、早急な対応が欲しいという意見。 

 それから、同じような意見でありますけれども、消防分署を置いてほしいと、広域消防ではメ

リットはないと、開始をするまでに十分が会議が必要だったのではないか。 

 同じように、救急車の到着時間がかかり過ぎるという、こういった意見が多く出ております。 

 これは、今、地域のことを話させていただきましたが、やはり五ヶ瀬町立病院の３区、４区か

らはこういう意見は出ていなかったように思いまして、やっぱり遠く、坂本方面、そして桑野内

方面、そして鞍岡というところからが、こういった意見が出ております。これは、住民の皆さん

方が、そういった体験のもとに、不安を持っている切実な住民の意見として、真摯に受けとめな

ければならないというふうに思っております。 

 そこで、事例をお話をさせていただきたいと思います。これは、御家族の了解のもとに聞き取

りをした事例でございます。 

 ことしの２月の９日土曜日でございます。４時２０分ごろに会社の息子さんに緊急の連絡があ

り、自宅へ急いで帰り、そして１６時３０分ごろ１１９に連絡して救急車の要請をされたと。そ

して、１７時１５分ごろ救急車が到着した。大体所要時間が、４５分ほどかかっているのかなと

いうふうに思います。着かれてから様態の問診などをされて、病院との連絡等の中で、搬送され

て大体１８時ごろに五ヶ瀬町国民健康保険病院へ到着したと。そして、診察、検査のために一応

救急車からおろされて、病院内へ移動して処置をされたと。が、町立病院でちょっと受け入れが

難しいということで、それから１８時２５分ごろに五ヶ瀬町病院を出発して、熊本済生会病院へ

搬送されております。２０時ごろに済生会病院へ到着、そして、緊急治療室へ連れていかれたと

いうことでございます。これから計算しますと、救急車要請してから済生会病院に到着するまで

は、約３時間３０分の時間がされているようでございます。ここで所要時間のかかり過ぎに、ち

ょっと問題がありゃせんかというふうに思っております。当の本人でありますけれども、治療し
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ていただきましたが、８日目に他界をされております。私が、いろんな講習の中で聞いているこ

とでありますが、脳血管の疾病は大体２時間以内が勝負だというふうに話を聞いております。 

 それから、もう一つの事例でありますけれども、これは、五ヶ瀬町ハイランドスキー場、町長

御存じと思いますが、２月の１０日の日曜日に起きたことでございます。男性が心筋梗塞ではな

いかとの訴えで、緊急要請をされました。そして、スキー場パトロールチームで本屋敷総合案内

所まで搬送されて、そして、救急車が到着するまで本屋敷の総合案内所で待機ということをされ

ておりました。それから、到着後に救急車に乗せかえ、そして鞍岡小学校のグラウンドまで搬送

されて、ドクターヘリで救急病院へ搬送して、一命は取りとめられたということでございますが、

ここで患者の搬送方法が、最大限、適切な手段であったのかということを思っております。鞍岡

小学校グラウンドまで搬送せずに、スキー場敷地内での対応ができなかったのか。このときは一

命取りとめられたからよかったものの、そのあたりがちょっと問題になるんじゃないかというふ

うに思っております。 

 なぜ私がこう言うかといいますと、以前はスキー場のゲレンデ内でもヘリよっての救助された

経緯もございます。記憶にございます。 

 当日は、風もなく、天候もよく、パーキングセンターの第３駐車場は、駐車する車がなく、利

用されていなかった。要するに、駐車場はあいていたということでございます。そこは、過去に

森林管理所の事業で、ヘリポートとしての離着陸された場所でもございますので、ヘリコプター

がそこにおりられないとか、そういうことはなかったというふうに私は思っております。 

 そこで、救助訓練はシーズン前に行われていたのか、行われていたのであれば、どのような形

で行われたのか。問い合わせで聞いたところ、救助訓練については、非常訓練としては消防本部

からの動きで回っていかにゃいかんというのが規則としてあるようでありますけれども、救助訓

練としては、施設からの要請を受けてからの実施になるということで聞いております。 

 ここまで参考でありますが、聞き取り及び調査によって、救急車庫から現場到着までの所要平

均時間を調べてみました。まず、西臼杵広域行政事務組合の消防本部、高千穂でありますが、平

成２９年度が郡内が７５５件で、平均で、連絡があって現場に到着される平均時間が１３分とい

うふうに聞いています。それから、同じく２９年度ですが、五ヶ瀬町内が８８件の救急の要請が

あったと。平均で、到着時間が２３分ということだそうです。それから、鞍岡、２９年度分です

が、鞍岡が２１件の救急要請があった。平均到着時間が３２分ということでございます。 

 ちなみに、隣の山都町でございますが、上益城消防組合の山都消防署、矢部の手前の右側にあ

る消防署でありますが、平均現場到着時間が１１分ということだそうです。それから、上益城消

防組合の山都消防署の蘇陽出張所、ここは平均が１５分ということでございます。 

 これからわかりますように、郡内平均から五ヶ瀬町の間の平均は１０分のおくれ、また鞍岡の
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平均は１９分のおくれで現場到着ということになるようでございます。 

 それの、１９分ぐらいの、例えば鞍岡の話でございますが、１９分のおくれで現場を到着され

てから、それから医師の指示をもとに対応となるから、助かる命にも不安があるのではないかと

いうふうに思います。 

 先ほどちょっと数字的なものを言いましたが、２０分以上もかかる地域は五ヶ瀬町だけでござ

います。救急本部から５０分以上かかる地域は、五ヶ瀬町だけのようであります。 

 また、鞍岡の祇園町バス停から上益城消防組合の蘇陽出張所までは距離が１３.１キロで、所

要時間が１６分でございます。これは、法定速度で走ったときの１６分でございます。 

 それから、同じく祇園町から西臼杵、鞍岡の祇園町バス停から西臼杵の広域消防本部までは距

離が２５.３キロで、やはり３２分かかっております。これ、法定でございます。 

 そういうようなことで、山都町消防署、出張署の距離だけのことを言いますと、１２キロ近く

て１６分早いというような計算になろうかというふうに思います。 

 以上のことから、消防が広域化してきた陰で、救急空白地化している地域というふうに私は思

っております。 

 ここで、町長も多分見られているかと思いますが、読売新聞の２月２６日の新聞の欄に、「救

急空白２６町村」ということで書いてあります。これは、美郷町の事例を、民間に委託したとい

うことで事例で書いてあるわけでありますが、五ヶ瀬町に特化してお話をさせて、意見を出させ

ていただきますが、ここの中に、広域化促進、それから到着が遅いということがこの新聞に書い

てあります。 

 ちょっと読み上げてみます。「消防が広域化する陰で、救急空白地が拡大した地域も出ている。

宮崎県北部で、隣り合う高千穂、日之影、五ヶ瀬の３町には、もともと消防機関がなく、それぞ

れ１台の救急車を使い、役場救急で対応していた。しかし、２０１５年、消防の広域事務組合を

設立。出動回数が一番多かった高千穂町に消防本部と消防署を置き、３台の救急車も同町に集中

配備したところ、五ヶ瀬町では通報を受けて病院搬送を終えるまでに８分ほど余計に時間がかか

るようになった」というふうに記事が載っております。これは、先ほど町長が、大幅に時間が短

縮されたということと裏腹になってしまうかなというふうに思います。現実は、私は、やはり今

までからすると遅くなってきておると。これは、町民の意見も、皆さん、ほとんどの人がそうい

うふうに思われております。先ほど説明をさせていただいたとおりでございます。 

 そこで、西臼杵消防本部の担当者も、「救急車の到着が遅いと不満を感じている町民はいるだ

ろう」というふうに打ち明けられております。 

 そうした中で、やはり五ヶ瀬町といたしましても、今のままでいいのか。年間に７,０００万

ほども広域消防のほうに負担金として出しておりますが、まただんだんと人口がふえていく中で、
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今の状態でこのままでやっていく。住民の方は、不安が募るばっかりではないかというふうに思

っておるところでございますが、そこで、質問でありますが、今後、緊急時の医療広域連携の強

化について、どのようなお考えを持っていられるのか。 

 それから、最初現場に到着した救急救命士の判断によって、つまり医師との連携、搬送はどう

いうふうに考えておられるのか。また、それについての周知をどういうふうに考えておられるの

か。 

 それから、緊急時、特に１分１秒を争うと判断した場合は、患者または家族の意向があっても

なくても、直近の病院と連絡、救急病院の周知徹底はどのようにされるか。つまり、今のままで

いかれるのか、そこをちょっと改善して協議していくというふうになるのかということをお尋ね

したい。 

 それから、スキー場を含む各施設の救助訓練の実施、災害の想定を含めての訓練及びドクター

ヘリ、防災ヘリ等の基地についての周知、これについてもどういうふうにお考えなのかお尋ねし

たいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本議員、一問一答なので、今、五、六問出ましたが、上の１問目から

一つずつ結論を出していかれてということでよろしいですか。 

○議員（４番 秋本 良一君）  わかりました。 

○議長（小笠まゆみ君）  じゃあ、一番最初おっしゃった部分から始めていただくと。１番目にお

っしゃったことから一つずついきましょうか。 

○議員（４番 秋本 良一君）  わかりました。 

 では、失礼いたしました。一問一答ということでございますので、もう一度質問の中身を出さ

せてもらいます。 

 まず、今後、緊急時の医療広域連携の強化について、どういうふうなお考えを持っているかお

尋ねします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。秋本良一議員からの再質問のうちの１点目、緊急時の医療の

広域連携の御質問にお答えいたします。 

 ちょっとその前に、先ほど申されました分署、分庁舎の議論については、当初、２７年からス

タートしましたので、２５年あたりから再三総務課長レベル、副町長レベル等でいろんな議論を

してきました。 

 当然、日之影、五ヶ瀬は、時間的な関係もありますので、分庁舎をつくるべきだという議論を

ずっとやってきたところでございます。特に日之影は、見立て含めて、五ヶ瀬よりもシミュレー

ションしたときに時間が大幅にかかるということもあって、日之影のほうが特に分庁舎の要請、
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また、それに当たって分庁舎が厳しければ役場に消防職員を配置して、そこで連携、要するに途

中で連携してつなぐという話等も提案しながら激論してまいりました。もうけんか腰でございま

した。 

 そういった中で、そんならやめようという話が持ち上がって、いや、もう前回もこの議論、１

回物別れに終わっていますので、これで終わったらもうできない、もう常備化はできないという

覚悟でしたので、何とかまずスタートさせようやっていう意味で、１署１本部でスタート。その

かわり、当時の町長、五ヶ瀬は飯干辰己町長、それから高千穂の内倉町長で、日之影は前津隈町

長、３町長でまず覚書を結んで、その中で、仮にこの１署本部でどうしても大きな課題が出た折

には、再度その解決に、解決策に対して協議しようという覚書を結んで上で１署１本部のスター

トをした経緯がございます。 

 そういった中で、まず、いろいろ御指摘いただきましたが、まず、消防の常備化をスタートし

て、ここ４年間やっと軌道に乗りつつあるという状況でございます。 

 時間の問題はあるにしても、やはり救急救命士と、先ほどありました医療機関の連携がまだま

だ不十分な部分は確かにあると思います。家族本人がどこに搬送してほしいかというのもありま

すし、消防職員は必ずそこで全体の検診をやって、状況を見ながら搬送先の医師と協議しながら

手続をするということになっていますので、その辺の時間を要するのは、しょうがないというか、

それが前提というのが一般の消防の考え方だと思っております。 

 ということで、医療機関との連携については、まず今、次年度から広域医療関係の協議はスタ

ートさせます。これは、本町が音頭を取ってぜひやりたいと思ってますし、日之影と五ヶ瀬は、

もうそういう気持ちで前から考えています。 

 ただ、高千穂町が基幹病院になるというのもありますし、五ヶ瀬町はそよう病院が熊本大学か

らの派遣病院として、五ヶ瀬と類似した病院ですし、さまざまな診察機能を持っている病院でご

ざいます。水本院長ともいろいろ連携させていただきながらやっていますので、鞍岡地区は当然

そよう病院が近いわけでありますから、そういった形での体制づくりも、これまでも検討してき

ましたし、今度は西臼杵３町での広域化というのも具体的に動き出すと思っていますので、若干

時間は要するかと思いますが、正式に高千穂町長とも話をしております。 

 そういった形で、今後、救急病院の搬送先をどうしていくのかというのは、もう少し今よりも

しっかりしたシステムが組めるのかなと思っています。 

 また、五ヶ瀬は、熊本に済生会病院とか日赤とかの大きな基幹病院を、連携を持っていますの

で、そのあたりと、ただ、宮崎県と熊本県という境はありますが、そういったところもしっかり

整理しながら議論していくことになると思います。 

 ただ、先ほど申しましたが、消防本部のあり方の基本的なところは、既に広域行政事務組合で
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運用がスタートしていますので、やはりそこでの議論が、我々の組合員というか、同じメンバー、

議員の皆様はその議会の議員さんになられている部分もございますので、そういったところでし

っかり意見出していただいて、その中でやはり議論をしていくのが最初かなと思っているところ

です。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。 

 広域連携については、３１年度に向けて協議会を立ち上げて進めていくということでございま

すので、ぜひともお願いしたい。 

 またそれから、町長の答弁にございましたが、私も立場上、今、広域消防事務組合の議会員で

ございます。ここに、町に一応こういう提案をした後に、またいろいろそちらのほうにお話を持

っていきたいというふうには思っておるところでございます。 

 次に、現場に到着された救急救命士の判断による処置、つまり医師との連携のもとでの処置と

いうことで聞いておりますが、そのあたりについて、先ほどもそよう病院というお話も出ました

が、まず、直近の病院に家族それから本人の御希望があるかもしれませんが、その様態によって

は、救命士の判断によって救急病院にということで搬送というようなことができないのかどうか。

これは、町長に対しての質問でどうかなというふうには思っておるところではありますけども、

町としての考えとしては、町民の代表としてどういうふうにお考えなのかお尋ねしたいと思って

おります。 

 ちなみに、病院の事務長からも、このことについては聞き取りをしておりますが、隣の山都町

につきましては、聞き取りをしたところ、その救命士の判断によって、そのまま救急病院に搬送

すると。だから、そよう病院のほうとしても知らないことが多いですよという話もありました。

それもちょっとまた、五ヶ瀬の対応としてお尋ねしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  病院事務長。 

○病院事務長（廣本 憲史君）  病院事務長です。秋本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、救命士とドクターの連携の状況でこざいますけれども、まず、第１報が入ったときに、

広域消防のほうからうちの病院に第１報が入るようになっております。 

 現場に着いて、状況を見られて第２報がうちのほうに入るということになるわけなんですが、

その時点ではうちの病院か、そよう病院か、高千穂町立病院なのか、直接ドクターヘリを要請す

るのかというところを判断されて、連絡が来るようになっております。 

 その時点で、患者さんの様態等をお聞きしながら、こちらの、うちの病院に搬送する場合は、

その状況を連絡をとりながらうちの病院に搬送されてくるという流れになっております。 



- 58 - 

 

 なので、状況によっては、直接ドクターヘリを要請しながら、ドクターヘリにドッキングする

場所に行って、迎えながらの対応をするという事例もございます。 

 そういった、ドクターの指示を受けながらの救命士の方が処置をされて搬送するという状況で

あります。 

 また、搬送先の状況ですけれども、昨年度の状況だったと思いますけども、半分が五ヶ瀬町立

病院に搬送されておりまして、残り半分がほかの病院という形になっている状況である、ちょっ

とうちで調べた状況、データでありますけれども、その約半分、４０％から５０％、四十数％だ

と思いますけど、その中の搬送先はそよう病院並びに高千穂町立病院と、ドクヘリという形にな

っているという状況ではあります。 

 そのような形で、広域消防と現場の連携はとっている状況でございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。 

 何といいますか、まだまだ、こうして話を聞きますと、直近の病院とかに搬送していますよ、

直接搬送していますよということでありますが、ここで大事なのは、やっぱり町民の方がどれほ

どこのことをわかってらっしゃるのかということだというふうに思います。 

 今後お願いしたいのは、やはりいつ何が起きるかわかりませんわけですが、やっぱりこういっ

たことが、事例が発生したときには、ぜひともこういうことで対応ができますよということを町

民の方に、徹底した周知をお願いしたいというふうに思っております。 

 次の質問に移りたいと思いますが、スキー場を含む各施設の救助訓練の実施等についてであり

ますが、最近、スキー場での救助訓練等が行われたかどうか、そして、どういった形で行われた

かということでお尋ねしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。秋本良一議員からのスキー場の訓練の実施状況ということで

ございます。私、代表取締役の社長もさせていただいて、全体の包括管理をする責任を持ってい

るわけですけども、スキー場については、ちょっと訓練の状況、把握を、大変申しわけありませ

ん、しておりません。 

 以前には、やはりドクターヘリが導入される折には、まだ雪は降る前でしたけども、スキー場

の救難訓練は実施した経緯がございます。私も立ち会わせていただいて、その状況を把握させて

いただいた時期がございます。 

 それ以降、消防本部との訓練は継続してやっていると考えておりますが、具体的な実施方法と

か時期等については、きょう、まだ把握しておりませんので、後日調べまして、また報告をさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。 

 先ほども申し上げましたが、施設、救助訓練ということに当たりましては、施設側からの要望

に応じて、その計画に基づいて救助訓練はしますという広域消防の担当課長さんのほうからの説

明でございましたので、ぜひそうした、これは、ただスキー場だけじゃなくて、災害等もいつ何

が起きるかわかりませんので、災害の想定も含めたヘリポート基地、それから、そういったヘリ

ポート基地がどこにあるよというようなところの住民に対しての周知、それから、人が要するに

集まるところ、スキー場を含む施設についての救助訓練を、ぜひ時期を見計らっていただいて、

行っていただけるとありがたいなというふうに思っております。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで、秋本良一議員の一般質問を終了します。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、２番、佐藤成志議員、御登壇願います。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  ２番、佐藤成志です。通告に従い、一般質問を行います。 

 質問事項であります。新庁舎建設についてであります。 

 新庁舎建設に向けて、現在、五ヶ瀬町新庁舎建設検討委員会、新庁舎建設プロジェクト会議等

が鋭意開催され、準備が進められています。 

 ２月１９日には、議会全員協議会において、新庁舎建設基本計画案の説明を伺ったところです

が、現在の進捗状況から見ても、まだ十分な協議がされていないのではと思われます。 

 そこで、今後の進め方についてどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。佐藤成志議員からの新庁舎建設についての御質問にお答えい

たします。 

 さきに開催されました定例議会におきましても、各議員の皆様からの新庁舎建設に係る御質問

に対し答弁してまいりましたが、役場新庁舎建設につきましては、平成２９年度に、老朽化と維

持費、生活弱者対策不足、災害対策拠点としての耐震性の問題などなど、現庁舎の抱えるさまざ

まな問題に対処するために、新庁舎建設のための基本構想案を策定し、パブリックコメントの実

施、副町長と各課長、所属長による新庁舎プロジェクト会議の設置及び開催、そして、昨年７月

には町議会の方にも委員を委嘱させていただいております五ヶ瀬町新庁舎建設検討委員会の第

１回目の会議を開催し、基本構想の説明、庁舎建設に向けた組織体制等について御説明を申し上

げ、基本構想につきましては、満場一致で御承認いただいたところでございます。 

 その後、昨年８月には、基本計画から実施設計までの業務について、委託業務契約を締結し、
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業務の中でまとめられました基本計画案について、プロジェクト会議の中で内容の協議、検討を

行った上で、昨年の１２月１日からパブリックコメントの募集を行ったところであります。 

 そして、昨年末の１２月２６日の五ヶ瀬町新庁舎建設検討委員会におきまして、基本計画案の

御承認を賜ったところでもございます。 

 さらにことしに入り、基本設計案の策定、実施設計案の策定作業に入り、この基本設計につい

ては、９月下旬には公表し、実施設計につきましても、９月末までには終了した上で、１２月に

は庁舎本体工事に着手したいと考えております。 

 このように、新庁舎建設につきましては、適宜各会議を開催し、出された貴重な意見を反映さ

せた上で、平成３２年度末、元号は変わりますが、竣工に向けて鋭意進めているところでござい

ます。 

 私からは以上ですが、佐藤成志議員からの質問の中で、まだまだ十分な協議が足りていないの

ではという御意見があるようですので、具体的な課題をそれぞれ出していただいて、一問一答方

式によりお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ２番、佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  今、町長の説明を受けましたので、今から数項目について具体的

な話を聞きたいと思っております。 

 まず、町有林の活用ということがあります。すでに町内に５０年から７０年ほどの杉、ヒノキ

が、町有林がありますので、当然、この庁舎において木材を使った庁舎をということで、基本計

画の中に入れていると思いますが、どれだけ入れようということで考えていらっしゃるんでしょ

うか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。ただいま、再質問で町有林の活用、木材化についての御質問

でございます。 

 先ほど答弁しましたとおり、先ほど新庁舎建設につきましては、新庁舎建設プロジェクト会議

ということで、行政の運営リーダーとして、副町長をトップに各課長で組織しておりますので、

その件につきましては副町長のほうから説明をさせます。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  副町長です。佐藤議員の町有林活用についての御質問にお答えしたい

と思います。 

 現時点で、町有林の活用という部分では、プロジェクト会議では、までは至っておりません。 

 ただ、今、基本設計でありますので、その後の実施設計におきまして、内装面でどう使うとか、

そういった部分は議論していくということでありますけれども、ただ、町有林も、担当のほうに
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どんな町有林で活用できるような場所があるのかというようなことは調査をさせているという

ところであります。 

 ただ、具体的にどれぐらいの量を使うとか、それから、どうやって使うというのは、今後、内

装化の中で議論をしていきたいとは思っておりますが、それも十分皆様方の意見を聞きながら取

り入れていければと思っているところであります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  まだ今からの検討ということでありますので、基本設計の中に必

ずや盛り込んでいただけると思いますが、この伐採時期がやはり最終的には庁舎完成という目安

の中に行ったときに、危惧されますので、業者さんとの協議等が必要という形になりますので、

町有林の活用というのはしっかりやって、調整をしてもらいたいと思います。 

 それと、実はこの庁舎が建設ということで始まった話の中で、町民の中から、この庁舎建設に

当たって、うちの杉を、うちの山を使ってほしいんだがという話も数件伺っております。町民か

らのそういう寄贈については、どう対応していかれるのか伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  副町長です。町民の方々からの杉とか、そういった寄附をしてという

のは、お話今伺ったんですけども、具体的にそういった話をこちらのほう、伺っておりませんの

で、もしそういった場合があれば、先ほど伐採の時期とかありますけれども、その辺、具体的に

本当に利用できるのか検討していきたいと思いますので、そういったものが、方がいらっしゃい

ましたら、前もって担当課のほうまでお話があればと思っております。その後に検討してまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  町有林の活用、また、民有林の活用について、五ヶ瀬町自体が林

業の町ということでしていますので、玄関、ロビー等、また外壁等に十分な活用をしていただき

たいと考えておりますので、基本設計の中でまたしっかり検討していただきたいと思います。 

 それから次に、庁舎建設の時期についてであります。基本設計を含めて時期が昨年の検討委員

会を設置したときにですが、国のほうの事業が２０２１年の３月までに庁舎完成でないといけま

せんということで、予算づけがされましたので、それで進んでいったと思うんですけれども、昨

年の１２月の２８日の総務省の通達によれば、基本設計が２０２１年の３月まででも大丈夫です

よということで、相当猶予期間をもらったわけですね。その猶予期間があったので、基本設計、

実施設計について十分検討する時間が出てきたわけですけれども、２０２１年３月までの完成と
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いうのについては、何か理由があるのでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  ただいまの完成時期の問題についてお答えしたいと思いますが、これ

は、最初構想からスタートして、今、国のほうの完了時期の問題も、変更はなっておりますけれ

ども、当初計画したうちのほうの完成時期というのは、平成３３年の３月末ということを進めて

おりまして、構想それから基本計画と進んでおりました時点でありますので、その分について今

後の完成時期がずれるというようなことは考えておりません。 

 ただ、いろんな課題が生じまして、議論する時間がどうしても緊急に出てくれば、その完成時

期が延びる可能性はあるかもしれませんが、ただ、この国の処置といいますのは、多分、こうい

った部分が取りかかれていなかった自治体に対しての対策かなと思っております。 

 ただ、五ヶ瀬町の場合は、当初のとおり、その時期どおり進めておりますので、そういった形、

今後、このスケジュールにのっとって事業を進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  この時期について、非常にちゃんと考えていく時間があるのかと

いうのもありますけれども、プロジェクト会議等でこの問題について、時期をもう少しずらして

はという話等は出なかったんでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  プロジェクトの会議の中では、この内容は国が示した指針につきまし

ては、説明させていただきましたが、これについて、このことによって時期を延ばすということ

までは議論はしておりません。 

 ただ、先ほど申しましたとおり、何か課題が生じた場合、議論しなければならない時間がかな

り出てきた場合には、これは検討するということでありますが、プロジェクト会議の中では、最

終年度をずらすというところまで検討いたしませんでした。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  まだプロジェクト会議において、このついてには十分な話がなか

ったからとは思いますが、という受け取り方でよろしいでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。今プロジェクト会議のまとめ役の副町長から答弁をさせまし

たが、そもそもこの耐震化をやろうということになった背景が、その熊本地震の背景の中で、い

ろんな各自治体の庁舎機能が麻痺したという、熊本県内ですね、中心に。そういう背景から、国
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も早急にその耐震診断しなさいということをし、また本町もいろいろ悩んだ末に、耐震診断に踏

み切りました。 

 恐らく耐震補強で済むやろうという思いで耐震診断をしたわけですけれども、その結果が非常

に厳しい結果が出たということで、じゃあ耐震補強するのにどういう工法があるのかなというの

を事前にコンサルの方々等にお聞きして、その結果を見ると、とてもじゃないその執務部屋に壁

をつくったり、単純に窓に補強壁をつくるぐらいじゃ済まないということでしたので、それでは

もう業務が麻痺するということで、庁舎建てかえにかじを切ったわけでございます。 

 そういったことで、もともと耐震性が極めて低いという診断結果を受けて、早急に取り組まな

いといけない最大重要課題と緊急に位置づけたとこでございます。 

 そういった中で、事業についても当然財源が要るので、そういった中でやる手法として、日之

影もそうですけれども、今回総務省の事業の起債のいいのを使わせてやるということで、かじを

切りながらスタートしてまいりました。 

 ただ、今佐藤成志議員からありましたとおり、平成３０年１２月に出された経過措置として、

自治体の合意形成に一定の時間がかかるほか、入札不調などでスケジュールどおりに進まらない

可能性もあると。それから、財政支援の対象となる２０年度までに完成が間に合わず、庁舎の建

てかえに踏み切れない自治体もくるでしょうと。 

 それじゃ、総務省が考えている目的を達成しないというので、経過措置として２０２０年、平

成３２年度までに実施設計を着手すれば、２０２１年、３３年度以降でも地方財政措置を講じま

しょうという通達が来たところでございます。 

 当然、それを聞くと我々も何かあれば再度協議する時間がとれたねっていうのがありますが、

もともとこの事業をスタートしたのは、先ほど申しました耐震診断の結果を早急に改善して、い

つ発生するかわからない南海トラフ地震とか、そういった大規模地震に備えるためにやるわけで

すから、できる限り早く対処したいというのの緊急措置がございます。 

 当然、この猶予措置というのは念頭に置きながら、例えば先ほどあった入札不調とか、実施設

計の課題が項目されたとか、今やっていますその地盤支持力の問題とか、そういうのが出た折に

は、再度見直していく必要があると思っているとこです。 

 そういう関係で、まずは日之影町とも今しっかり協議していますが、工事請負費の問題とか、

材料費の問題、東京オリンピック・パラリンピックに関する需要の問題も含めて、しっかりそこ

辺も見ながら延んだわけですから、計画どおりに進めますが、課題があった場合は検討していこ

うということで考えているとこです。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 



- 64 - 

 

○議員（２番 佐藤 成志君）  プロジェクト会議については、今のような話の中で進んでいると

いうことでありましたので、パブリックコメントのほうについてはどうでしょうか。そちらのほ

うから町民の意見の中にはなかったのでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。基本計画の中のパブリックコメントの中身ですが、

その他の意見としては、期限を延ばしてくれとか、そういった話の御意見はございませんでした。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  済いません、パブリックコメント何名の方がされたんでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。基本計画に対するパブリックコメントでありますが、

供出いただいた人数が４人の方から８件の御意見でした。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  これについて町民の方５名ということでありますので、町民３,

６００人のうちの５名ということでありますから、貴重な意見の中の一つとまた受け取ってもい

いと思いますが、これの皆さんがコメントされたこうしてほしいという要望があったやつについ

ての、このプロジェクト会議、検討委員会において、それについてどう対応するというか、その

町民の声を生かすというか、それについては提案もしくはそのテーブルに乗って検討なされたの

でしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  ただいまパブリックコメントの検討についてですけれども、一応いた

だいた御意見につきましては、担当課がしっかりまとめまして、内容につきまして回答につきま

しては、プロジェクト会議の中で議論いたしまして、回答につきまして公表をしているところで

あります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  それでは、次の質問にいきたいと思います。 

 今の私たちの見ました設計図等には、町民の要望がありました、後ほど政國議員から説明もあ

りますけれども、図書館を中に入れたらとかいう話も出ていましたけれども、まだ入っていない

ように思いました。 

 また、庁舎外においての公用車の駐車場を含めて、それがしっかり入ってないように、今の貫
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原橋の病院側のほうが公用車駐車場ということにはなっていますけども、あれだけで公用車が置

く場所が足りるのかというのもあります。 

 ここの駐車場を含めて、今度は中の図書館とかホールとか、その辺についての検討はどうなっ

ていったでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  副町長です。図書館と、それから駐車場関係についての御質問であり

ますが、現在の図書館は御存じのとおり、町民センター内に設置してあるということで、町民か

らのパブリックコメントも、図書館を併設していただきたいというお声も上がっております。 

 ただ、現在庁舎の規模的に見まして、ちょっと厳しいんじゃないかというようなところで、町

民の交流スペース等もありますけれども、図書館的一緒に庁舎内に置くというのは厳しいかなと

いうことで、今後新庁舎建設にあわせて議論していくというふうなことで、回答させていただい

ているところであります。 

 また、駐車場につきましては、現在この新庁舎ができて、この旧庁舎になった場合のところを

どうするのかというところ、ちょっと今検討中でありますが、確保はしていきたいというふうに

は考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  図書館についてのは、別途議論という形になりましょうが、非常

に要望も強かった件でありますので、何らかの場所が要ろうかと思いますけれども、庁舎内での

簡易な図書館でもいいですが、そういう併設もまたこの基本設計の中にもう一度検討材料に入れ

てもらいたいと考えております。 

 それから、この今現在あります庁舎ですね、駐車場ということで考えていらっしゃるというこ

とを聞いたところですけれども、教育委員会側からここまでフラットにしてから駐車場にすると

か、また別な考えがあるのか、それについて伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  駐車場関係サイドの御質問ですけれども、その内容につきましては、

まだ十分議論はしておりません。ただ、この旧庁舎、この議会と、それから総務課等については

まだ耐震、使い方では使える可能性もあるのかなという部分もまだ視野に入れております。 

それから、教育委員会のところにつきましては埋め立てて、ちょっと先ほどありましたけども、

まだ検討中でそこまで至っていない状況でありますので、御意見等をいただきながら、しっかり

有効な跡地利用、駐車場であったり、この新しく増築しております庁舎については、今後しっか

り議論していきたいと思っているところであります。 
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 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  今からあと２回プロジェクト会議のほうが第９回、第１０回とい

うことで、基本設計を出すまでに、あと２回ほど計画されていますし、庁舎検討委員会が３月の

下旬に行われるということでありますが、その回数だけでいろんなことについて足りるんですか

ね、時間が。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  今、先ほどの内容の全ての議論を、この２回とかでなくて、まず基本

設計でありますので、庁舎どういう形でやるのかという部分につきましては、しっかり今処分す

る事務室の配置の分とか、重機とか、いろんな形のものを検討中であります。 

 その後、外講といいますか、庁舎の以外やらなければいけないことにつきましては、その後引

き続き検討していくということでありますので、この基本設計が終わるまでに全てが終わるとい

うものでなくて、建物庁舎だけをしっかりやっていく部分と、それから外講、こういったとの利

用方法については、その後しっかり検討していくという形でありますので、ということで、すぐ

に全てが終わるというものではないということで考えていただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  検討の時間が足りないというのがちょっと心配はしているんです

けれども、協議をしっかり進めてもらいたいと思います。 

 続いて、庁舎の建設の負担金についてです。計画では、補助金等の活用で町の負担金がおおむ

ね示されておりますが、将来の金額を町民が払っていこうという返済は、約７億２,０００万ほ

どということで基本計画の中には出ておりました。基金の取り崩し等が考えられてはいますけれ

ども、もう少し基金の取り崩し、幾らか基金をふやして将来への返済額を減らすということにつ

いては、どうでしょうか。 

 また、もう一点、これに関してですけれども、ことしの１０月１日からですか、消費税が１０％

に上がるという予定であります。当然、資材等の高騰が２％アップするんですが、それについて

この計画の中の案の中では、金額は考慮されて行っていらっしゃるんでしょうか。これをお願い

します。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。庁舎建設の財源の関係でありますが、議員御存じの

ように、基金につきましては３億円を取り崩すということでの計画を立てておりますので、現在

のところこの基金の額をふやすとか、そういった検討にはまだ入っておりません。 
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 消費税の関係でございますが、全体の総事業費、本体工事、委託その他を含めまして１５億ほ

ど見ております。そのうちの本体工事にかかる部分が、１２億６,０００万ということで計算し

ておりますが、消費税が上がった分については、また事業費ふえる分については検討していくと

いうことにはなると思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  この消費税がもう既に上がるということは、政府の中で決定され

ていて、今の経済状況からいったときに上がるかどうかについては、まだ不透明なんですけれど

も、２％上がりますと今の計画の中からいったときに、３,０００万は増額になるという簡単な

ことになり、そうなりますので予算額の変更というのが今の幅を見てありますけれども、そのあ

たりもしっかり見据えた上で、実施設計の中で取り組むという形になろうかと思いますが、大丈

夫でしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  ただいま基本設計中でありまして、実施設計につきましては今後とい

うことで、先ほどの町有林活用の木質化をするとか、例えば町民交流施設に何を置くのかとか、

かなり事業費はまだ未確定であります。 

 ただ、概算的には基準的な平米で積み上げておりますので、これがどう変わるかとまだ正直言

って見通しが立っていない。ただ、消費税２％上がる分はわかっております。 

 この実施設計の中で落とせる分を落としながら、やはりどうしても整備しなければいけない部

分はしっかり組み込んでいくという形での実施設計を組み立てていくと思いますので、そうした

中で事業費が変更になって、先ほど佐藤議員が言われました基金の取り崩しを３億を、もうちょ

っとやらなければいけないのかとか、起債の借り入れ、そういう等につきましては、そうした状

況が生じてきましたときに、また内部でも検討し、議会のほうにも御相談をしていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  今の駐車の負担金については、さらに検討を促したいと思います。 

 それから、庁舎建設の内部の体制について伺います。 

 今の総務課のほうで職員が従事していますけれども、多分兼務ではないかなと思いますが、大

きなこのプロジェクトであります。専門的というよりも、専門それだけに特化した職員をやはり

張りつけるべきではないかと考えていますが、その点についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 
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○町長（原田 俊平君）  町長です。庁舎建設に伴います内部組織の質問にお答えいたします。 

 私自身も今の総務課の財務グループに職員担当を配置して、またそこは高速道路関係の用地関

係も今持っているという体制で動かしていただいています。ちょっと厳しい部分もあるなという

ことで、４月からちょっと体制の見直しをしようということで考えています。 

 ただ、庁舎建設について本庁のほうは大変申しわけないんですが、建築主事という資格を持っ

た建築専門の職員を採用しておりません。そういうこともあって、非常にそこが本町の弱点で、

技能集団としての体制をじゃあどうやって補完するかということで、常に宮崎県建設技術推進機

構の建築住宅課から派遣された専門職員がそこにはいますので、そちらと管理委託契約をやりつ

つ、設計書の検証とか施工管理、そういったものを補助的にやっていただくということで考えて

います。 

 体制については、先ほど申し上げましたとおり、しっかり見られる、また推進できる庁舎建設

のための体制にしていこうと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  相当負担がかかるということで、職員が大変になろうかと思いま

すけれども、今の兼務の体制ではもう確実に難しいということでありますので、体制の見直しは

やりますということでありますから、あとこの職員について、ある程度の権限を持たせてから実

行させていくのか、それとも、プロジェクト会議とか、会議等で随時検討しながらいくのか、ど

うお考えでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。事業の推進体制についての再質問ということでお答えさせて

いただきます。 

 今の庁舎建設のプロジェクト推進会議を、先ほど申しました副町長をトップに、各課長の意見

を集約しながら今進め方を議論していただいております。 

 また、建設検討委員会ということで、議会にも入っていただき、また町民の代表の皆様にも入

っていただいて、いろんなそれぞれの分野で考えられることについては意見を賜りながら、設計

に反映させるという体制で動いています。 

 職員についての権限というのは、当然その担当職員の権限は持ち合わせていると考えておりま

すが、事業推進については建設プロジェクト会議を最初の段階として、推進検討委員会をその全

体の合議の場として捉え、また私については随時報告を受けておりますね、町長として。 

 私の意見としてもプロジェクト会議、それから検討委員会には述べさせていただきますので、

ただ工事請負等に関して余りトップが入って仕切るというのは、いろんなところでいろんな問題
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も出ている部分もありますので、直接の関与は避けたほうがいいかなということで外れておりま

すが、そういった形で今後も進めていこうと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  今からさまざまな検討がなされるということであります。基本設

計が希望が具体化され、そしてそれが実現されるという重要な過程ですので、この基本設計にお

いて十分時間をかけて納得できるまで打ち合わせをしているかどうかというのが、その庁舎の思

いが伝わるんじゃないかなと思いますので、この基本設計までにはしっかり打ち合わせができる

ようにしたいと思いますが、来年度予算化されていますので、年度末までに基本設計、実施設計

ができればということで、予算化されている今度予算が通過した際には、今の時期の５月末まで

の基本設計、９月末までの実施設計、ずれても大丈夫じゃないかという私は感じはするんですが、

これについてはもうこのスケジュールは動かさないということでよろしいでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。佐藤成志議員からのスケジュールについての御質問にお答え

いたします。 

 先ほど申しましたとおり、耐震診断での結果を受けて、やはり地震いつ起きるかわからないと、

大きな地震は８０％の確率で発生するという国の所見も出ていますので、できるだけ早くやらに

ゃいかんというのが基本的な考えだと私は考えております。 

 そういった考えで、当然いろんな要望事項の範囲は必要と思いますけど、基本的には基本設計

を５月下旬には公表したいなと思っております。 

 また、実施設計につきましても、それぞれの調査結果の課題が出たら、当然延ばす必要がある

と思いますし、検討事項が新たに出てくれば、延ばす設計の工期延長ちゅうのは考えられますが、

当面基本的な考えは、９月末までに見通しを立てて、１２月には造成工事等に入れないかなと。 

 そうすると、平成３２年度いっぱいにおおよそ見通しがつけば、庁舎の安全というのが我々の

思い通りに達成できるのかなと思いつつ、そういうのを念頭に置いて進めたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  熊本地震においてそういうことがありましたので、この事案につ

いて急ぎたいという気持ちはわかりますが、先ほども言ったように十分な検討というのがやはり

必要ですので、また検討します、協議しますという課題が幾つもありますので、それをしっかり

やってもらいたいと思います。 

 県内の道の駅をつくるときに、木造でかなりつくっていらっしゃる方がいらっしゃったんです
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が、その長に聞いたら、その木造の材木は一本も町産材を使っていませんでしたという話を聞き

ました。 

 五ヶ瀬町でも、いわゆる最初の基本設計の中において、いろんな思いを詰め込むためには、し

っかり協議されて設計事務所に話す、またこの実施設計において五ヶ瀬の思いが詰まるものにし

てもらいたいと思いますので、その分は十分の協議、検討をお願いします。 

 以上、終わります。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで佐藤成志議員の一般質問を終了します。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（小笠まゆみ君）  ここで暫時休憩といたします。議場の時計で２５分までにお集まりくだ

さい。 

午前11時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時24分再開 

○議長（小笠まゆみ君）  それでは、おそろいなので再開いたします。 

 次に、１番、甲斐政國議員、御登壇願います。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國でございます。通告に従いまして一般質問を行い

ます。 

 質問事項、プロジェクトチームの現状と今後の対応について。 

 質問の要旨、現在庁舎内には新庁舎建設プロジェクトチーム、それと道の駅構想プロジェクト

チームが設置されており、また今後第１次産業プロジェクトチーム、世界農業遺産プロジェクト

チーム、定住促進のための宅地整備プロジェクトチームを設置する考えを示されております。そ

の現状と成果、今後の対応についてお伺いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からのプロジェクトチームの現状と今後の対応

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 それぞれの自治体が目指しますまちづくりにつきましては、国のその時々の政策目標に基づき、

それぞれの自治体の地域特性に合わせた総合計画を地域住民の合意のもとに策定し、その計画に

沿ってそれぞれの分野の具体的な計画を策定し、その計画に沿った施策を実現していくことが自

治体行政ではないかと考えているところでございます。 

 今回の議員からの御質問のプロジェクトチームにつきましては、通常設置されます検討委員会

的なものより、より具体的な目標に向かって、その目標を達成するための計画を実案する組織と

捉えているところでございます。 
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 つまり、小さな目標達成のためだけのものでなく、より大きな目標を集団で実行する手段とし

て考えているところでございます。 

 ただ、目標が大きいが上に、その実行にはそれぞれの課題も多く、企画、調査、研究を行うだ

けのプロジェクトチームも存在することになります。 

 それでは、まず御質問がありましたプロジェクトチームの現状についてお答えいたします。 

 まず最初に、先ほどの佐藤成志議員からの質問の中にもありました新庁舎建設プロジェクトチ

ーム、つまり新庁舎プロジェクト会議につきましては、先ほども答弁のとおり、新庁舎建設の行

政役割の先導を切るために、役場庁舎内で副町長、各課長、所属長で組織するチームで、新庁舎

建設にかかわるそれぞれの課題研究や企画調整を行っております。 

 具体的な取り組みにつきましては、先ほど述べましたとおりでございます。 

 次に、道の駅構想プロジェクトチームにつきましては、昨年の３月議会での一般質問でもお答

えしましたとおり、九州中央自動車道蘇陽高千穂間の事業採択と、将来のストック効果発現のた

めの私自身の思いからのプロジェクトでございます。 

 九州中央自動車道の中間地点に位置する五ヶ瀬町に、このような施設ができればほかにない地

域振興策にもなりますし、町内での商工観光の小さな拠点施設ともなる思いからでございます。 

 これまで国土交通省延岡河川国土事務所から講師を派遣いただき、勉強会の開催とか先進地視

察などを行い、調査研究を行ってまいりました。 

 ただ、当面の調査研究は一旦終了したと思えますので、次なる五ヶ瀬蘇陽間の事業化の推移を

見ながら、次なる研究を進めていく考えでございます。 

 次の第１次産業プロジェクトチームにつきましては、これも私自身の五ヶ瀬町の農林業とあわ

せて、商工業を何とか元気にさせたいという思いでのプロジェクトであります。現在、基幹産業

でございます農林業での担い手対策とか、土地の問題などについて農林課のほうでアンケート調

査を行い、それぞれの機関との意見交換会や交流を通して、五ヶ瀬町独自の取り組みが何とか見

出せないかと考えているところでございます。 

 そのほか、世界農業遺産関係とか、定住促進のための宅地整備についても、私自身何とかいろ

んな取り組みをしたいということで考えておりますが、現在プロジェクトチームの立ち上げは行

っておりません。 

 まず私の思いとしましては、現在ある組織や協議の場を通して、これからの進め方を考えてい

る段階でございます。 

 当面、私からは以上です。後ほど個別の質問にまたお答えしたいと思っています。 

○議長（小笠まゆみ君）  １番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國でございます。このプロジェクトチーム等幾つか
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ございますので、一遍に話すと話の趣旨がずれてきますので、１つずついきたいというふうに思

うんですけれども、まず新庁舎建設プロジェクトチームということで、これは先ほどの佐藤成志

議員との質問とかなり重複してまいります。 

 私が考えておったのと、何点かあるんですけど、大分少なくなってしまったんですが、私は以

前これ平成３０年の９月議会の一般質問において、この庁舎建設が始まったときに、町民の理解

は得られていますかという質問をさせていただきました。 

 これは、当然このころ門川町の問題があったもんですから、そういうことで反対の意見が多く

て頓挫するようなことじゃいけないという、そういう気持ちで聞いたとこだったんですが、これ

は建設に対する反対の意見は出ていない。 

 多分このパブリックコメントによっての判断だったというふうに思うんですけれども、確かに

そのパブリックコメント、内容を見てみると、去年の３月９日から３月３１日に行われておりま

して、寄せられた意見というのが９件、寄せた人の人数が３人ですから、以前も言いましたけど、

パブリックコメントというのは体裁はいいですけど、実際十分な意見が聞ける場所ではないとい

うふうには思っていますが、こういったものがあって、それで言われたんでしょうけれども、今

度また１２月の議会に、また一般質問でさせていただきました、昨年度ですね。 

 このとき、議会報告会の内容を少し示させていただきましたので、議会報告会ではこんな意見

が出ていますよということで、まだ早いんじゃないかと。それから、町民の説明がまだ十分足り

ていないと。それから、思いも反映されていないんじゃないかと。それから、どんどん人口が減

っていくのに、これだけ高額な予算をかけていいのかどうかと。耐震性は確かに悪いのかもしれ

ませんが、役場事態が余り揺れませんので、その必要性がないんじゃないかとか、いろんな意見

が出ていたんですけれども、それを内容を踏まえまして町長の答弁が、「さまざまな意見を真摯

に受けとめ、プロジェクト会議や検討委員会で十分議論させていただく」というふうなことで、

先ほどとちょっと重複するかもしれませんけれども、もう一度聞かせていただきますが、どのよ

うな議論がされたのかお伺いしたい、そのことについてですね。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からのまずは新庁舎建設において、プロジェク

ト会議がございますが、町民の理解は得られているのかということに対する関連して出された意

見について議論するかという質問でよろしいですかね。 

 先ほど申しましたとおり、プロジェクト会議については、私自身その中に入っていませんので、

報告でしか受けておりませんが、それぞれパブリックコメントの出された内容については、基本

設計の中身ですから議論されていると感じております。 

 ただ、そのほかの例えば一般の、先ほど議会報告会で出された件についての議論は、まだ具体
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的なテーマとして議論されていないということで考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  これプロジェクト会議のことでの質問ですから、先ほどの佐藤成

志議員の質問でもそうなんですけれども、当然プロジェクトチームですから、このプロジェクト

チームというのが特定の任務を遂行するために編成されたグループということですから、いわゆ

るその特定の任務というのが、庁舎建設ということになりますでしょうから、庁舎建設に向けて

やるんでしょうけれども、我々とすればちょっとありきでどんどん進んでいるなという気がして、

町民の意見が本当に反映されているのかと、そこが心配であります。 

 聞くところによりますと、これはある館長さんから聞いたんですけれども、４月にいわゆるそ

の行政座談会を実施されるということを聞いております。当然、この新庁舎のことは出していた

だかなくては困るというふうに思うんですが、出していただけると思うんですが、その中でいろ

んな意見が出てくるものと思われます。 

 その出てきた意見というのは、当然プロジェクト会議等で検討委員会とか、そこで議論される

というふうに思うんですが、そういうふうにとってよろしいでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの関連する第２点の質問で、４月下旬に町

政座談会をする予定の件についての御質問でございます。 

 議員からお話しありましたとおり、私自身２期目に入っての最初のその予算編成でありました

というのもありますし、今回大きなプロジェクトを抱えての予算化ということで、４月１８、１

９と、それから２２、２３、４日間にかけて小学校区単位で説明会をする予定で、既に先週の行

政事務連絡会で公民館長さんたちに開催通知をお渡ししているとこでございます。 

 節目内容については、当然新年度予算の概要を含めたわかりやすい説明と、当然その中に新庁

舎建設も入ってきますので、新庁舎建設の基本設計の内容を含め、今後のスケジュール等につい

て説明をする予定にしております。 

 各会場、このプロジェクト会議の副町長以下課長、所属長も出席していただく予定にしていま

すので、当然いろんな管理職全てそこで出された意見は聞く、また記録するということですので、

その新庁舎建設に伴います意見については、先ほどから申しますとおり、十分反映し、プロジェ

クト会議等、またその検討委員会等での議論するテーマになってくると考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  わかりました。我々も議員もその会場には必ず出て行くというふ
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うには思いますので、その内容というのはしっかり我々も聞いておきたいと思いますし、その出

された意見、検討、協議をするという、当然検討、協議されたプロジェクト会議でされたことと

いうのは、御報告願いたいというふうに思うんですけれども。 

 で、時を同じくして、日之影が庁舎を建てようとされていますよね。で、その日之影の対応な

んですけども、こういったもの何かプロジェクトチームで検討されたことがあるんですか。日之

影がどういうふうにして庁舎建設をやったか、やろうとしているか。今まさに我々と、五ヶ瀬町

と同じような状況の中で、日之影町もこの補助事業を使って庁舎を建てようとしておられますけ

れども、いわゆるその検討会であるとか、プロジェクト会議で、そういったものを参考にされた

事例というのはあるんでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  副町長。 

○副町長（宮崎 信雄君）  ただいまの甲斐政國議員の日之影町の庁舎建設に当たっての取り組み

の方法について、うちの庁舎内のプロジェクトのチームがいろんな聞き取りしながら参考にして

いるかというような御質問だと思いますけれども、これにつきましては、本町のプロジェクトチ

ームは、基本構想を認めていただいたということから、その基本構想に基づいたものの検討を進

めておりまして、日之影町の取り組み、全く参考にはしないちゅうわけではないんですけども、

その分につきましては、担当課のほうで、それぞれ、いろんな──門川の例もありますけれども

──そういった部分は聞き取りしながら、うちのほうにいろんな課題があれば提案してきている

と思っておりますので、ただ、プロジェクトチーム会議のほうでそこを議論したということはあ

りません。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  プロジェクト会議ではやっていない、ワーキングというのはなる

んでしょうかね。作業部会というのはなるんでしょうか、そこはわかりませんけれども、そうい

ったことを含めてですね、私が、日之影がどういうふうにしてやったかというのを聞いたときに、

これは１年間かけて町民に周知を行ったということであります。その後、全戸へのアンケート調

査を実施されております。これ、役場の職員が全部回収して、回収率が９７％ということで、こ

こに出された意見をまとめれば、賛成するとか、大体賛成する、その建築にもついてでしょうけ

ど、そこは特に場所の問題があったということですから、上にするか下にするか、そういうこと

があったのでという話でございましたけれども、こういったことをやって、これ町民からの半数

以上の賛成が得られれば、事業も進みやすくなるんじゃないかなというふうに思うんですけれど

も、今のところプロジェクト会議でもやっていないし、ワーキング会では聞き取り調査をしたぐ

らいということですから、いい事例について、うちではそういうことはやらないのかなという気
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がしておりますが。で、特にあそこは、図書館を併設しますね。１階が図書館、２階が町民ホー

ルということで、一応３００人程度入るものをつくると。全部で２０億ぐらいだろうという話は

聞いていますけれども、そういったものも含めてですね。 

 この要望書、パブリックコメントの中にもかなり「図書館」という言葉が出てきていますね、

図書館を併設してほしいというのは書いてございますので、そういったものも含めて、そういう

検討がなされないのかなという気がいたします。いわゆる、今から周知というのはなかなか難し

いんでしょうけれど、アンケート調査とかいうのを実施される、実施する、そういう気持ちはな

いのかなと、町民から半数以上の賛成を得られるような対策はとられないのかなというふうに思

いますが。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの再度の質問で、日之影町の今同じように

庁舎建設を進めてられますので、そこの進め方と、また本町との取り組み、あわせて日之影は町

民センターの敷地に庁舎を建設されますので、町民ホールとしての、町民センターとしての機能

も持たせた施設にしたいということで、町長のほうからお聞きしているところでございます。そ

ういった関係で、当然、日之影の場合は、先ほど議員からありましたとおり、場所の移転という

のが大きなテーマであったとお聞きしております。その現庁舎には、日之影の商店街たくさんご

ざいますし、宮水に移転するとなると、病院とかそういった施設はありますが、現庁舎の場所の

商工業の振興にも大きく影響するというのもあって、しっかりアンケート調査の説明をしながら、

アンケートを調査し、そこで場所の移転を決断したいという佐藤町長の思いがあったと本人から

もお聞きしているところでございます。 

 そういった中で説明会もされたんでしょうが、うちのほう、五ヶ瀬町の取り組みとしては、や

はり総合的に考えた場合に、いろんな場所の選定も含めて、やはり現庁舎の近くに土地があれば、

それが一番、町民に一番いい選択だろうという思いのもとに、場所の選定も含めて議論をしてき

たところでございます。それについて、既にアンケート調査したり、そういうことはやっており

ませんが、これはもう行政指導、私の責任として、思いとして、やはり現庁舎の近くで新しい庁

舎をつくって行政サービスをすべきだと思ったところでございます。 

 また、もう一つは、五ヶ瀬東インター、それから五ヶ瀬西インター、将来必ずできてまいりま

す。そういった中で、中間点に位置する現庁舎の位置が、やはり行政、今後の地域振興策として、

いろんな展開ができるだろうという思いのもとにスタートさせていただいています。 

 ただ、先ほど申しました基本設計はもう既に策定し、おおよそ場所的な選定もここにやります

ということで、もう広報誌等に載せていますので、それをさらに違う場所というのは考えられま

せんが、後は具体的な実施設計に反映する事項等について、何か町民の御意見等が出てくれば、
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それはしっかり真摯に対応するということで考えています。 

 また、関連して図書館の話もございましたが、図書館については、教育委員会関連であります

ので、また後ほど、教育長からの教育委員会としての考えも話していただきますが、現駐車場用

地に、一時期、教育委員会のあのプレハブではいかんというのもあって、図書館と併設する木造

の庁舎をつくろうということで進めた経緯もございます。ただ、貫原橋の計画も含めて、ちょっ

と厳しいという判断に至って取りやめたところでございますが、図書館についても、現庁舎に入

れ込むというのは、スペースの問題、また規模の問題含めて厳しいと考えておりますが、先ほど

申しましたこの現庁舎の跡地をどうするかちゅうのは、まだ議論しておりませんが、そこあたり

を視野に置いた計画を相互、今後、練っていく必要があるのかなと思っているところでございま

す。 

 私からは以上ですが、教育長からもお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育長。 

○教育長（猪野 貴一君）  教育長です。やっぱり本町において、読書活動を推進するということ

は、大変重要なことだというふうに考えております。 

 現在の町民センターの１階に図書機能を持つ場所を設置して、図書室──図書館と呼んでいる

んですが──そこができてまだ１０年足らずということもありまして、教育委員会としましては、

そこを充実するような運びというのを現在考えているところです。 

 また、県が、生涯読書活動推進計画を本年度策定したばかりということもあり、それに沿って、

今後、本町における読書計画の策定を進めていこうというふうなことで、今、現在準備している

ところでございます。 

 よって、現在やっております地域おこし協力隊を活用したごかせマルシェ及び次に立てようと

しております本町の読書推進計画を進めることで、町民の皆様に対する読書の充実を図っていこ

うということで、教育委員会としたら考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  改めて、町民に対してアンケートをとったりは考えていないとい

うことなんでしょうけれども、ただ、町民の意見は十分に反映させていただくというようなこと

で、４月の町政座談会、それから、これまで出された意見というものを全部──図書館のことも

書いてあります。併設していただきたいと、これはパブリックコメントなんですけれども、新庁

舎建設にあわせて今後協議・検討していく、先ほども議論はさせていただくというようなことで

ありますけれども、教育長としても、実際は図書館が欲しいんじゃないかなと私は思うんですけ

どね。ただ、今の状況ではどうにもならないのかなと。で、現在の図書館は、照明とか雰囲気が
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暗くて、本当にあそこに行って勉強をしようという気になるのかどうかちゅうのは、これは行っ

て見られればわかるんじゃないかなという気がするんですけれども、そういったことも含めて検

討・協議しながら、このプロジェクトチームで新庁舎のほうには当たっていただきたいと。 

 ことし４億８,０００万ほど予算計上されておりますけれども、厳しい状況というか、町民の

意見からすればですね、我々町民の代表ですから、言うべきところはしっかり言わせていただこ

うというふうに思っております。今後も注視していきたいと思いますので、またお伺いすること

があろうかというふうに思います。 

 次は、道の駅プロジェクトチームでございますけれども、先ほどの町長の答弁、これは平成３

０年の３月議会、１年前ですね、そのときにおっしゃられた内容でございまして、そのときの答

弁として、国交省による研修とか、県内の道の駅の視察など、勉強会からスタートさせたという

ことで、第一段階はいわゆる勉強会とか、先進地視察が目標だったということで、去年の３月に

それをやって、ことしまで、結局何もやっていないということでよろしいんですかね。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。道の駅構想のプロジェクトチームについては、今、甲斐政國

議員からありましたとおり、その事業化、要するに中央自動車道、蘇陽・高千穂間のストック効

果を発現するための一つの大きな構想ということで、国交省等にもしっかり掲示しながらＰＲし

てきたところでございます。その関係もあって、国交省の延岡河川国道事務所と各調査、課長等

を通じて、職員の勉強会もこれまでやってきたということでございます。そういった中で、一定

レベル、道の駅というのはどういうものかとか、じゃあ、五ヶ瀬としてどういうスタイルが今後

考えられるのかとかいうのを含めて、幾つも提案いただき議論いただいたところでございます。 

 次なるは、まずは、蘇陽・五ヶ瀬間の事業化をやっていかないかんという状況ですので、早速、

山都の町長も含めて今動き出そうとしておりますが、そういったところ、多分自治体も含めて、

こういった活性化施設をつくっていこうという動きがありますので、そこ辺を連携しながら、必

要な時期に次なるステップを踏もうということで考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  高速の事業化に向けてということでございますので、その次なる

ステップがそこになるということになると、かなり後ですよね。とういうふうに私は思うんです

が、熊本のほうから何年か後には恐らく山都町まで来ますね、恐らく何年か、３年か４年ぐらい

でくるんじゃないですか。ただ、それから、五ヶ瀬間というのがどうなるかわからん、五ヶ瀬・

高千穂間が今やっていますんで、そういうその事業がはっきりしないと道の駅構想というのが動

かないんだというふうに、今、受け取れたんですけれども、そうなりますと、私も１回、国交省
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の方と、これは何人かで行ったときにお話を聞いたことがあるんですが、それぞれに道の駅構想

の話が出たんですね。で、高速道路ができるのをあてにして道の駅をつくったんでは間に合わな

いという話だったんですね。道の駅を先につくって、そこに高速道路を敷くようなことを考えろ

と、で、そのために、道ができるために地元の自治体というのは土捨て場であるとか、その用地

交渉とか、そういうところに十分協力していただければ話も進むよという話だった、そういう話

を聞いているんですが、そういう国交省の考えがあるという中で、道ができるまで道の駅構想は

控えておくというのは、町長として、これどうなんでしょうかね。それでやっていかれるつもり

ですか、それともまた考えをかえてやられるもんでしょうかね。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。再度、甲斐政國議員からの道の駅構想に関する質問でござい

ます。 

 議員おっしゃるとおり、やはり施設をつくって高速道路を引っ張るというのが基本的な考えだ

と思っています。その関係もあって、今、特産センターごかせを、今、道の駅じゃございません

が、五ヶ瀬のそういう特産品販売とか、地域交流の拠点として今動いて、観光協会運営していた

だいています。ただ、駐車場が狭いというのもあって、まず、ちょっと道の駅の構想とは関連す

る部分もありますが、そこにちょっと高速道路の残土を含めた残地の第一候補地として、今設計

を進めてもらっています。あわせて岩上近辺の山林のほうに、土捨て場用地として既に調査結果

ももらっていまして、そこ辺も第二候補地というような形で、今、頭の中では描いているところ

でございます。 

 そういったところが、おおよそ、何ていうかな、計画策定が進んでくれば、じゃあ場所のほう

も大体見えてきますし、主要地方道竹田・五ヶ瀬線も、夕塩・土生間新波帰之瀬大橋も数年後に

は見えてくるということで考えられますので、そうなると具体的な取り組みで、具体的な協議も

できるんじゃないかなと。 

 また、先ほど庁舎建設にあわせて、この現庁舎の跡地ですね、そこをどうするかという議論が

出てまいりますが、その辺も仮に取り壊して盛り土して、広々とした用地ができれば、そこあた

りもそういった構想の候補地にもなりますので、当面、具体的なちょっと協議をやる部分、勉強

会のほうは終わらせていただきましたが、次なるそこ辺の整理が済んだ段階で、これ、やはり、

ぜひやらないかんと思っているところで、早い段階で何か私の思いとして、構想、再度、立てら

れればいいなと思っているところです。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  いずれにしましても、最終的な目標というのは、その道の駅の建
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設ということにつながると思いますんで、先ほど申されました特産センター前の用地であるとか、

岩上の山林とか、そこ辺をしっかり、捨て土で用地の整備ができれば、またそういうのも視野に

入れるということで、建設予定地であるとか、それこそその経営の形態というのもあるでしょう

し、それから規模的なもの、それから地域との連携というか、他町村との連携というのもあると

思うんですけれども、そこ辺も含めて、やはり、せっかく立ち上げてやっていらっしゃいますの

で、そのプロジェクトチームでしっかりと対応していただければというふうに思います。 

 それと、町長、その道の駅というネーミングもどうなのかなということも１回おっしゃられた、

これもやっぱり国交省がそういうことを言われたということですけど、これはもう全く道の駅と

は関係ない、高鍋のママンマルシェというところがございますけれども、ここはそういったよう

な道の駅ではないんですが、一見する価値があるところだというふうに思っております。ここに

もございますけれども、思ったより、非常に、あそこへは１０号線で車のとおりも多いと思いま

すが、非常な勢いで売り上げを伸ばしているということでございます。そういうのもぜひ参考に

されて、プロジェクトチームでそういう会議を重ねていっていただければというふうに思います。 

 次に、第１次産業プロジェクトでございますけれども、まず町長の答弁の中では、本町の基幹

産業である農林業の振興を最重要課題ということに位置づけておられまして、早期にプロジェク

トチームを立ち上げてということだったんですけれども、現在まだ立ち上がっていない。気持ち

としては、やはり立ち上げてやっていこうという気持ちということでよろしいんでしょうかね。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。政國議員からの次なる質問、第１次産業プロジェクトチーム

のとっかかりについてお答えいたします。 

 議員からありましたとおり、私の最重要テーマということで位置づけ、これまでもいろんな農

林業振興策については、それぞれの担当課で動いてはおりますが、やはりその担い手対策、都市

問題含めて、再度整理をしながら、若手の担い手の方々とともに議論していこうやというのが、

このプロジェクトの思いであります。そういった形で、農林課長と協議をしながら、例えば１１

月には、農業振興まつりを開催し、いろんな農家の方含め。 

○議長（小笠まゆみ君）  チャイムが終わってから、お願いします。（中断）はい。 

○町長（原田 俊平君）  はい。じゃあ、続けさせていただきます。 

 農業振興まつりは、昨年の１１月に開催させていただいて、ＪＡもともに共催ということでや

らせていただきましたが、いろんな会の中で意見もいただくいい機会だと思っております。引き

続き、また次年度もそういう機会を捉えながら、やはりしっかり我々行政職員が、参加をさらに

促して意見を聞く場を設けようと思っているところです。 

 その第１次産業プロジェクトの組織の立ち上げについては、着々と進めていますので、現状に
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ついて農林課長のほうから、やはり現場が動く話しですので、説明をさせますのでお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ７番、甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  ７番、甲斐松男です。ちょっとあの……。（「済いません」と呼ぶ

者あり）済いません。今、議員のほうから提案があって、中途でも１回、もう休憩とって、休憩

をしたほうがいいじゃろうという……。 

○議長（小笠まゆみ君）  とってほしいということね。はい、わかりました。 

 政國議員にお尋ねします。質問の途中でありますが、ちょうど区切りよい時間ともなっており

ますし、もう御理解いただいていると思うんですけれども、ここで一旦暫時休憩を入れたいとい

うことで、議運の委員長から申し出がございましたが、よろしいですか。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  いいです。 

○議長（小笠まゆみ君）  執行部の皆さん方もよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。１時から再開いたしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

午後０時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（小笠まゆみ君）  御報告します。８番、甲斐啓裕議員から会議規則第２条第１項に基づき、

欠席届が提出されました。定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 甲斐政國議員の一般質問の途中ですが、町長の答弁のほうから農林課長に答弁させますという

ことになっての終了でしたので、まず最初に、農林課長お願いします。農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。甲斐政國議員の質問にお答えいたします。 

 第１次産業プロジェクトチームにつきましては、町長のほうから指示をいただいているところ

なんですけど、現在、内容の構想を練っているところであります。 

 まず、担当課といたしましては、農家の実態を把握が、現在のところまだできていない状況で

あります。この実態を把握──２月に意向調査のほうをさせていただいているんですけど、まず、

農業者の意向の調査をさせていただいて、その意向調査の結果をもとにプロジェクトチームをつ

くっていきたいと考えているところです。 

 さらに３１年度が、中山間直接支払いの最終年度の年であります。そして、第５期の５カ年計

画を作成する年でもあります。こういう３１年度のこの年を機に、各地区での話し合いの場に私

どもも出向いていきながら、全体のプロジェクトチームと並行しながら、地域での話し合いのほ

うも一緒に進めていきたいと考えているところです。 

 以上です。 



- 81 - 

 

○議長（小笠まゆみ君）  １番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。アンケート調査が２月に行われたというこ

とですけれども、そのとりまとめというのは、まだ終わっていないということですか。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。２月の下旬に収集しまして、まだ内容の分析はでき

ていないんですけど、約８割の回収ができている状況です。さらに、農業委員さんにお願いしま

して、この回収率をまだ上げていきたいと同時に考えているところです。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  こうしたアンケート調査の結果を踏まえて、プロジェクトチーム

をつくるというようなことでございますけれども、農林業の振興というものは大変重要な課題だ

というふうに認識をしているところなんですけれども、少子高齢化が進む中、担い手不足、この

ことにより耕作放棄、そして荒れていく農地、ふえる獣害被害ということで、これを一どきに解

決するのはなかなか難しいというふうに思うんですけれども、以前にも私申し上げたことがある

んですが、いわゆるその日之影のアグリファームというのを参考にしてみたらどうかと。いい事

例は、私は参考にしてもいいとその時も言ったんですけれども、例えばアグリヘルパーですかね、

そういったような組織を持って、町内の例えば農地、農作業を、放棄地でもいいんですけれども、

それから一般にされている農作業を委託でも、直営でも、請負でも引き受けてやっていく、そし

て事業を引き受けていく。当然、米もつくりますし、野菜もつくりますし、施設園芸とかもでき

ると思うんですけれども、結局そこでは雇用が生まれるということでありまして、収益性も見込

まれるわけであります。 

 それで、移住・定住にもつなげられる。田舎に来ると仕事がないんじゃなくて、仕事はあって

もそれを仕事として認識しないんじゃないかなというふうに思っているんですね。農業も立派な

仕事でございますので、うちのこれしかないんですから、ここに企業を持ってきてどうこうする

ということはできないわけですから、こういうことも含めて、プロジェクトチームというのは議

論していくのか、いかれないのか。 

 ただ、その今農家から出されたいろんな問題を拾い集めて、どうしようこうしようで終わるわ

けじゃないでしょうけど、検討・協議がなされると思いますけれども、そこ辺まで踏み込んだ協

議がされることがあるのかどうか、伺いたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの第１次産業プロジェクトに関する御質問

に、またお答えいたします。 
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 先ほど農林課長から答弁がありましたとおり、若干時期はおくれておりますが、アンケート調

査結果を今から分析すると。大至急やっていくということでございます。 

 先ほど質問がありました、当然、次なるいろんな──先ほどアグリファームとか、アグリヘル

パーを事例にとって、政國君から提案がありましたけども──当然そういったものも含めて、プ

ロジェクトチームの中でいろんな知恵出しをすると。「こういったことをやろうや」というのが

一番の私たちの望むところで考えております。 

 第１回目は、ぜひ、副知事も来て、五ヶ瀬町の農業について語りたいということですので、そ

ういった講演会も入れながら、チームの情勢を図りつつ、やはり「あなたたち、私たちがやらん

とできん」というような位置づけのもとに、次なる若手の人たちに元気を出してやる気になって

もらうというのも目的として、そういうことを取り組んでいきたいと思っております。 

 若干、次年度にまたがっていくことになりますが、引き続きやっていきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。ぜひ、そういうところをといいますか、今

言われたようなことを含めて実施していただきたいというふうに思っております。 

 最後になりますけれども、町長、平成３１年度も農林業に関する予算上げられておりますけれ

ども、町長が思われているそういう課題に対して、新規に予算措置がされたものがあるのかどう

か。また、このことだけは絶対に実行したいという気持ちがあるのかどうか、そこだけをちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの新年度予算に当たっての農林業施策の考

え方という御質問でございます。 

 先日、甲斐松男議員からもシイタケの種駒の件で御質問あったところでございますが、それぞ

れに農林課のほうで、しっかりこれまでの事業を精査しつつ、かつ新しい事業に含んだ形の提案

をいただいています。総額については、林道関係が事業費減になっている部分で、農林業の部分

については減額になっておりますが、特にそれぞれの分野での手だて、施策については打ってい

るということで、本来ならば先ほどのこのプロジェクトチームで、しっかり議論した施策を打ち

出したかったというのが私の真なる思いなんですけども、当面、これ、という事業についてはま

だ打ち出しておりませんが、このプロジェクトチームのいろんな若手の思いを踏まえつつ、新た

な事業に着手したいし、関係部署、例えば県の農政水産部についても、いろんな事業提案をして

いきたいと思っております。 

 ぜひ、五ヶ瀬ならではの事業展開をやっていきたいというのが本音でございます。 
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 私からは以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  この農林業の振興というのは、大変重要な案件でございますので、

アンケートの調査を早期にまとめられて、このプロジェクトチームができ上がってしっかりと機

能するように、名前だけではどうにもなりませんので、結果が出せることを期待したいと思いま

す。また、状況等については、しっかりと今後確認をさせていただきますので、よろしくお願い

します。 

 次に、世界農業遺産に関する取り組み、それから定住促進のための宅地整備、このプロジェク

トチームについては、先ほどの町長の答弁でいきますと、現在ある組織で協議をしてまいりたい

ということでございますので、特にはないのかなというふうに思いますが、もし何かあれば聞か

せていただいて、その世界農業遺産、それから定住促進のための宅地の整備ということでござい

ますので、お聞かせいただきたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。まず、世界農業遺産の高千穂郷・椎葉山地域の取り組みにつ

いては、現在、高千穂町事務局とする促進協議会という組織を立ち上げて、それぞれの幹事会で

協議しながら、いろんな取り組みをやろうというところで今動いております。それぞれ各町、５

カ町村でそれぞれ世界農業遺産については、それぞれの取り組みもやっておりますが、本町につ

いては最近の話題として、桑野内の夕日の里づくりのほうの一環で、サツマイモ、オーナー制度

でつくられて、かつそれを姫泉酒造に醸造を委託されて、夕日の里という焼酎をつくって販売さ

れておるというのが、今、五ヶ瀬の世界農業遺産での一つの取り組みとして全国に発信してある

ところでございます。 

 一つ一つ、じゃあ、そのほかにもあるか、やらないかんちゅうのはあるんですけども、なかな

か各町での連携もありますし、それぞれの施策の打ち方もございますので、先ほど申しました推

進協議会のほうで、しっかり議論しながら取り組んでいけたらと思っているところでございます。 

 また、定住促進のための宅地整備につきましては、これも私ぜひ、以前から農業公社等を使っ

た、土地開発公社か、失礼しました。土地開発公社を使った小規模の分譲地をやはり五ヶ瀬でつ

くりたいなというのが昔からの思いでありまして、そこに定住促進、新しい住宅をつくりたいと

いう若者も、五ヶ瀬町出身者もいますし、よそから来た人も、やはりこの場所がいいねと。空き

家対策も大事なんですけど、この地域に住みたいという方もいらっしゃると思いますので、そう

いうことも踏まえて、何かこう打つ手がないかというのを、ずっとこれまでいろんな関係機関と

も話しながらやっています。 

 ただ、五ヶ瀬町は用途区域というのがありませんので、なかなかそういう整備が厳しいという
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条件もあるというのは認識していますが、今回、雲海広場の土地購入の予算も上げさせていただ

いていますけども、いろんなところの状況も見つつ、やはりそこに定住するための促進住宅的な

土地が必要じゃないかなというのを考えているところです。引き続きこのあり方については、関

係機関、また役場内の課長会でも議論していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  世界農業遺産の関係でいきますと、高千穂町、高千穂町にある推

進協議会をというようなことでございましたけれども、今年度、世界農業遺産活用事業委託料と

いうことで２８０万ほど上がっておりますし、それからもう一点が、これは世界農業遺産の活用

事業の補助金で、いわゆるジビエ関係の小中学校への農林業に関する特別授業の２５万とか、こ

ういうのが上がっているんですが。 

 このことで、まあ地方創生というようなことで上がっているんですが、今回初めてこういうの

が上がってきたような気がしておりますけれども、こういった委託料とか補助金で、町としては

どのような効果を期待されているのかなという気がいたしております。 

 それと、定住促進の──あ、世界農業遺産のほうが先ですね、済いません、そちらのほうでち

ょっとお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員の世界農業遺産に関する取り組みに関連して、

いろんな補助事業委託料を組ませていただいていますが、その効果についてということでござい

ます。 

 まず、世界農業遺産活用の事業委託料ということで、この認定を受けて、モニターツアーとか

農泊の推進、農産物の販売体制の再構築を図っていこうという目的でやっていますので、そうい

ったのが地方創生事業と一貫して上がれば、向上していけばいいのかなと思っています。 

 また、活用事業補助金については、先ほど政國議員からありましたとおり、農産物の栽培技術

加工、ジビエですね、これを含む支援及び小中学校における農林業に関する特別授業の支援とい

うことで、今でもブドウ栽培を含めて、小中学校の町内の子供たちには、いろんな勉強会も含め

てやらせていただいていますが、そこ辺をさらに加速して、特にジビエについては、鞍岡のほう

で加工所もスタートしているというのもあるようですので、そこ辺を含めてリンクさせていけな

いのかなというのを考えているところでございます。 

 もろもろ今回については、そういう地域、農業とか、地域を興す補助金も企画のほうでいろい

ろ提案してくれて、それぞれに予算化を提案させていただいています。そういったところを含め

て、一つずつ取り組みが加速すればいいかなと思っているところです。 
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 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  世界農業遺産ということで指定を受けまして、一つその夕日の里

づくりの関係で、夕日の里という焼酎が出たということは、これは実感的にあるんですけれども、

そのほかはなかなか実感できないようなことが多いもんですから、要は、町民の理解を得てとい

うようなこともあると思いますが、しっかりした対応をとっていただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、定住の関係で、先ほど雲海広場の活用というのが出たんですけれども、町長は、以

前はこの雲海広場の活用については、まだ当面、ほとんど考えていないというようなことでござ

いましたけれども、あそこに住宅をつくる環境を置くということなんですか。となるとまた、そ

の使途というのがかなり限られてくるというふうに思うんですけれども、その点についてはどう

なんでしょう。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。雲海広場については、現在、職員駐車場、先ほどからありま

すとおり庁舎建設の臨時駐車場という形で、土地を借りて使わせていただいております。今回、

購入についての予算を提案させていただいておりますが、使途については、先ほどはその定住促

進の話をしましたが、いろんな使い方が、あの場所であればあると。商工業の施設としての部分

も当然あるでしょうし、住宅の用地もあるでしょうし、公共施設としての用地もあるということ

で考えております。ただ、可能性はたくさんあると考えていますが、いろんな議論を進める中で、

やはり用途についても出てくるのかなと思っています。その一つの利用目的として先ほど申した

のは、定住促進住宅の用地としての活用もあるということで考えています。 

 ただ、赤谷地区については、まだ簡易水道が、町営水道がまだ整備されていないというのもあ

って、赤谷の水道組合のほうで管理されていますので、そういう環境整備も必要であるというの

も考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  定住促進ということで、なかなかその当然宅地というのも必要で

すし、その前に空き家というのも大事なんですけれども、それも含めた考え方だというふうに思

っているんですけれども、いずれにしても、前からも言いますが、単発でいろいろやってもなか

なか結果は出ないというのは、先ほどのその農業の関係も含めて考えると、いい施策も出てくる

んじゃないかというふうに思っております。別に、プロジェクトチームはつくらなくてもいいか

とは思いますけれども、しっかりとした対策を練っていただいて、町民にも理解していただける
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ような、そういう町政ができるように期待したいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで、甲斐政國議員の一般質問を終了します。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、６番、白瀧徹哉議員、御登壇願います。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ６番、白瀧徹哉です。通告に従いまして一般質問を行います。 

 質問事項でありますが、陳情書等の取り扱い状況について質問させていただきます。 

 まず、要旨でありますが、平成２６年から平成２９年までの間に、町内の各集落や団体等から

８件の陳情書及び要望書が上げられております。既に整備され解決しているものもあれば、据え

置き状態のものもあると思われます。その取り扱い状況と今後の対応についてお伺いいたします。 

 執行部のほうには、２６年度から２９年度まで出されております要望書あるいは陳情書等の補

助資料があるかと思いますが、第１点目からのお話の会の意見書、要望書につきまして、御答弁

お願いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。白瀧徹哉議員からの陳情書等の取り扱いの状況についての御

質問について、まず、私のほうからお答えいたします。 

 その前に、地方自治法上の陳情制度の概要についてですが、請願等扱う法は、日本国憲法第１

６条と、それを受けた請願法、さらには地方自治法第１２４条と第１２５条のようであります。 

 そして、請願法第５条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実

に処理しなければならない」とあります。 

 ただ、過去の裁判所の判断としては、請願等については請願者による官公署に対する希望・意

見・提言等の陳述であって、官公署は請願を受理した場合でも、請願者に対して処理手続上の義

務を負うものではなく、あくまでも行政判断に基づくものと規定されているものでございます。 

 一方、地方自治法第１２５条では、普通地方公共団体の議会は、採択した請願等で、その地方

公共団体の長を初め、それぞれの関係する委員会等において処置することが適当と認めるものは、

これらのものにこれを送付かつ請願等の処理の経過及び結果の報告を請求することができるこ

とになっており、その関係からの御質問ということでお答えさせていただきます。 

 具体的に、平成２６年から２９年までの間の８件の陳情書、もしくは要望書が提示されており

ますが、それぞれに処理ができたものや、検討を要するものなど、さまざまでございます。具体

的な取り組みとなりますので、それぞれの陳情、要望項目ごとに、担当課ごとに答弁させていた

だきますが、こちらとしては、建設課、農林課、教育委員会という形で考えていましたが、今の

白瀧議員からの質問であると、第１番目の町の図書館整備活動への助成からということですので、
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まず教育委員会のほうから、この項目ごとに答弁させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育次長。 

○教育次長（甲斐津世志君）  教育次長です。白瀧徹哉議員の質問についてお答えいたします。 

 教育委員会としては、この８件の要望書うち、２件該当があるんですけど、まず上から１件だ

けお答えいたします。 

 まずは、平成２６年２月、五ヶ瀬お話の会のつくしんぼより提出された要望書についてお答え

いたします。 

 教育委員会としましては、町民の方々への読書の機会の充実は重要だと考えております。また、

子供たちへの読み聞かせ等の活動をされているつくしんぼの皆様には、感謝しているところです。 

 本町の図書館は、平成２２年度に町民センターのロビーを改装し、運営を行っているところで

す。本年度より、地域おこし協力隊を配置し、五ヶ瀬マルシェとして、今まで利用が難しかった

高齢者等への図書サービスの提供を、約２０カ所で行っているところです。 

 先ほど、教育長から申し上げましたように、現在、県において平成３０年度に生涯読書活動推

進計画が作成されたばかりでありまして、その計画を受け、五ヶ瀬町読書計画策定委員会の設置

を準備しており、平成３１年度に図書館のあり方を含めた、本町における読書推進計画の策定を

進めてまいります。この計画より、お話の会つくしんぼや各学校等の読み聞かせグループが活動

しやすいよう支援をしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ただいまの教育次長のほうから、今後の図書館のあり方も含めて、

答弁をいただいたところでありますけれども、まず、このお話の会について、町長は私、１回２

９年のときに図書館の推進といいますか、あれで１回質問させていただいたこともあるんですが、

教育次長のほうからも、先ほど教育長のほうからも読書の重用性というのは非常に大事なんだと

いうことで答弁をいただいたところでありまして、そいうことであれば、もっとお話の会と直接

意見交換をされたことがあるのか、それからちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。お話の会とは、森林交流館で、１回だけですけど、ふれあい

トークという形で意見交換、向こうの思い、それからこちらの思いを意見交換させた経緯がござ

います。その折については、やはり読み聞かせ会の強い思いも聞かせていただきましたし、仮に

場所的に森林交流館では子供たちが上に上がってこれないので、やはり違う場所にという提案も

ありました。 

 その中で、当然町民センターの話も話題に出まして、どこにするとかしないとかいう議論じゃ
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なくて、本の問題とか管理の問題とか、その読み聞かせのあり方を一度だけふれあいトークで議

論させていただきました。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  白瀧です。ただいま交流ですかね、意見交換の会もさせていただ

いたというお話でありますが、実は２月の２０日でしたか、甲斐政國議員と私、それで文教の委

員でお話の会の皆さんと、どういった今活動をされているのか、そこ等また要望書も出ておりま

したので、意見交換をさせていただきたいということでお願いをしまして、それが実現してやっ

たところでありますけれども、町長御存じのように、このお話の会は、平成１２年度からですか、

１３年度から開始をされ、現在、子供たちの読書を高めるために貸し出しのところまでやってお

られて、その間に、町からの補助金ももちろんですけれども、子供夢基金とか、また社会福祉協

議会のほうから子供支援ボランティアとして多くの補助金をいただいて、大体８００万ほど補助

金をいただき、本もそろえられているようであります。 

 また、ほかに民間団体から、こういったか活動に対して、審査は非常に厳しいそうであります

けども、これは本を現物で支給されるということでありますが、これが２回候補に上がりまして、

実際いただいたそうでありまして、これによって小学校から中学校までのための必読書と言われ

る分に当たるそうですけれども、大体全てそろっているというようなことで、非常に質の高い本

をそろえておられるなというのを感じたところであります。 

 また、補助金等で購入する場合についても、あらかじめリストとかいうのを作成されまして、

図書の専門の方々に、それを見ていただいて、審査で通った本だけを導入され、３０年の６月現

在ですけれども２,７００冊ほど、今そろえられておるそうであります。 

 ただ、今会員の方１８名いらっしゃるわけでありますが、先ほど町長からのお話もありました

ように、毎週土曜日の午前１０時から正午までというな貸し出しの時間、また内容が本の一覧だ

ったり読み聞かせ、これは本の読み聞かせというのは、要望があるときにそういった読み聞かせ

をされているようでありますが、また利用状況が、１日大体１０名ぐらいで、３ないし５組の親

子の方であるそうであります。平均の貸し出し冊数は、大体３０冊ということで、この活動はず

っと続けてこられる中で、課題がだんだん見えてきたということをおっしゃっております。 

 その中で、幼児絵本から小学校、中学校の必読、良書と言われるものがそろっているにもかか

わらず、十分にその本が活用し切れていないという状況と、またその原因として考えられるのは、

先ほどから話があっておりますように、町場から離れた場所にあるということ、また利用時間が

２時間程度であるということで、非常にそういったリスクを抱えながら、会員の皆さん一生懸命

頑張っていただいておりますが、そういったところの中に、新庁舎新築の話が出まして、今度新
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年度予算の中でも、交流館の改修工事ということは耳に入って、私たちの活動がどうなるのかと

いうことで、大変心配をされております。そのことについて質問させていただきたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。白瀧徹哉議員からの読み聞かせが利用されている森林交流館

の読み聞かせスペースの跡地の話が出たところでございます。 

 先ほどからありますとおり、新庁舎建設に伴います役場庁舎、たくさんのスペース余裕はない

ようでございますが、町民交流施設というスペースを１階に、今計画をされていると思っており

ます。 

 その一角に、そういった読み聞かせの会が利活用できるようなスペースがとれるものかどうか

を、今ワーキンググループというグループ長等の会議を含めて、議論いただいているということ

でございます。 

 また、その十分に活用されていないというのが、単純に場所だけの問題なのか、いろんな要素

があると思っております。例えば、一部子育て支援センターとかそういったものもあるわけなの

で、その辺の連携とか、そういったものもあるわけなので、その辺の連携とかそういったものも

必要なかなと思っていますし、借り出し、貸し付けのシステムを含めて、また教育委員会含めて、

議論してもらうのも必要かなと思っているところです。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長、その交流関係建設に関して、読み聞かせのそれの件の答弁、場所

というかどう判断されるのかという。森林交流館の工事という質問だったので。町長。 

○町長（原田 俊平君）  済みません、ちょっと答弁の補足をさせていただきます。森林交流館を

現在挙げています宿泊施設への変更ということが、可能になった場合については、今の森林交流

館の１階の読み聞かせのスペースは、当然なくなってくるということで、次なる場所を準備する

といことになると思います。 

 先ほど、議員から質問ありました、前回の教育委員会に入ってもらって、町長という立場で読

み聞かせのグループと、植木さんが会長でしたけど、いろいろ意見交換する中で、次なる場所も

どうでしょうという話もしたとこでした。その折には、向こうのみんなの意見じゃないでしょう

が、町民センターの２階のスペースでどうだろうという意見も、そのときは出たとこでございま

す。 

 そういったことも含めて、森林交流館が読み聞かせスペースをちょっと使えないという状況に

なれば、町民センターも含め、また先ほど申しました、新しい庁舎の町民スペースの利活用も含

めて、今後検討するということになると思います。よろしいですか。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 
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○議員（６番 白瀧 徹哉君）  森林交流館については、宿泊施設の改修ということで、いずれは、

もうその改修始まれば、出らなければならないという状況が発生するということでありますが、

まずこの読み聞かせの会の活動というのが、町長も初め、執行部のほうで、どういうふうな受け

とめ方をされているのかなというのを１つだけ教えていただければと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育長。 

○教育長（猪野 貴一君）  教育長です。 

 繰り返しになりますが、非常に町内子供たちに関して活躍していただいているというふうに思

っております。読み聞かせの皆さん方につきましては、特に三ケ所小学校の読み聞かせ活動、ま

た最近では坂本小学校の保護者と連携した活動、そして、昨年度ですが葉山さんという熊本在住

の絵本作家の方の講演会をした際に活躍していただいて、一緒に読み聞かせ等をしていただいた

りしているところでございます。 

 ただ、現在、貸し出し数が減ったりとか、あとはやはり場所が上にあるので、なかなか子供た

ちでは行けないというふうなお話はお聞きしているところであり、そういうことを踏まえまして、

先ほどから申し上げております読書推進計画、本町のですね、これを進めて話し合っていきたい

と思っております。 

 ただ、この場で場所をどうするとか、そういうことについて、まだ考えておらず、町当局とも

話し合いながら、やはり十分な支援ができるように頑張ってまいりたいというふうに、私は認識

しております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ただいまの教育長のほうから、読書推進計画ですか、それにのせ

てしっかりと対応をとっていくということでありますが、このお話の会の会員の皆さん、１２名

の方で現職の保育士の方が１８名中保育士の方が現在１２名、失礼しました、１２名のうちのほ

とんどが現職の保育士さんということと、あと４名の主婦の方が一緒にやっておられるわけです

が、非常に現職の方は、やはり自分たちの仕事も抱えておりますし、また一般の方については、

高齢化する中で、今後この図書の扱いを維持管理が非常に困難になってくると、そういうふうな

状況の中で、ぜひ町の図書の、今、町民センターに集められております図書、１回しっかり精査、

見ていただいて、いいと思われるような本と一緒に、あわせて幅広い年齢の方が入って、居心地

のよいコンパクトな図書館をつくっていただきたいという夢を持っておられます。 

 そこで、今度新庁舎の設計図を見てみますと、やはりそういった町民交流施設ですか、という

ところでの図書の部分についても考えていただいているようでありますけれども、この部分と本

来の先生方が考えていらっしゃるのが、若干違ってくるような感じがします。といいますのは、
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せっかくこの立派な図書もありますので、そこに職員といいますか、本に精通した方々は、管理

者が１人いていただいて、本を紹介していただいたり、本のあるいは十分に生かし切れていただ

けるような仕組みをするとすれば、やはり新しい庁舎の中にということは、補助金の規格の中で

はできませんので、例えば道路側の正面側のあいたところに、ちょっと継ぎ足しといいますか、

そういったホールを、中学生が下校時に、ちょっとそこに足を延ばして中に入って本を読んだり

とか、子供たちがいつも庁舎の中に図書館に足を入れて、身近な役場として庁舎として触れてく

れるような場所が、もしできたらありがたいなというふうに思うわけでありまして、またこの辺

については、これから検討委員会とか、いろんなところでも私たちも話をさせていただきますし、

そこ辺のところもしっかり役場のほうで、庁舎のほうでも、町長も考えていただければありがた

いなというふうに思っております。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育長。 

○教育長（猪野 貴一君）  教育長です。おっしゃるとおり、やはり子供たちが、ちょっと読めて

下校時でも寄れるということは、町長もやはりそういうところがあるとやっぱりいいなという話

をされておりますので、そういう意味での、まだ検討中でございますが、図書コーナー等のあり

方について、またワーキンググループ等で話し合っていくんじゃないかなと思っております。 

 私どもの初めました五ヶ瀬マルシェというのがありますので、その軽トラ等を使いまして、や

はり読み聞かせグループつくしんぼの方々の本も、同時に配信するとか、そういうふうな手立て

等を含めまして、推進計画を策定してまいりたいと思います。また、その際にはお知らせしたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  白瀧です。それでは２番目の町道陣から古戸野線の拡張工事につ

いて、答弁を求めたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  建設課長。 

○建設課長（田原 昭生君）  白瀧徹哉議員の御質問にお答えします。 

 本要望につきましては、未整備区間１８７.６メーターの回路要望となっています。平成２６

年に提出されたものでありますが、平成２８年に一部改良工事を実施しておりまして、町単独事

業ですけど１０７メーターの改良工事を実施しております。残りの区間はそのままになっておっ

たわけですけど、平成３１年度町単独事業として、残り１００メーターの改良工事を計画してお

ります。本議会のほうに上程しているとことです。予算は１,４００万ほど予定しております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 
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○議員（６番 白瀧 徹哉君）  既に２８年度に１０７メートルですか、実施され、残りの分を３

１年度の事業で単独で事業で完成するということですが、この幅員につては、今側溝が上側に入

っておりますけれども、一応これをまたのけて拡張ということになるんですか。 

○議長（小笠まゆみ君）  建設課長。 

○建設課長（田原 昭生君）  白瀧議員の御質問にお答えします。 

 今回の改良工事は、県道竹田五ヶ瀬線とのタッチ部分になりますので、そこの改良とも絡んで

おりますから、ちょっと今この場で詳細なことは言えませんけど、そこその辺の改良も含めた上

で検討していきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ここでは答弁がなかなかできないということでありますが、せっ

かくやっていただく以上は、今のままの側溝を利用すると、若干狭く感じますので、できればあ

そこの保育所については町有地でありますので、もう少し拡張して、あと１メーターぐらい広く

したほうが、後もって活用がしやすいんじゃないかと思いますので、そこのところよろしくお願

い申し上げたいと思います。 

 次に、３番目の林道屋所線の路面整備また舗装工事について、これは平成２６年の８月に提出

されておりますが、このことについて答弁お願いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。白瀧議員の質問にお答えします。 

 林道屋所線の路面整備舗装工事についての要望書の件であります。屋所線につきましては、平

成２９年度より、県単林道網総合整備事業の採択になりまして、舗装工事を現在実施をしている

ところです。全体計画が３,７４３メーター中、平成２９年度と３０年度に７６７メーターほど

の舗装が終わっている状況で、現在６分の１程度が完成している状況であります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  総延長の３,７４０メートルのうちの７６７メーターですか、現

在完成しているという状況で、これ３６年度の完成を目指して、実際工事をされているというこ

とでありますが、実は、きのう、おととい、ここの場所に行ってみたところでありますが、非常

に立派な改良工事が進められております。アスカーブも例えば落石が多いようなところについて

は、両方にアスカーブを設置されて、石ができるだけ路面に落ちてこないようにはしてはあるん

ですが、場所によっては、切り面が、法面が非常に石というか氷溶けした石が、かなり落ちてい

まして、今後そういったところは舗装は済んだけれども、なかなか使いづらいというようなとこ
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ろはできてくると、ひとつ思ったところでありますが、法面については、この工事については、

一切工事入っていません。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  今のところ、まだ環境保護については、舗装のほうが優先しており

ますので、この計画書そのものが舗装工事となっておりますので、今のところ石工事に関しては、

まだ計画にはありません。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  法面については、この計画に入っていないということであります

が、地元の方が当然管理もするべきことでありますけれども、将来的にしっかり使えるような形

に残していくためには、何らかの形でまた対策を講じていただければと思っています。 

 また、一番ちょっと気づいたのは、全線舗装になりますと、急激な雨が降ったときに横断溝で

落ちるところがかなりな量がふえてくるわけで、１カ所については蛇かごといいますか、かごを

積み上げて、崩壊を防ぐような対策はとってあるんですが、全然谷まで行きつけるようなヒム管

等の設置がされていないということで、これもやっぱり将来的には整備をしていくような形をと

っていかなければならないんじゃないかなというふうに思ったところです。 

 それとまた、改良が終わって、まだ今から改良に入るところについて、見たところですけども、

非常にも通れるような状況じゃない、雨が降って、洗い流して通れるような状態ではないんです

が、こういったところについても、せっかく下のほうが整備も進んでおりますので、地元でなか

なか整備ができないところについては、重機の補助とかそういったこともしっかり町としても、

せっかくですので機能を高めるためにもお願いをしたいというふうに思っております。 

 次に、林道利根川線の山線ですか、拡張及び落石対策防止についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。白瀧議員の質問にお答えいたします。 

 林道利根川山線拡張及び落石防止対策についての要望書の件であります。この件につきまして

は、これまでさまざまな関係機関と協議等も進めてきたところです。この事業に関しましては、

今のところ３１年度が地方創生未整備交付金事業の計画の年であります。この計画の中に、整備

路線として計上する予定であります。実際、３２年度以降の工事の予定であります。これには建

設課長の協議も必要でありますけど、３１年度に計画を立てていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  この場所については、議会のほうでも調査に行ったところであり
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ますけれども、普段集落の方が通られるところに柱状の節理の岩石が、非常にそびえ立って、非

常に危険なところであるというふうに私たちも思って、できるだけ早く地元の方が安心して通れ

るような改良工事が進めばいいかなというふうに思っていたところでありますが、今回、林道荻

原線、また荻原線等あわせて、利根川山線を計画に上げるということでありますが、３２年度か

らの実施ということで、ちょっとまだ多いなという感じもするわけですが、この工事については、

基本的に拡張も含めての工事になるんですか。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  今回３１年度の計画するわけなんですけど、拡張も含めて計画をし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  利根川線の端から集落を抜けるまで、約４００メーターはないわ

けですけれども、非常に狭くて、生活する面で、やっぱり大分苦労されるんじゃないかなという

ところもありますので、できるだけ拡張も含めて、できるだけあと使いやすいような形で計画を

していただければというふうに思っております。 

 次に、波帰地区の危険箇所整備について、これは平成２７年の１１月に陳情書として上がって

おりますが、このことについて答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。白瀧議員の質問にお答えしたいと思います。 

 波帰地区危険箇所整備についてであります。平成２７年に要望がありまして、平成２８年に予

防治山事業で谷どめ工を１期完了しております。 

 続きまして平成３０年度に、災害関連復旧事業、これは２８年災ですね、により波帰の１期が

完了しております。大谷川の集落より上流部につきましては、現在県のほうに要望中であります

けど、まだ今のところ、採択のほうは未定でありますので、引き続き要望をしていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  建設課長。 

○建設課長（田原 昭生君）  建設課長です。同じく波帰地区の危険箇所整備についてというとこ

ろで、町道の亀裂の対応もうたわれておりますので、そのことについてお答えしたいと思ってお

ります。 

 町道の亀裂につきましては、町は波帰線という町道ございますけど、そこのことであります。

亀裂が確認されている箇所につきましては、また地元から要望が危険だと思われている箇所につ
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きましては、２９年、３０年度に応急的な処置を実施しております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  波帰地区については、平成２７年、御存じのとおり、大変な災害

が発生したわけでありますが、それに乗じていろいろな谷どめ工も含めて、砂防工事が実施して

いただいております。今後も、この安心・安全を確保するためのそういった施設については、県

としっかり対応していただいて、要望活動をお願いしたいというふうに思っております。 

 次に、６番目の橋梁の改修及び架けかえについてでありますが、答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（小笠まゆみ君）  建設課長。 

○建設課長（田原 昭生君）  白瀧議員の御質問にお答えします。 

 橋梁の改修及び架けかえ、町道の落石防止対策並びに鹿防護柵の設置についてほか３点という

ことで、要望のほうが出されております。そのうち、うちの関連だけを申し上げますが、橋梁の

改修及び架けかえにつきましては、波帰川に係る本屋敷１号橋の改修のことでございます。本屋

敷１号橋につきましては、御存じのとおり、老朽化しておりまして、平成２６年度から行ってお

ります橋梁診断の結果もおもわしくないため、現在も４トン車以上通行どめとなっております。 

 町で管理している橋梁の１１４橋のうち、現時点で改修、架けかえの必要があるのは４１橋と

なっています。橋梁の改修、架けかえにつきましては、社会資本整備総合交付金事業という事業

で、随時更新をかけておるんですけど、現在につきましては、貫原橋の架けかえに予算が集中し

ている状況です。今後、緊急性とか通行量等を判断しながら、随時改修等行っていかなければな

らないと思っています。 

 続きまして、町道の落石防止対策につきましては、町道本屋敷波帰線の山手側の落石について

でございます。平成２０年１月に落石が発生しまして、平成２４年度から平成２７年度にかけて、

設計、用地測量を実施しております。計画全体延長２６０メーターのうち、平成２８年度に一般

住宅の１５メーターについて工事を実施しました。未整備区間につきましては、先ほどから申し

上げています、社会資本整備総合交付金事業での対応ということで、今のところ残りの区間の着

手年度は未定となっています。 

 それと、この要望書の中に本屋敷の半蔵谷の災害危険箇所対策というのもございますので、そ

れも申し上げますが、国道２６５沿いの第１４集落センターの横の半蔵谷川の関係であります。

数年前に台風による土石流で半蔵谷川が氾濫しまして、旧国道に流木等が詰まりまして、国道２

６５号に水が上がって、舗装路面等洗掘しております。県の工事によりまして、センター上部に

砂防堰堤設置、また護岸工事を実施してもらっておりますけど、下流側の旧国道にかかる断面が
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小さいため、将来また流木が詰まる恐れがあって、橋を撤去してもらえないかという要望であり

ます。現状では、砂防堰堤をまだ満杯になっておりませんし、護岸工事も立派なものができてお

ります。当面様子を見ていく箇所であると担当課としては考えております。 

 また、道路上の通り抜けとか利便性を考えますと、橋はそのまま残しておいたほうがいいんじ

ゃないかと思うところでありますので、また地元と協議の上、対応していきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育次長。 

○教育次長（甲斐津世志君）  教育次長です。平成２８年５月のほか３件のうちの分、教育委員会

の分をお答えさせていただきたいと思います。 

 １４区公民館より提出された、１４区公民館における平成２８年度の要望事項の中の４番、白

岩山石灰岩峰の保全と活用についてをお答えいたします。白岩山石灰岩峰植物群落は、昭和１７

年に宮崎県指定天然記念物、昭和５７年に九州中央山地国定公園特別保護区、平成６年に森林整

備遺伝子資源圃場林の指定を受けるなど、保全活動が行われているところです。 

 町においても、これまでに宮崎県北部森林管理所、椎葉村民間ボランティア役場有志の協力の

もと、白岩山石灰岩峰の一部を鹿防護ネットで囲んだり、その後防護ネットの補修作業を行った

りしながら保全に努めております。 

 また、平成２６年に秋本治氏と教育委員会で現地の確認を行い、防護ネット内での植物の蘇生

を確認したところです。今後も町内の方々の意見を伺いながら、現地の状況を把握してまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 質問が多岐にわたりますので、大変申しわけありませんが、先ほど、今継続して答弁していま

す、平成２８年５月１７日の要望書の件の項目が、それぞれ５項目ありまして、答えていいかど

うか悩むとこなんですけど、この５番目の森林に鹿防護柵の設置と林間歩道の開設をということ

で、新たに森林管理所から先日回答がありましたので、その部分をこの場所でちょっと御報告兼

ねて答弁させていただきます。 

 平成２８年５月１７日付の五ヶ瀬町第１４区公民館、当時の秋本治館長ほか役員から出された

要望書の中で、先ほど申しました５番目の向坂山に鹿防護柵の設置と林間歩道の開設をという、

これはずっと継続要望事項で、毎年要望を出されておりましたが、その取り扱いの状況の報告を

させていただきます。 

 この要望につきましては、五ヶ瀬ハイランドスキー場の上部に位置します森林周辺に、等高線



- 97 - 

 

上にはちまき状の鹿防護柵と管理歩道を併設して、森林保全等スポーツの高地トレーニング施設

を造成してほしい旨の要望でございました。この件につきましては、先ほど申しましたとおり、

平成２６年６月１８日に最初の要望が出され、同じく１４区公民館長から出されております。 

 それを受けて、平成２６年の１１月６日には、森林周辺の国有林の管理を行っている、宮崎北

部森林管理所長宛てに五ヶ瀬町長名に同様の要望書を提出したところです。 

 その後も、平成２７年５月２５日と先ほどの平成２８年５月１７日と同じ事案の要望が継続し

て出されておりました。このことを受け、五ヶ瀬町としましても、宮崎北部森林管理所との現地

検討会とか、宮崎県森林環境部との協議、さらには九州森林管理局との協議を経て、その可能性

を探ってきたところでございました。 

 その結果、平成３１年２月８日付で、宮崎北部森林管理所長名で、鹿防護柵の設置と維持管理

については、既に実行しており、新たな管理道を開設することは、自然保護の観点から困難を期

すと考えられるということから、差し控えたいという旨の回答をいただいたところです。 

 これを受け、五ヶ瀬町としても、今月の３月８日に、第１４区公民館長の橋本幸雄さんに、町

長名で、その回答を伝え、区民への周知をお願いしたところです。 

 今後も森林一体の自然環境の維持と自然遺産の保護管理についても、森林管理者と保護協議調

整を進める中で取り組んでまいりたいと考えています。 

 その件については以上でございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  第１番目の橋梁の改修及び架けかえについて、再度質問させてい

ただきます。 

 これ先ほど建設課長からお話がありましたように、波帰川にかかる老朽化した旧道の橋であり

ますが、現在２トン車以上の通行ができないような状況で、非常に風化しておりまして、危ない

状況が続いております。 

 しかし、私十四、五年前、本当にまだ大雪が降るころには、スキー場のお客さんが上るときに、

どうしても駐車場では足りなくて、今の小学校宇跡地に車をとめておられるような状況のときに、

あそこの橋を雪が積もっている中を渡られるのに、欄干が本当全然雪が５０センチぐらい３０セ

ンチぐらい積もって固まっておりますと、その上を危ない状況で歩かれるところを随分拝見して

おりましたので、何とか欄干を危険防止のためにつくっていただけないかというようなことで、

当時の課長にもお話をした経緯がありましたけども、なかなか橋自体が老朽化していて、設置が

しにくいといようなことでお話をいただいていたわけですが、その後、雪もあの当時に比べます

と降りませんので、駐車場を使うことが最近はなくなってきたわけでありますが、あの橋はやは

り地域の方々にとっては、農地に通ったりとか、波帰の新橋が何かの形で通れなくなるというよ
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うなことはまずないと思うんですが、迂回路としても、やっぱりどうしてもあそこの場所につい

ては残しておいていただきたいというようなことで要望もお聞きしましたので、できるだけこの

橋を残すような形で、何とか最大限のお力添えをいただければなというふうに思っているところ

でございます。 

 それと、２番目の町道の落石防止対策でありますけれども、現在、測量といいますか、落石防

止にかけて２４０メーター、中層、既に落石防止の設計を行われ、また現在、人家の上、１５メ

ートルだけについては工事を行っているところということでありますが、この地区は１５メート

ル実施されたところから約１００メーターぐらいですけれども、あれは実際、上を見ていただけ

るとおわかりいただけると思いますけども、町内に危険箇所というのはたくさんあるわけですが、

あそこほど私は危険な場所はないというふうに思っております。 

 というのは、いつ通っても道路の中に小さい石といいますか、大きい石も含めてかなりの石が

冬場は落ちているんです。これのことを目にすると、大変通るときに一回上を確認して通ること

が多いわけでありますが、スキー場の対岸のスキー場の広場から朝１０時ぐらいに上のほうを見

ておりますと、ちょうど日が当たるところでありますので、鹿とかイノシシがちょうど遊び場に

なっているんです、あそこ。当時が３頭とか４頭、群れて来ているのは、もう本当、日常茶飯事

といいますか、よくあったんです。そういう状況がありますので、ぜひ、例えば１００メーター

ぐらいについては、きちっとした防護柵をつくるということになれば、先ほど話がありましたよ

うに、社会資本整備事業でやるとなれば、かなりの予算もいるでしょうけれども、とにかくそう

いうった災害が、事故が発生しないように、少し食いとめるような対策だけは、私はとっていく

べきだというふうに思います。これ、もしあったら大変なことですし、冬場はスキー場のお客さ

んもかなりの方が通られるわけでありますので、これまではそういった事故がなかったのは運が

よかったんだという考え方で、何とか対応していただけるような方向でお願いをしたいと思いま

す。 

 それと、半蔵谷の災害危険箇所の対策についてでありますが、既に対策として……。これは先

ほど建設課長のほうからお話があったわけでありますが、センター横の、これも国道の旧橋であ

ります。撤去について要望が出されていたわけでありますが、課長のお話もありましたように、

災害があったときは上に大きな堰堤ができておりませんでしたので、流木とかあれが詰まって国

道をずっと流れて沿線の住宅に被害が出たというようなことでありますので、そういったことも

あります。今のところ、堰堤も十分に機能するだけの余裕が残っておりますので、そういった災

害は発生しないのかなということは思うわけでありますが、地元の方にとってはやはり深刻な問

題でありますので、できるだけ撤去していただくような方向で町としては動いてほしいというこ

とを伺っておりますので、ここでお願いをしておきたいと思います。 
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 それと、石灰岩峰植物群落の保全と活用についてでありますが、ただいま教育次長、また町長

のほうから御説明をいただいたところでありますが、これも白岩山については私が申し上げるま

でもなく、この場所でしか見られないような非常に珍しい植物群が自生をしているところであり

ますし、スキー場と同様に多くの登山者の方が訪れていらっしゃるわけであります。こうしたこ

とからも、白岩山の環境保全と獣害対策というのは本町にとっても大変重要な案件でありますの

で、今後も森林管理局とも十分に情報を共有していただきながら、必要性をしっかりと伝えてい

ただきたいというふうに思っております。そのことだけ１点お伺いして、質問を終わりたいと思

います。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育長。 

○教育長（猪野 貴一君）  最後の必然性ということですが、私も現地に赴いておりませんが、や

はり大切さというのを、自然文化財の保護という面から教育委員会としては考えてまいりたいと

思っておりますし、また、県との協議等もその際出てくるかと思いますが、そういうときに教育

委員会として動いていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ありがとうございました。 

 次に、道の上地区の町水道の整備についてお伺いをいたしたいと思います。 

 それと、８番目の内の口集落上・中組水道施設整備についても、これは関連するような事案で

ありますので、そのことについても一緒にお願いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  建設課長。 

○建設課長（田原 昭生君）  建設課長です。白瀧徹哉議員の御質問にお答えします。 

 まず、道の上地区の町水道整備につきましては、平成２８年に提出されておりますが、道の上

地区の道の上集落２４戸からの提出になっております。そういう状況でありますが、ご存じのと

おり９区全体が水道未普及地域となっていますので、ほかの集落も含めた水道整備が必要だと考

えております。給水人口も１００人以上となりますので、町営の管理水道として整備が最良と思

われますが、厚生省管轄の事業では補助率が低いため、営農飲雑用水としてこれまでやっており

ますように、農水省管轄の事業に申請するのが望ましいと考えています。 

 現在実施中の県営中山間地域総合整備事業等の進捗を見ながら、新規地区としての要望を計画

していく必要があると考えています。着手年度につきましては、今のところ未定です。 

 続きまして、内の口集落上・中組における水道施設整備につきまして、２９年の１１月に１９

戸から要望書が出されております。内の口集落のその他１２戸につきましては、過去に県単事業

で水道施設を整備しておられます。今要望につきましては、それ以外の方からの要望書の提出と
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いうことで、件数的にみても給水人口的にみても１００人未満ということで、また、既存の水道

施設から離れておりますので、整備につきましては、整備実施後は地元管理としての水道施設に

なるかと思われます。 

 県単事業につきましては、平成３１年、３２年度で別地区を要望中でありまして、同時に２地

区の採択は困難な状況であります。補助率も５０％と低額でありますので、先ほど言いました中

山間事業とか農水省管轄の事業も視野に入れながら、平成３３年度以降の計画を検討していく必

要があると担当課では考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  白瀧徹哉議員。 

○議員（６番 白瀧 徹哉君）  ただいま２地区の水道整備についての答弁をいただいたところで

ありますが、課長のお話にありましたように、道の上地区、また内の口集落についてであります

が、この要望書の中身が施設の老朽化と、現在、そして将来の維持管理が非常に心配される中で

要望が出されたようであります。 

 町の水道整備につきましては、要望書も多いことから、早急に解決することは非常に難しいと

思われるわけでありますが、住民が本当に安心して暮らすためには水道整備は非常に重要であり

ますので、地域の事情を十分に考慮いただき、一日も早い実現を図っていただくようにお願いし

たいというふうに思うわけでありますが。 

 この９区についても、今使われている水道の水源が何カ所もあるということと、その線が分か

れて幾つも区別によって分かれているというような状況もあるようでありますので、９区全体と

して町の水道としてやっていかれるという町の考えもあるのであれば、しっかり地元のほうにも

説明をしていただいて、そういったことが全体で取り組んでいただくような形に、また、後をも

っていろいろ地元で問題が起きないようにお諮りをいただきたいと思います。 

 また、内の口についても同じでありますが、水道の取り入れ口が幾つかあるというようなこと

で、それぞれの管理の仕方とか内容も違ってくると思いますので、そこ辺の話し合いを十分にさ

れた上で、後をもっていろいろな問題が発生しないように、担当課ではよろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

 最後になりますけれども、このような要望書とか陳情書等につきましては、先ほど冒頭に町長

からもお話がありましたように、官公署は請願を受理した場合でも請願者に対して政治手続義務

を負うものではなく、あくまでも行政判断に基づくものと規定されているというようなことであ

りますので、この言葉で非常に私、重く受けとめたところでありますが、この五ヶ瀬町もですけ

れども、この１０年というスパンの中で非常に比べて町内の各集落というのは人口減少も進んで

おりますし、後継者難で非常に集落の力というのが弱体化しております。 
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 そうした中で、地域住民の頼りとなるのは、やはり町に対してこういったことをお願いしてい

くということしかなかなか方法がない部分もありますので、こういったことも町がずっと存続し

ていくためにも、集落の機能というのはしっかり残していく必要がありますので、何とかこうい

ったところについてはしっかりと対応していただくように今後ともお願いを申し上げまして質

問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで、白瀧徹哉議員の一般質問を終了します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小笠まゆみ君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会します。 

 次回は、３月１８日、午後２時から開会いたしますので、定刻までに御参集ください。どうも

ご苦労さまでした。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午後２時20分散会 

────────────────────────────── 
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午後１時58分開会 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいまから、本日の会議を開きます。 

 御報告します。本日の会議に事前に申請許可を受けた者に限り、取材及び場内写真撮影を許可

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．事件撤回の件 

○議長（小笠まゆみ君）  日程第１、事件撤回の件を議題とします。 

 お手元に配付しております事件撤回請求書のとおり、議案第１号五ヶ瀬町情報公開条例の一部

改正について及び議案第２号五ヶ瀬町個人情報保護条例の一部改正についての２件について、町

長から議案の撤回を請求されております。 

 本件について、町長に理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  ただいま議長からお話がありました議案の撤回について、その請求理由

を申し上げます。 

 議案第１号五ヶ瀬町情報公開条例の一部改正について及び議案第２号五ヶ瀬町個人情報保護

条例の一部改正については、いずれも本町が保有いたします個人情報等、その個人が特定できな

いように加工して得られる非識別加工情報の提供の手続等に関する関係規定につきまして、当分

の間適用しないとするものでありますが、この適用しないということを決定するための手続に不

備があると判断いたしましたので、今回の上程を撤回するものであります。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  お諮りします。ただいま議題となっております事件の撤回の件を許可す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、事件撤回の件を許可することに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３号 

日程第３．議案第４号 

日程第４．議案第５号 

日程第５．議案第６号 

日程第６．議案第３２号 

日程第７．議案第３３号 

○議長（小笠まゆみ君）  お諮りします。日程第２、議案第３号五ヶ瀬町職員の勤務時間、休暇等
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に関する条例の一部改正についてから日程第７、議案第３３号森林環境譲与税基金条例の制定に

ついてまでの６件は、これを一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、日程第２、議案第３号から日程第７、

議案第３３号までの６件は、これを一括議題とすることに決定しました。 

 本６件については、去る３月１日及び３月５日に提案理由の説明が終わっておりますので、こ

れから質疑に入ります。質疑がありましたら、議案名を示して発言してください。質疑がありま

したらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 これから、本６件について討論を行います。討論がありましたら、議案名を示して発言してく

ださい。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  討論なしと認めます。 

 これから、起立によって採決します。 

 議案第３号五ヶ瀬町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号公の施設に関する条例の一部改正については、原案のとおり決定することに

賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号五ヶ瀬町使用料及び手数料徴収条例の一部改正については、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号定住自立圏形成協定の一部変更については、原案のとおり承認することに
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賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号森林環境譲与税基金条例の制定については、原案のとおり承認することに

賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第７号 

日程第９．議案第８号 

日程第１０．議案第９号 

日程第１１．議案第１０号 

日程第１２．議案第１１号 

日程第１３．議案第１２号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第８、議案第７号平成３０年度五ヶ瀬町一般

会計補正予算（第４号）についてから日程第１３、議案第１２号平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）についてまでの６件は、これを一括議題としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第７号から議案第１２号までの

６件は、これを一括議題とします。 

 本６件については、去る３月１日、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質疑に

入ります。質疑がありましたら、議案名、ページ等を示して発言してください。質疑がありまし

たらどうぞ。１番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。 

 議案第７号、一般会計補正予算、９ページになります。総務費の国庫補助金、地方創生拠点整

備交付金として３,５６７万９,０００円が計上されております。そして、１１ページに総務費３,

０３０万円、森林交流館整備事業債として挙げてございますけれども、この関係について御説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。甲斐政國議員の御質問にお答えします。 

 歳入のほうの地方拠点整備交付金３,５６７万９,０００円と歳出のほうのものにつきまして、
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これは森林交流館の改修を考えてございまして、今回、国の補正において設けられました地方創

生拠点整備交付金ということでございますが、そちらのほうに申し込みまして先週内示をいただ

いたというものでございまして、３１年度に繰り越して取り組むということになろうかと思って

ございます。 

 なお、歳入の補助金が２分の１ですので、補助残を起債のほうでということで歳入のほう、財

政のほうで調整をお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  確かに地方創生拠点整備交付金については、これは森林交流館を

整備するための国の補助金だというふうには聞いておりました。森林交流館の整備自体は平成３

１年度になっておりますけれども、これはどこかに積み立てか何かをしているんですか、この３

０年度の補正で出て３１年度の事業ということですが。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。 

 実を言いますと、今現在、国のほうの予算が県とも調整しまして新年度、３１年度につくかも

しれない３０年度の補正ということもございまして、今のところ両方、新年度にも挙げている状

況でございますが、どちらかを落とすということで考えてございまして今回、３０年度の補正で

通りましたので、３１年度、新年度分を落とさせていただくということでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 これから、本６件について討論を行います。討論がありましたら、議案名を示して発言してく

ださい。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  討論なしと認めます。 

 これから、起立によって採決します。 

 議案第７号平成３０年度五ヶ瀬町一般会計補正予算（第４号）については、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成３０年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）については、



- 110 - 

 

原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）につ

いては、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１号平成３０年度五ヶ瀬町介護保険特別会計補正予算（第４号）については、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１２号平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

ては、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１３号 

日程第１５．議案第１４号 

日程第１６．議案第１５号 

日程第１７．議案第１６号 

日程第１８．議案第１７号 

日程第１９．議案第１８号 

日程第２０．議案第１９号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第１４、議案第１３号平成３１年度五ヶ瀬町

一般会計予算についてから日程第２０、議案第１９号平成３１年度五ヶ瀬町奨学金特別会計予算

についてまでの７件は、これを一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１３号から議案第１９号まで
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の７件は、これを一括議題とします。 

 本７件については、去る３月５日、各常任委員会に付託し、審査を行っておりますので、審査

の結果について各常任委員長から報告を求めます。 

 まず、総務農林常任委員会、綾健一委員長、御登壇願います。 

○総務農林常任委員長（綾  健一君）  総務農林常任委員長の綾です。本定例会におきまして、

当委員会に付託されました議案第１３号中、総務課・農林課・企画課・建設課・会計室・議会事

務局所管について、議案第１４号簡易水道特別会計について審査報告いたします。 

 本常任委員会は平成３１年３月５日・６日に委員会を開催し、慎重な審査を行いした。その結

果、次の意見を付して認定すべきものと決定したので、会議規則第７７条の規定により報告いた

します。 

 （議案第１３号 一般会計） 

 １、人事交流について。 

 本町職員と他団体職員との人事交流が計画されている。新得町職員は１カ月、県庁職員は２カ

年の人事交流を行うとのことだが、その目的を明確にされ実効性のあるものとされたい。 

 ２、無線管理費について。 

 デジタル防災行政無線の工事が計画されている。不感地域のないよう確実な事業実施を望む。

また、野外スピーカーの設置については、地元の意見を反映できるよう協議されたい。 

 ３、タブレット端末導入について。 

 執行部において特別職及び管理職にタブレット端末を導入する計画となっているが、事務の効

率化・ペーパーレス化が大いに期待されることから、早期発見を図られたい。また、庁舎内のＷ

ｉ─Ｆｉ環境整備を強く要望する。 

 ４、新庁舎建設について。 

 ３１年度から新庁舎建設に関する予算が計上されているが、町民への周知が不足していると思

われることから、さらなる周知徹底を図られるべきである。また、アンケート調査を行い、町民

の意見にも耳を傾けることを望む。 

 ５、公有財産購入について。 

 雲海広場を購入することになっているが、庁舎建設工事期間の職員駐車場としての利用後、そ

の土地活用が明確でない。放置状態とならないよう、計画的な議論をされたい。 

 ６、地方創生関連予算について。 

 企画課・農林課など、地方創生に関係する各種事業予算が計画されているが、関連部署の連携

をしっかりと行い、窓口を一本化し、実効性のある取り組みを期待する。 

 ７、農業振興祭りについて。 
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 昨年の経緯を踏まえ、早期に計画を行うべきである。 

 ８、農林課所管事業について。 

 農家への周知はもちろんであるが、今後の営農に安定性を持たせるためにも有効活用し、所得

向上、後継者確保・育成に結びつくよう努力すべきである。 

 ９、中山間地域等直接支払制度について。 

 今期が４期目の最後の年となるが、５期目に向け、協定の見直しや会計のあり方、事業推進と

その結果の精査など、しっかりと連携し、積極的に支援すべきである。 

 １０、森林事業について。 

 今年度より森林環境譲与税を受け入れる。未整備森林所有者に対し、森林経営に関する意向調

査を行うとあるが、税の活用が的確なものになると期待する。さらに、有害鳥獣対策を充実して

いくべきである。 

 １１、ふるさと応援寄附について。 

 返礼品率が低いように思う。宿泊つき航空券やクラウドファンディングの活用など幅広く、寄

附する方の思いを反映し、町の課題が解決できるような仕組みを考えてはいかがか。 

 １２、建設課所管について。 

 町内のインフラ整備に関しては、国・県の有利な制度事業を活用して計画がなされている。今

後も着実な事業実施を望む。 

 １３、議会事務局及び会計室について。 

 例年どおりであるが、会計室の取り組む資金運用については慎重な運用が望まれる。 

 （議案第１３号 一般会計） 

 １４、簡易水道特別会計について。 

 上水道未整備については議会へも要望をなされている。厳しい財政事情の中、難しい対応もあ

ると思われるが、地域住民の安心・安全な生活環境整備に向けて努力されたい。 

 以上のとおり審査報告をいたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  済みません、今、最後の「議案第１３号 一般会計」というふうに綾議

員が発言されましたが、これは私のチェックミスでございます。「議案第１３号 簡易水道特別

会計」ということで訂正をお願いします。失礼いたしました。 

 次に、文教福祉常任委員会、秋本良一委員長、御登壇願います。 

○文教福祉常任委員長（秋本 良一君）  文教福祉常任委員長の秋本良一です。平成３１年文教福

祉常任委員会の予算審査の報告をいたします。 

 （付託案件） 

 議案第１３号一般会計中、町民課・福祉課・教育委員会の所管する事項について、議案第１５
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号国民健康保険特別会計予算、議案第１６号国民健康保険病院事業会計予算、議案第１７号介護

保険特別会計予算、議案第１８号後期高齢者医療特別会計及び議案第１９号奨学金特別会計につ

いて審査報告をいたします。 

 （審査の経過及び結果） 

 本常任委員会は平成３１年３月５日から６日に委員会を開催し、付託された各議案に対し、関

係職員から詳細な説明を受けるなど、全員出席のもと慎重な審査を行いました。その結果、次の

意見を付して認定すべきものと決定いたましたので、会議規則第７７条の規定により御報告をい

たします。 

 （議案第１３号 一般会計） 

 １、標準宅地鑑定評価について。 

 ３年に一度の固定資産評価替えに係る標準住宅の鑑定評価をするもので、課税対象となります。

雑種地評価基準作成及びデータ整備業務委託事業は、平成３３年度評価替えの課税に向けての事

業であります。 

 ２、西臼杵広域行政事務組合負担金について。 

 し尿処理施設の老朽化に伴い、現在の敷地への建てかえも想定し、平成３１年度より建設資金

積み立てを開始されます。 

 立地条件等を考慮した計画策定を望みます。 

 ３、町税等の未収金について。 

 「町税等収納向上対策委員会」及び実務者レベルでの会議が実施され、月に一度、集中的に夕

方から夜間にかけて督促の電話をかけるなどの対策により、収納率が向上しております。 

 固定化している未収金も含め、督促や分納相談を行うなど、今後も引き続き対応されることを

望みます。 

 ４、中核機関設置運営事業負担金について。 

 平成３１年度から延岡市に、延岡市と高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町の１市３町で中核機関

を設置し、成年後見人制度の利用促進を図るものである。 

 これは高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加、親亡き後の知的・精神障がい者の支援とい

った課題がある中、そのような者の財産や生活を法的に保護できる「成年後見制度」の必要性の

高まりを受け、成年後見制度の利用促進、権利擁護支援のための地域連携ネットワーク構築その

他の必要な取り組みを行うものであります。 

 個人財産の保護にかかわるものであることから、対象者に配慮の上、事業の活用を望みます。 

 ５、プレミアム商品券事業補助金について。 

 消費税引き上げに伴う低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和する目的で、財政支
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援として商品券が発行されます。購入価格の２０％を国が補助するもので、対象者は住民税非課

税者及び３歳未満児を有する世帯主となります。 

 事業実施に当たっては十分な周知を行い、町内事業所の活用及び商店街活性化への寄与など、

事業の有意義な活用が望まれます。 

 ６、送迎バス運行事業委託料について。 

 送迎バスについて、特に上組方面への送迎の活用がなされているが、３歳未満児が利用できな

い状況であります。 

 チャイルドシート着用対策を講じ、利用希望者への対策を望みます。 

 ７、福祉センター吸収式冷温水発生機工事請負事業について。 

 空調設備が長期にわたり使用不能になっているため、本体の交換工事がなされるものでありま

す。施設内環境が改善され、施設利用者にとっても快適な環境が図られると考えます。 

 町の指定管理を受けている施設で福祉関連の事業を実施しています。施設の老朽化が進み、ふ

ぐあいも見られるため、事業に支障を来すことのないように配慮すべきであります。 

 ８、「早寝・早起き・朝大豆推進事業」について。 

 平成３０年度を家庭教育・社会教育充実の年と位置づけ、「早寝・早起き・朝大豆」をキャッ

チフレーズに「五ヶ瀬町家庭教育五ヶ条」を推進し、将来の五ヶ瀬町を支える人材の育成に取り

組んでいる。五ヶ瀬中学校では、インフルエンザ罹患率の低下や、朝食摂取内容の充実、睡眠時

間の改善など早くも成果が見られました。これらの取り組みが評価され、平成３１年３月７日に

は文部科学大臣表彰を受賞しております。平成３１年度からは、大豆栽培の体験活動や地域の特

色を生かした地産地消の給食など、新たな事業が予定されている。 

 「五ヶ瀬町家庭教育五ヶ条」の取り組みについて、さらに推進することを期待する。 

 ９、学校施設長寿命化計画策定事業について。 

 平成２８年度に策定された「公共施設等総合管理計画」に基づき、平成３２年度まで個別施設

の対応方針を策定した。学校施設を中心に教職員住宅、社会教育施設等を対象としている。 

 国庫補助対象となるものであり、計画的な整備により、改修予算等のトータルコストの縮減及

び更新費用の平準化が図られることを期待いたします。 

 １０、Ｇパーク整備事業について。 

 Ｇパーク陸上競技場トラック改修工事及び陸上競技場備品、五ヶ瀬ドーム備品購入が計画され

ています。 

 施設整備により、さらなる合宿誘致や町のスポーツ振興に寄与することを期待している。 

 教育委員会の所管する標記３事業については、平成３１年度から新たに展開される「五ヶ瀬教

育グランドビジョン」として、五ヶ瀬町の人材育成に寄与することを大いに期待いたします。 
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 （議案第１６号 国民健康保険病院事業会計） 

 １１、常勤医師の確保等について。 

 現在、常勤医師が２名での体制である。病院運営に大きく支障が出ている状態であるが、薬剤

師が採用されたことにより、宮崎県の条件つき許可の条件は解除され現状維持ができることにな

り、また不足していた看護師３名が採用予定となっており改善が見られるが、依然厳しい状況が

うかがえる。 

 熊本研修医負担金について、研修医と密に連絡をとり、招聘を目指されたい。また、町内卒業

医大生に奨学金制度を活用するなど、将来的な医師確保に努めることを望みます。 

 以上のとおり、審査報告といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで、各常任委員長の報告が終わりました。 

 これから、各常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑がありましたらどうぞ。報告者

名を示して発言してください。１番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。総務農林常任委員長に対しまして、予算審

査報告について質問させていただきます。 

 一般会計の４番目になります、新庁舎建設について。３１年度から新庁舎建設に関する予算が

計上されているが、町民への周知が不足していると思われることから、さらなる周知徹底を図ら

れるべきである。また、アンケート調査を行い、町民の意見にも耳を傾けることを望む。として

おりますけれども、このことについて、町長からの具体的な対策等を確認されていますでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ３番、綾健一議員。 

○議員（３番 綾  健一君）  予算審査においては直接、町長にも説明をしていただきました。

新庁舎建設に関する町民への周知やアンケートに関しては実施されるとの確認をとっておりま

す。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  わかりました。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。８番、甲斐啓裕議員。 

○議員（８番 甲斐 啓裕君）  ８番、甲斐です。総務農林常任委員長にお尋ねをしたいと思いま

すけれども、５番、公有財産購入についてです。 

 私もいろいろ町民の方から聞かれることもありますので、購入に至った経緯、雲海さんのほう

がお願いされたのか、町のほうがお願いしてやったのか。 

 もう一つ、金額についてでありますけれども、雲海さんのほうが提示されたのか、町のほうが

この金額でということでお願いされたのか。委員長のほうがわからなければ、執行のほうにお尋
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ね願いたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  ３番、綾健一議員。 

○議員（３番 綾  健一君）  ５番の公有財産購入についてですが、このことについては説明を

聞いておりますが、今までに至った執行部の経緯というものを説明は受けておりますが、そこら

の順序がどうであったかということに関しては非常に難しいところがありまして、このことは町

長のほうにお伺いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐啓裕議員から総務農林常任委員長への質問の中で、公有

地の雲海広場の購入について、私のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、第１点、どちらから話が出たのかというのは、こちらが土地の駐車場として借りるとい

う折にこちらから投げかけております。当初は土地の貸借、借りる件で行っておりますが、雲海

酒造さんからも以前、保育所用地ということの話もありまして、当然その借りるに当たっては購

入の話も出てきます。そういった形で私自身、この前の総務農林常任委員会でもお話しさせてい

ただきましたが、今回の庁舎建設に伴う駐車場用地以外にやはり赤谷商店街の核となる施設でも

ありますし、五ヶ瀬町の中央部でいろんな利用要素があるということで、ぜひ以前からどこかの

時点で購入したいと考えておりました。その関係で購入の話についても、こちらから投げかけて

おります。 

 単価、購入額については、赤谷橋を以前建設した折にそこでの用地買収の単価等がありますの

で、そちらをモデルに試算させていただいた額が今回提示させていただいた額です。ただ、正式

に土地購入にかかわる不動産評価をやるということにしておりますので、当然その結果をもとに

今後、購入額については交渉していくということになると思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。 

○議員（８番 甲斐 啓裕君）  はい。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、各常任委員長に対する質疑を終結します。 

 これから、本７件について討論を行います。討論がありましたら、議案名を示して発言してく

ださい。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  討論なしと認めます。 

 これから、起立によって採決します。 
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 議案第１３号平成３１年度五ヶ瀬町一般会計予算については、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号平成３１年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計予算については、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計予算については、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計予算については、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号平成３１年度五ヶ瀬町介護保険特別会計予算については、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号平成３１年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計予算については、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号平成３１年度五ヶ瀬町奨学金特別会計予算については、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第２０号 

日程第２２．議案第２１号 

日程第２３．議案第２２号 
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日程第２４．議案第２３号 

日程第２５．議案第２４号 

日程第２６．議案第２５号 

日程第２７．議案第２６号 

日程第２８．議案第２７号 

日程第２９．議案第２８号 

日程第３０．議案第２９号 

日程第３１．議案第３０号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第２１、議案第２０号向坂山森林公園の指定

管理者の指定についてから日程第３１、議案第３０号上ノ原地区多目的交流施設の指定管理者の

指定についてまでの１１件は、これを一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第２０号から議案第３０号まで

の１１件は、これを一括議題とします。 

 本１１件については、去る３月１日、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質疑

に入ります。質疑がありましたらどうぞ。質疑がありましたら、議案名を示して発言してくださ

い。１番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國であります。 

 議案第２０号から議案第３０号まで、この１１件について相対的なことをお伺いしたいという

ふうに思うんですけれども、指定管理期間が５年ということになっております。平成３０年度が

一応期限になりまして、３１年度から新規に出るということでございますけれども、今回この指

定管理者の指定に至るまでの経緯といいますか、調査をされたことはあると思うんですけれども、

そこについてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。甲斐政國議員の御質問でございますが、まずは指定

管理者指定までの流れを御説明いたします。 

 まず、指定管理者の候補者を町長が選定する施設でございますが、五ヶ瀬町公の施設にかかわ

る指定管理者の指定等に関する条例で定めてございますように、町長が選定する施設と公募によ

る施設のいずれかによるかを町長の判断により、まずは区分いたします。 

 その後でございますが、指定管理者選定委員会、これは総務課長を委員長としまして各管理者

でなっているものでございますが、管理を代行させる公の施設について、この町長判断を報告し

て各管理者のほうから意見を求めます。 
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 その後でございますが、仮に公募を行うとなった場合には、条例に掲げます事項を明示して募

集を行います。それで指定を受けようとする者はまず、条例に定めております計画書等を添付し

て申し込みを行ってまいります。 

 さらにまた、指定管理者選定委員会を開催いたしますが、公募の場合は、申し込みがあったも

のから指定管理者の候補者を選定してまいるということになっています。指定になった場合には、

町長が選定した候補者の中で選定をしてまいるということになっています。 

 今回の委員会に対しましては、選定委員会により選定しました候補について提案をしたところ

でございます。 

 選定までについてはこのような状況でございますが、この後、指定管理者の指定告示としまし

ては、議決後に指定管理者としての指定を告示してまいります。その後に各指定管理者と指定に

かかわる協定書の締結を結んでいくということになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  複雑といったらあれですけれども、この一つの選定に至るまでの

流れというのがあると聞いております。私もほかのところのものを参考にしてちょっと質問させ

ていただいたんですが。 

 例えば、うちの場合は３月議会に提案ということになっておりますけれども、ほかのところを

いろいろ調べてみますと大体、１２月議会なんですよね。そのときに挙がってきて、そして今度

は１２月から３月いっぱいまでの間に指定管理者を指定したり、協定を締結したりというような

ことでやってと、そういう流れになっているんですが。これで行きますと、五ヶ瀬の場合は３月、

きょう１８日で議決をして、あと１２日間ぐらいでその残りの業務をやるということですけれど

も、それで十分に間に合うのかどうかということ。 

 それと、その指定をする──指定を受けるところ、そこら辺とのいわゆる施設がどうなってい

るのかとかいうのは十分に把握されているのか、そこについてちょっとお伺いしたいというふう

に思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  指定手続につきましては、今年度中に間に合わせるということで進

めてまいります。 

 それと各請負側の内容ですが、選定業者は基本かわっておりませんので、毎年、毎年度ごとに

事業報告書を出していただくということでの内容把握としております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 
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○議員（１番 甲斐 政國君）  ４月１日からの施行ということですから当然、間に合わないとい

かんわけですけれども、指定管理者がずうっとかわっていないからということで、ありき的にや

っていただくのはどうなのかなという気がいたしております。やはりそれだけの手続を踏まなけ

ればならないということになっておりますので、当然そういうことをやっていただいて、やはり

１２月議会には上程していただいて、議員もその間しっかり調査ができる状況というのを整えて

ほしいと思います。 

 我々議会全員で全て１１の団体について調査をさせていただきました。その内容につきまして

は、しっかり担当課のほうにおつなぎさせていただきます。それで、しっかりとした対応を、対

策をとっていただくようにお願いを申し上げて質問を終わります。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。ただいま甲斐政國議員からの指定管理者の選定についての御

質問をいただきました。 

 御指摘のとおり、３月議会よりも、やはり１２月議会に我々しっかり議論して提案すべきだな

あと私自身も思っているところでございます。 

 ただ、これまでの経緯も踏まえて公募という形はとっておりませんので、毎年、毎年度その実

績報告はいただいております。そういった中で課題はそれぞれにあるんですが、大きなこれは見

直さないかんというところまで至っておりませんで、そういった流れで３月議会になっているの

かなあというように反省しているところでございます。 

 今後それぞれの施設の調査結果も担当課にいただくということですので、そういったことも踏

まえて相手方としっかり協議しつつ、改善しなきゃいけないところは話し合いで、また改善して

いくと。できる限り自立した施設として運営していくのが理想でございますので、そういったこ

とで対応させていただきます。提案時期については今後、見直していくということで御理解願い

たいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  はい。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。７番、甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  ７番、甲斐松男です。 

 議案の第２０号向坂山森林公園の指定管理者の指定についての件ですけれども、平成３１年か

ら５年間、指定管理者の指定ということで挙がっておりますけれども、ここでは５年間の計画書

も提示されないまま、そして８０日間の営業──スキー場の営業ですけれども、その残された９

カ月の間の計画書が挙がっていないということで非常に先が見えない、リスクが高い経営が見込

まれるわけですが、この部分についてどうお考えか、お聞きしたいと思います。 
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○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。ただいま甲斐松男議員から、向坂山森林公園の指定管理者の

指定についてというところの御質問にお答えいたします。 

 スキー場、五ヶ瀬ハイランドスキー場が主な取り組みになります。また、今期、御存じのとお

り、異常なる暖冬ということで実績が３万５,０００人に対して２万５,０００人超えの入場者で

とどまったということでございます。そういったことで恐らくこの５年間、非常に心配されての

御質問かと思います。 

 ５カ年計画については、それぞれにやはり年度ごとの目標値、今回、非常に厳しい中で、３万

５,０００人という数値を挙げましたが、損益分岐点、会社側と話すところの状況によると、３

万人で設定しようかというところで今動いております。そういったことで今後、５年間について

どういう取り組みをするかというのを今申されたとおり、この指定管理者選定で挙げるべきとこ

ろではあると思っておりますが、現状でワイナリーは毎年５カ年で見直しておりますけれど、そ

ういった形で今後、再度この損益分岐点を踏まえてしっかり設定をしたいと思っております。 

 ただ、以前から申し上げているとおり、この向坂山森林公園を活用したスキー場はやはり大き

な五ヶ瀬町の資源ということもありますし、何とかこれを生かした地域活性化をやりたいという

思いがありますので、その辺を前提に今後しっかり協議していくと。 

 今シーズンの営業結果の分析については、先日概要は報告しましたが、さらに詳細な分析を進

めているところでございますので、最終的な決算状況が把握できた段階で正式な御報告は差し上

げると。その折にまた今後の取り組みについても、具体的な取り組みについてお話ししたいと思

っております。 

 私からは、以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  いいですか。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  はい。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。１番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。先ほどの質問でちょっと抜けておりました。 

 それぞれ協定書を結ばれるわけですけれども、その協定書の内容ですが、事業をどうやるかと

かいろんなことが書いてあるというふうに思うんですけれども、できましたら、差し支えなけれ

ば議員に配付願えればと思います。これはできればということでお願いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの先ほどの質疑に対しての再質疑というこ

とで、それぞれの施設ごとの指定管理者の締結の書類については、現状やりますというのを確認

させていただいて、できるようであれば当然、各議員さんに配付させていただいて見ていただく
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ということにしたいと思いますので、御理解をお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これで質疑を終結します。 

 これから、本１１件について討論を行います。討論がありましたら、議案名を示して発言して

ください。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  討論なしと認めます。 

 これから、起立によって採決します。 

 議案第２０号向坂山森林公園の指定管理者の指定については、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号Ｇパーク宿泊施設の指定管理者の指定については、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号林産物等販売施設の指定管理者の指定については、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号五ヶ瀬の里キャンプ村の指定管理者の指定については、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号五ヶ瀬ワイナリーの指定管理者の指定については、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号ふれあい茶屋の指定管理者の指定については、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号五ヶ瀬ふれあい里の指定管理者の指定については、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号五ヶ瀬町福祉センターの指定管理者の指定については、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号夕日の里交流拠点施設の指定管理者の指定については、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号五ヶ瀬町共生型福祉施設の指定管理者の指定については、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号上ノ原地区多目的交流施設の指定管理者の指定については、原案のとおり

決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第３１号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３２、議案第３１号町道の認定及び廃止についてを議題と

します。 

 本件については、去る３月１日、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質疑に入

ります。質疑がありましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 これから、本件について討論を行います。討論がありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  討論なしと認めます。 
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 これから、起立によって採決します。議案第３１号町道の認定及び廃止については、原案のと

おり承認することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．発委第１号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３３、発委第１号「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあ

たり、再度慎重な検討を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 本件について、提出者、文教福祉常任委員会、秋本良一委員長の趣旨説明を求めます。 

○文教福祉常任委員長（秋本 良一君）  文教福祉常任委員長の秋本良一です。趣旨説明を申し上

げます。 

 発委第１号「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、再度慎重な検討を求める意見書の提

出について、趣旨説明を申し上げます。 

 平成３０年６月１５日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針２０１８では、世代間

の公平性や制度の持続性確保の観点から、後期高齢者の窓口負担のあり方について検討するとさ

れてきました。具体的には、医療費窓口負担を現行の原則１割から２割にする議論が始まってお

ります。厚生労働省の社会保障審議会（医療保険部会）でも２割化によって受診抑制が広がるな

ど、懸念する声も出されております。 

 また、高齢者の負担増は介護に携わる現役世代の生活も圧迫することになり、全世代に多大な

影響を与えます。必要なのは高額医療費の限度引き下げを初めとする患者負担の軽減です。この

ような実情に配慮し、後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を求めるもの

であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま趣旨説明が終わりました。 

 これから、ただいまの趣旨説明に対する質疑に入ります。質疑がありましたらどうぞ。ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 これから、本件について討論を行います。討論がありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  討論なしと認めます。 

 これから、起立によって採決します。発委第１号「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、

再度慎重な検討を求める意見書の提出については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立
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を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３４．発議第１号 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３４、発議第１号議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。議員派遣につきましては、会議規則第１２２条の規定により、お手元に配付し

ておりますとおり派遣することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、お手元に配付しておりますとおり、

議員を派遣することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３５、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 お諮りします。各常任委員会委員長、各特別委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議会広

報編集委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付しておりますとおり、閉会中

の継続調査の申し出がありました。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小笠まゆみ君）  以上をもちまして、本定例会に付された議事の全部を終了しましたので、

会議を閉じます。 

 議員各位におかれましては、去る３月１日の開会以来、１８日間にわたり熱心に御審議をいた

だき、まことにありがとうございました。 

 町長を初め、町当局の皆様には、会期の間、常に真摯な態度をもって審議に御協力をいただき、

ありがとうございました。 

 議員各位から述べられました意見なり、要望事項につきましては特に御配慮いただき、執行の

上に十分反映されますようお願いを申し上げます。 

 ここで、町長の挨拶をお願いいたします。町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 
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 それでは、私のほうから定例会終了に当たりまして、執行部を代表し、一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 まずは本定例会に御提案申し上げました全ての案件につきまして、慎重審議をいただき、また

御承認いただき、まことにありがとうございました。 

 先日の五ヶ瀬町地域人口分析業務報告会や地域づくり講演会でも講師の方々から御指摘もい

ただきましたが、想定以上の人口減少が続いている本町にとりまして今後、持続可能な地域を維

持していくためには、私ども行政は当然ではございますが、それぞれの地域でそれぞれの課題を

解決する組織づくりが最優先するものと考えております。来年度の平成３１年度に目標年度を迎

える地方創生事業をそれぞれの戦略ごとに一つ一つ歩を進め、地域の皆さんとともに情報を共有

しながら、町全体で進めることが最も重要なことであると考えております。 

 私自身、具体的な施策につきましても行政内部で十分な協議を重ね、先頭を切って進めてまい

る覚悟でございますので、議員の皆様にも引き続き御指導、御支援を賜りますようお願い申し上

げます。 

 さて、五ヶ瀬ハイランドスキー場も昨年１２月１４日にオープンし、今月、３月３日をもって

８０日間の営業が終了いたしました。今シーズンは過去に類を見ない暖冬で降雪もなく、非常に

厳しい環境での営業期間となりましたが、スタッフの懸命な努力もあって何とか無事に今シーズ

ンを終えることができました。ただ、まれに見る異常気象の影響もあり、目標とする３万５,０

００人には遠く及びませんでした。自然を相手としますスキー場の営業は今後ますます厳しくな

る環境が予想されますが、会社側と一体となって現状分析を早急に行い、次なるステップに向け

て検討を進めてまいりますので、議員の皆様の御支援を重ねてお願い申し上げます。 

 いよいよ平成３０年度も残りわずかとなってまいりました。議員の皆様とは多くの課題につき

まして、ともに悩み、真剣に議論させていただきながら、一歩ではございますが、五ヶ瀬町行政

を進めることができました。この場をかりて心から厚くお礼を申し上げます。 

 来る４月から平成３１年度は、５月から新しい元号の幕あけのスタートの年となります。新し

い年にスタートダッシュをかけながら、職員一丸となって全力で維持可能なまちづくりに邁進す

る覚悟でございますので、御理解を申し上げます。 

 結びになりますが、議員の皆様におかれましては、それぞれの地域で、またそれぞれの立場で

の活動がお忙しくなることと存じますが、くれぐれもお体を御自愛いただき、なお一層の御活躍

を願っております。 

 それでは、以上をもちまして、定例会終了に当たっての執行部を代表しての挨拶とさせていた

だきます。本当にありがとうございました。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長には、丁重な御挨拶を賜り、ありがとうございました。 
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 これをもちまして、平成３１年第１回五ヶ瀬町議会定例会を閉じます。どうも御苦労さまでし

た。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午後３時07分閉会 

────────────────────────────── 
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○ 平成３１年第４回定例会に議した事件のてんまつは、次のとおりである。 

 

議案第１号 

議案第２号  

議案第３号 

 

議案第４号 

議案第５号 

議案第６号 

議案第３２号 

議案第３３号 

議案第７号 

 

議案第８号 

 

議案第９号 

 

議案第１０号 

 

議案第１１号 

 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

議案第１４号 

 

議案第１５号 

 

議案第１６号 

 

議案第１７号 

議案第１８号 

 

議案第１９号 

議案第２０号 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

五ヶ瀬町情報公開条例の一部改正について 

五ヶ瀬町個人情報保護条例の一部改正について 

五ヶ瀬町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

について 

公の施設に関する条例の一部改正について 

五ヶ瀬町使用料及び手数料徴収条例の一部改正について 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

定住自立圏形成協定の一部変更について 

五ヶ瀬町森林環境譲与税基金条例の制定について 

平成３０年度五ヶ瀬町一般会計補正予算（第４号）につい

て 

平成３０年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）について 

平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第４号）について 

平成３０年度五ヶ瀬町介護保険特別会計補正予算（第４

号）について 

平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について 

平成３１年度五ヶ瀬町一般会計予算について 

平成３１年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計予算につい

て 

平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計予算につい

て 

平成３１年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計予算に

ついて 

平成３１年度五ヶ瀬町介護保険特別会計予算について 

平成３１年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて 

平成３１年度五ヶ瀬町奨学金特別会計予算について 

向坂山森林公園の指定管理者の指定について 

Ｇパーク宿泊施設の指定管理者の指定について 

林産物等販売施設の指定管理者の指定について 

五ヶ瀬の里キャンプ村の指定管理者の指定について 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

３月１８日 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

３月１８日 

３月１８日 

 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

事件撤回 

事件撤回 

原案可決 

 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

 

原案可決 

原案可決 

 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 
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議案第２４号 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第２７号 

議案第２８号 

議案第２９号 

議案第３０号 

議案第３１号 

発委第１号 

 

発議第１号 

五ヶ瀬ワイナリーの指定管理者の指定について 

ふれあい茶屋の指定管理者の指定について 

五ヶ瀬ふれあいの里の指定管理者の指定について 

五ヶ瀬町福祉センターの指定管理者の指定について 

夕日の里交流拠点施設の指定管理者の指定について 

五ヶ瀬町共生型福祉施設の指定管理者の指定について 

上ノ原地区多目的交流施設の指定管理者の指定について 

町道の認定及び廃止について 

「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、再度慎重な

検討を求める意見書の提出について 

議員派遣について 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

３月１８日 

 

３月１８日 

 

 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

 

原案可決 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

           平成     年   月   日 

 

 

                                      議  長 

 

 

                                      署名議員 

 

 

                                      署名議員 

  

 


